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〇
経
済
産
業
省
令
第
九
号

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
十
五
条
第
四
項
並
び
に
第
三
十

五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
一
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

火
薬
類
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
略
］

一

製
造
所
内
の
見
や
す
い
場
所
に
火
薬
類
の
製
造
所

一

製
造
所
内
の
見
や
す
い
場
所
に
火
薬
類
の
製
造
所

で
あ
る
旨
の
標
識
を
掲
げ
、
か
つ
、
爆
発
又
は
発
火

で
あ
る
旨
の
標
識
を
掲
げ
、
か
つ
、
爆
発
又
は
発
火

に
関
し
必
要
な
事
項
を
掲
示
し
、
製
造
所
内
は
、
危

に
関
し
必
要
な
事
項
を
明
記
し
た
掲
示
板
を
設
け
、

険
区
域
を
明
瞭
に
定
め
、
危
険
区
域
の
周
囲
に
は
、

製
造
所
内
は
、
危
険
区
域
を
明
瞭
に
定
め
、
危
険
区

危
険
区
域
が
明
確
に
判
別
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講

域
の
周
囲
に
は
、
境
界
さ
く
を
設
け
る
等
の
危
険
区

じ
、
見
や
す
い
場
所
に
警
戒
札
を
掲
示
す
る
こ
と
。

域
が
明
確
に
判
別
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
、
見

や
す
い
場
所
に
警
戒
札
を
建
て
る
こ
と
。

二

危
険
区
域
に
は
、
製
造
そ
の
他
の
作
業
上
や
む
を

二

危
険
区
域
に
は
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い
施
設
以

得
な
い
施
設
以
外
の
も
の
は
設
置
し
な
い
こ
と
。

外
の
も
の
は
設
置
し
な
い
こ
と
。

三

危
険
区
域
の
境
界
が
森
林
内
に
設
け
ら
れ
た
場
合

三

第
一
号
の
境
界
さ
く
が
森
林
内
に
設
け
ら
れ
た
場

に
は
、
火
災
に
よ
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

合
に
は
、
そ
の
境
界
さ
く
に
沿
い
幅
二
メ
ー
ト
ル
以
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を
講
ず
る
こ
と
。

上
の
防
火
の
た
め
の
空
地
を
設
け
る
こ
と
。

四

危
険
工
室
（
不
発
弾
等
解
撤
工
室
に
該
当
す
る
も

四

危
険
工
室
（
不
発
弾
等
解
撤
工
室
に
該
当
す
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
条
及
び
第
四
十
四

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
条
及
び
第
四
十
四

条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
火
薬
類
一
時
置
場
（

条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
火
薬
類
一
時
置
場
（

不
発
弾
等
一
時
置
場
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
五

不
発
弾
等
一
時
置
場
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
、
第
五

条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
日

条
及
び
第
四
十
四
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
日

乾
場
、
仕
掛
け
準
備
場
、
星
打
ち
場
、
星
掛
け
場
、

乾
場
、
爆
発
試
験
場
、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場

爆
発
試
験
場
、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場
又
は
廃

又
は
廃
薬
焼
却
場
（
以
下
「
危
険
工
室
等
」
と
い

薬
焼
却
場
（
以
下
「
危
険
工
室
等
」
と
い
う
。
）
は

う
。
）
は
、
製
造
所
外
の
保
安
物
件
に
対
し
て
、
信

、
製
造
所
外
の
保
安
物
件
に
対
し
て
、
信
号
炎
管
、

号
焰
管
、
信
号
火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
又
は
こ
れ
ら

信
号
火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
又
は
こ
れ
ら
の
原
料
用

の
原
料
用
火
薬
若
し
く
は
爆
薬
に
係
る
も
の
以
外
の

火
薬
若
し
く
は
爆
薬
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ

も
の
に
あ
つ
て
は
次
の
表

の
、
信
号
焰
管
、
信
号

（い）

つ
て
は
次
の
表

の
、
信
号
炎
管
、
信
号
火
せ
ん
若

火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
又
は
こ
れ
ら
の
原
料
用
火
薬

（い）
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し
く
は
煙
火
又
は
こ
れ
ら
の
原
料
用
火
薬
若
し
く
は

若
し
く
は
爆
薬
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
表

の
（ろ）

爆
薬
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
表

の
保
安
距
離

保
安
距
離
（
保
安
物
件
が
専
ら
当
該
製
造
所
の
事
業

（ろ）

（
保
安
物
件
が
専
ら
当
該
製
造
所
の
事
業
の
用
に
供

の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業

す
る
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
保
安
距
離
）
を
と
る
こ
と
。

示
で
定
め
る
保
安
距
離
）
を
と
る
こ
と
。
こ
の
場
合

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
表
の
保
安
距
離
に

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
表
の
保
安
距
離
に
対
応
す
る

対
応
す
る
停
滞
量
を
超
え
て
火
薬
類
を
存
置
す
る
場

停
滞
量
を
超
え
て
火
薬
類
を
存
置
す
る
場
合
の
保
安

合
の
保
安
距
離
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
距

距
離
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
距
離
と
す

離
と
す
る
。
た
だ
し
、
ニ
ト
ロ
基
を
三
以
上
含
む
ニ

る
。
た
だ
し
、
ニ
ト
ロ
基
を
三
以
上
含
む
ニ
ト
ロ
化

ト
ロ
化
合
物
又
は
ペ
ン
タ
エ
リ
ス
リ
ッ
ト
テ
ト
ラ
ナ

合
物
又
は
ペ
ン
タ
エ
リ
ス
リ
ッ
ト
テ
ト
ラ
ナ
イ
ト
レ

イ
ト
レ
ー
ト
の
硝
化
工
室
に
つ
い
て
は
、
存
置
す
る

ー
ト
の
硝
化
工
室
に
つ
い
て
は
、
存
置
す
る
数
量
に

数
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
保
安
物
件
又
は
第
二

か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
保
安
物
件
又
は
第
二
種
保
安

種
保
安
物
件
に
対
し
て
は
百
メ
ー
ト
ル
、
第
三
種
保

物
件
に
対
し
て
は
百
メ
ー
ト
ル
、
第
三
種
保
安
物
件

安
物
件
又
は
第
四
種
保
安
物
件
に
対
し
て
は
五
十
メ
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又
は
第
四
種
保
安
物
件
に
対
し
て
は
五
十
メ
ー
ト
ル

ー
ト
ル
、
導
火
線
若
し
く
は
電
気
導
火
線
又
は
第
一

、
導
火
線
若
し
く
は
電
気
導
火
線
又
は
第
一
条
の
五

条
の
五
第
一
号
ヘ

に
掲
げ
る
が
ん
具
煙
火
以
外
の

（２）

第
一
号
ヘ

に
掲
げ
る
が
ん
具
煙
火
以
外
の
が
ん
具

が
ん
具
煙
火
の
み
の
火
薬
類
一
時
置
場
に
つ
い
て
は

（２）

煙
火
の
み
の
火
薬
類
一
時
置
場
に
つ
い
て
は
、
存
置

、
存
置
す
る
数
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
メ
ー
ト
ル
と

す
る
数
量
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

す
る
。

［
式
略
］

［
式
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

［
略
］

（い）

（い）

区
分

区
分

・

［
略
］

［
略
］

・

［
略
］

［
略
］

（一）

（二）

（一）

（二）

発
火
の
危
険
の
あ
る
工
室
（
が
ん

［
略
］

発
火
の
危
険
の
あ
る
工
室(

が
ん

［
略
］

（ろ）

（三）

（ろ）

（三）

具
煙
火
の
発
火
の
危
険
の
あ
る
工

具
煙
火
の
発
火
の
危
険
の
あ
る
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室
を
除
く
。
）
、
日
乾
場
、
仕
掛

工
室
を
除
く
。)

又
は
日
乾
場

け
準
備
場
、
星
打
ち
場
又
は
星
掛

け
場

～

［
略
］

［
略
］

～

［
略
］

［
略
］

（四）

（七）

（四）

（七）

四
の
二
・
五

［
略
］

四
の
二
・
五

［
略
］

五
の
二

煙
火
の
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
粉
じ
ん
爆
発

五
の
二

煙
火
の
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
粉
塵
爆
発
の

の
危
険
性
が
高
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
告

危
険
性
が
高
い
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

示
で
定
め
る
金
属
粉
を
貯
蔵
す
る
原
料
薬
品
貯
蔵
所

で
定
め
る
金
属
粉
を
貯
蔵
す
る
原
料
薬
品
貯
蔵
所
を

を
危
険
区
域
内
に
設
け
な
い
こ
と
。

危
険
区
域
内
に
設
け
な
い
こ
と
。

六

爆
発
の
危
険
の
あ
る
工
室(

不
発
弾
等
解
撤
工
室
に

六

爆
発
の
危
険
の
あ
る
工
室(

不
発
弾
等
解
撤
工
室

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

は
、
別
棟
と

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。)

は
、
別

し
、
火
炎
に
対
し
て
抵
抗
性
を
有
す
る
構
造
と
し
、

棟
と
し
、
火
焰
に
対
し
て
抵
抗
性
を
有
す
る
構
造
と
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か
つ
、
爆
発
の
際
軽
量
の
飛
散
物
と
な
る
よ
う
な
建

し
、
か
つ
、
爆
発
の
際
軽
量
の
飛
散
物
と
な
る
よ
う

築
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
爆
式
構
造

な
建
築
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
爆
式

又
は
準
放
爆
式
構
造
と
す
る
場
合
に
は
、
建
築
材
料

構
造
又
は
準
放
爆
式
構
造
と
す
る
場
合
に
は
、
建
築

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

材
料
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

信
号
炎
管
、
信
号
火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
の
製
造

七

信
号
焰
管
、
信
号
火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
の
製
造

所
又
は
火
薬
若
し
く
は
爆
薬
を
製
造
す
る
製
造
所
で

所
又
は
火
薬
若
し
く
は
爆
薬
を
製
造
す
る
製
造
所
で

あ
つ
て
、
こ
れ
を
原
料
と
し
て
信
号
炎
管
、
信
号
火

あ
つ
て
、
こ
れ
を
原
料
と
し
て
信
号
焰
管
、
信
号
火

せ
ん
若
し
く
は
煙
火
の
み
を
製
造
す
る
も
の
（
以
下

せ
ん
若
し
く
は
煙
火
の
み
を
製
造
す
る
も
の
（
以
下

「
煙
火
等
の
製
造
所
」
と
総
称
す
る
。
）
以
外
の
製

「
煙
火
等
の
製
造
所
」
と
総
称
す
る
。
）
以
外
の
製

造
所
に
あ
つ
て
は
、
爆
発
の
危
険
の
あ
る
工
室
（
火

造
所
に
あ
つ
て
は
、
爆
発
の
危
険
の
あ
る
工
室
（
火

薬
又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（
火
工
品
に
あ
つ
て
は
、
そ

薬
又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（
火
工
品
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
原
料
を
な
す
火
薬
又
は
爆
薬
の
停
滞
量
）
が
三
十

の
原
料
を
な
す
火
薬
又
は
爆
薬
の
停
滞
量
）
が
三
十

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
放
爆
式
構
造
又
は
準
放
爆
式
構

キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
放
爆
式
構
造
又
は
準
放
爆
式
構
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造
の
工
室
で
あ
つ
て
、
放
爆
面
の
方
向
に
第
三
十
一

造
の
工
室
で
あ
つ
て
、
放
爆
面
の
方
向
に
第
三
十
一

条
の
三
に
規
定
す
る
防
爆
壁
を
設
け
て
い
る
も
の
を

条
の
三
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定

除
く
。
）
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
は
、
第
三
十
一

め
る
基
準
に
よ
る
防
爆
壁
を
設
け
て
い
る
も
の
を
除

条
に
規
定
す
る
土
堤
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
実

く
。
）
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
は
、
第
三
十
一
条

包
、
空
包
若
し
く
は
推
進
的
爆
発
の
用
途
に
供
せ
ら

各
号
の
基
準
に
よ
る
土
堤
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し

れ
る
火
薬
で
あ
つ
て
ロ
ケ
ツ
ト
の
推
進
に
用
い
ら
れ

、
実
包
、
空
包
若
し
く
は
推
進
的
爆
発
の
用
途
に
供

る
も
の
を
保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ
て
そ

せ
ら
れ
る
火
薬
で
あ
つ
て
ロ
ケ
ツ
ト
の
推
進
に
用
い

の
構
造
が
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
基

ら
れ
る
も
の
を
保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ

準
に
比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
導
火
線
を

て
そ
の
構
造
が
第
二
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
が

る
基
準
に
比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も
の
又
は
導
火

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に
比
し
て
同
等
以
上

線
を
保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ
て
そ
の
構

で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
土
堤
を
省
略
し
、
放

造
が
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に
比
し
て
同
等

爆
式
構
造
若
し
く
は
準
放
爆
式
構
造
の
工
室
に
あ
つ

以
上
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
土
堤
を
省
略
し
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て
は
放
爆
面
以
外
の
方
向
の
土
堤
を
省
略
す
る
こ
と

、
放
爆
式
構
造
若
し
く
は
準
放
爆
式
構
造
の
工
室
に

が
で
き
る
。

あ
つ
て
は
放
爆
面
以
外
の
方
向
の
土
堤
を
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

七
の
二

煙
火
等
の
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
爆
発
の
危

七
の
二

煙
火
等
の
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
爆
発
の
危

険
の
あ
る
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
は
、
第
三

険
の
あ
る
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
は
、
第
三

十
一
条
に
規
定
す
る
土
堤
、
第
三
十
一
条
の
二
に
規

十
一
条
各
号
の
基
準
に
よ
る
土
堤
、
第
三
十
一
条
の

定
す
る
簡
易
土
堤
又
は
第
三
十
一
条
の
三
に
規
定
す

二
に
規
定
す
る
基
準
に
よ
る
簡
易
土
堤
又
は
第
三
十

る
防
爆
壁
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
が
ん
具
煙
火

一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で

貯
蔵
庫
に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ん
具
煙
火
を

定
め
る
基
準
に
よ
る
防
爆
壁
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ

保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
が

し
、
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き

第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に
比
し
て
同
等
以
上

る
が
ん
具
煙
火
を
保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ

で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
土
堤
、
簡
易
土
堤
又

つ
て
そ
の
構
造
が
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に

は
防
爆
壁
を
省
略
し
、
放
爆
式
構
造
又
は
準
放
爆
式

比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
土
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構
造
の
工
室
に
あ
つ
て
は
放
爆
面
以
外
の
方
向
の
土

堤
、
簡
易
土
堤
又
は
防
爆
壁
を
省
略
し
、
放
爆
式
構

堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
を
省
略
し
、
製
造
所
外

造
又
は
準
放
爆
式
構
造
の
工
室
に
あ
つ
て
は
放
爆
面

の
保
安
物
件
に
対
す
る
保
安
距
離
若
し
く
は
製
造
所

以
外
の
方
向
の
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
を
省

内
の
他
の
施
設
に
対
す
る
保
安
間
隔
が
第
四
号
の
規

略
し
、
製
造
所
外
の
保
安
物
件
に
対
す
る
保
安
距
離

定
に
よ
る
保
安
距
離
若
し
く
は
第
四
号
の
二
の
規
定

若
し
く
は
製
造
所
内
の
他
の
施
設
に
対
す
る
保
安
間

に
よ
る
保
安
間
隔
の
四
倍
以
上
の
危
険
工
室
又
は
火

隔
が
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
保
安
距
離
若
し
く
は
第

薬
類
一
時
置
場
に
あ
つ
て
は
当
該
方
向
の
土
堤
、
簡

四
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
保
安
間
隔
の
四
倍
以
上
の

易
土
堤
及
び
防
爆
壁
を
省
略
し
、
当
該
保
安
距
離
若

危
険
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
あ
つ
て
は
当
該

し
く
は
保
安
間
隔
が
二
倍
以
上
四
倍
未
満
の
危
険
工

方
向
の
土
堤
、
簡
易
土
堤
及
び
防
爆
壁
を
省
略
し
、

室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
あ
つ
て
は
防
火
壁
の
設

当
該
保
安
距
離
若
し
く
は
保
安
間
隔
が
二
倍
以
上
四

置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮
断
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

倍
未
満
の
危
険
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
に
あ
つ

る
こ
と
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
は
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
延
焼
を
遮
断
す
る
措
置

を
講
ず
る
こ
と
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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七
の
三

危
険
工
室
及
び
火
薬
又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（

七
の
三

危
険
工
室
及
び
火
薬
又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（

火
工
品
に
あ
つ
て
は
そ
の
原
料
を
な
す
火
薬
又
は
爆

火
工
品
に
あ
つ
て
は
そ
の
原
料
を
な
す
火
薬
又
は
爆

薬
の
停
滞
量
）
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
火
薬
類

薬
の
停
滞
量
）
が
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
火
薬
類

一
時
置
場
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
条
に
規
定
す
る
避

一
時
置
場
に
あ
つ
て
は
、
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り

雷
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
煙
火
等
の
製
造

経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
る
避
雷

所
に
お
け
る
危
険
工
室
及
び
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に

装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
煙
火
等
の
製
造
所

貯
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ん
具
煙
火
を
保
管
す
る

に
お
け
る
危
険
工
室
及
び
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫
に
貯

火
薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
が
第
二
十
九

蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ん
具
煙
火
を
保
管
す
る
火

条
に
規
定
す
る
基
準
に
比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も

薬
類
一
時
置
場
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
が
第
二
十
九
条

の
並
び
に
導
火
線
を
保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で

に
規
定
す
る
基
準
に
比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も
の

あ
つ
て
そ
の
構
造
が
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準

並
び
に
導
火
線
を
保
管
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
で
あ

に
比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

つ
て
そ
の
構
造
が
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
基
準
に

の
限
り
で
な
い
。

比
し
て
同
等
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
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限
り
で
な
い
。

八

［
略
］

八

［
略
］

九

発
火
の
危
険
の
あ
る
工
室
と
他
の
施
設
（
発
火
の

九

発
火
の
危
険
の
あ
る
工
室
と
他
の
施
設
（
発
火
の

危
険
の
あ
る
工
室
と
連
絡
す
る
渡
り
廊
下
の
あ
る
施

危
険
の
あ
る
工
室
と
連
絡
す
る
渡
り
廊
下
の
あ
る
施

設
並
び
に
煙
火
等
の
製
造
所
に
お
け
る
発
火
の
危
険

設
並
び
に
煙
火
等
の
製
造
所
に
お
け
る
発
火
の
危
険

の
あ
る
工
室
と
の
保
安
距
離
が
第
四
号
に
規
定
す
る

の
あ
る
工
室
と
の
保
安
距
離
が
第
四
号
に
規
定
す
る

保
安
距
離
の
二
倍
未
満
で
あ
る
製
造
所
外
の
保
安
物

保
安
距
離
の
二
倍
未
満
で
あ
る
製
造
所
外
の
保
安
物

件
及
び
発
火
の
危
険
の
あ
る
工
室
と
の
保
安
間
隔
が

件
及
び
発
火
の
危
険
の
あ
る
工
室
と
の
保
安
間
隔
が

第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
保
安
間
隔
の
二
倍
未
満
で

第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
保
安
間
隔
の
二
倍
未
満
で

あ
る
製
造
所
内
の
施
設
を
い
う
。
）
と
の
間
に
防
火

あ
る
製
造
所
内
の
施
設
を
い
う
。
）
と
の
間
に
防
火

壁
の
設
置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮
断
す
る
た
め
の
措
置

壁
の
設
置
そ
の
他
延
焼
を
遮
断
す
る
措
置
を
講
ず
る

を
講
ず
る
こ
と
。

こ
と
。

九
の
二

［
略
］

九
の
二

［
略
］
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九
の
三

無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
（

九
の
三

無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
（

火
工
品
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
無
煙
火
薬
を
存
置

火
工
品
の
原
料
と
し
て
使
用
す
る
無
煙
火
薬
を
存
置

す
る
火
薬
類
一
時
置
場
を
除
く
。
第
二
十
六
号
の
二

す
る
火
薬
類
一
時
置
場
を
除
く
。
以
下
第
十
一
号
の

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
当
該
無
煙
火
薬
の
分
解

二
、
第
十
四
号
の
二
及
び
第
二
十
六
号
の
二
に
お
い

及
び
発
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
並
び
に
当
該
無

て
同
じ
。
）
に
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め

煙
火
薬
が
発
火
し
た
と
き
に
爆
発
を
防
止
す
る
た
め

る
基
準
に
よ
る
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
を
設
け
る
こ

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

と
。

十

危
険
工
室
の
付
近
に
は
、
貯
水
池
、
貯
水
槽
、
消

十

危
険
工
室
の
付
近
に
は
、
貯
水
池
、
貯
水
槽
、
非

火
栓
等
の
消
火
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

常
栓
等
の
消
火
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

危
険
工
室
の
窓
及
び
扉
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

十
一

危
険
工
室
に
は
、
非
常
の
際
の
避
難
に
便
利
な

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

よ
う
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
窓
及
び
出
口
を
設
け
、

イ

危
険
工
室
の
窓
及
び
出
口
の
扉
は
、
非
常
の
際

そ
れ
ら
の
扉
は
外
開
き
と
し
、
そ
の
金
具
（
硝
安
油

に
容
易
に
避
難
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

剤
爆
薬
又
は
含
水
爆
薬
を
取
り
扱
う
危
険
工
室
の
扉
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ロ

危
険
工
室
の
窓
及
び
扉
に
用
い
る
金
具
は
、
摩

の
金
具
を
除
く
。
）
は
、
直
接
鉄
と
摩
擦
す
る
部
分

擦
に
よ
り
火
薬
類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
お
そ

に
は
、
銅
、
真
ち
ゆ
う
等
を
使
用
し
、
か
つ
、
直
射

れ
が
な
い
材
質
の
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

日
光
を
受
け
る
部
分
の
窓
ガ
ラ
ス
は
、
不
透
明
の
も

当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、

の
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又
は
ロ
の

こ
の
限
り
で
な
い
。

い
ず
れ
か
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

ハ

危
険
工
室
の
窓
に
は
、
直
射
日
光
に
よ
り
火
薬

又
は
ロ
に
定
め
る
も
の
を
外
開
き
と
し
な
い
こ
と
が

類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

で
き
る
。

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
危
害

イ

二
箇
所
以
上
の
適
切
な
数
の
出
口
を
設
け
た
場

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

合

窓
の
扉

で
な
い
。

ロ

積
雪
の
た
め
窓
又
は
出
口
の
扉
を
外
開
き
に
す

る
こ
と
が
非
常
の
際
の
避
難
に
不
便
な
場
合

窓

又
は
出
口
の
扉

［
削
る
］

十
一
の
二

無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
火
薬
類
一
時
置
場
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に
窓
を
設
け
る
場
合
に
は
、
暗
幕
そ
の
他
の
遮
光
の

た
め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

十
二

危
険
工
室
の
内
面
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に

十
二

危
険
工
室
の
内
面
は
、
土
砂
類
の
は
く
落
及
び

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

飛
散
を
防
ぐ
構
造
と
し
、
か
つ
、
床
面
に
は
鉄
類
を

イ

危
険
工
室
の
内
面
に
は
、
内
面
の
剥
離
及
び
内

表
さ
な
い
こ
と
。

面
の
一
部
が
火
薬
類
に
混
入
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ

危
険
工
室
の
内
面
に
は
、
飛
散
し
た
火
薬
類
の

浸
透
又
は
浸
入
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
及
び
飛

散
し
た
火
薬
類
を
容
易
に
除
去
で
き
る
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
薬
類
が
飛
散
す
る
お
そ

れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

危
険
工
室
の
床
面
に
は
、
火
薬
類
が
落
下
す
る
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こ
と
に
よ
り
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火

薬
類
が
床
面
に
こ
ぼ
れ
若
し
く
は
落
下
す
る
お
そ

れ
が
な
い
と
き
又
は
火
薬
類
が
落
下
す
る
こ
と
に

よ
り
爆
発
し
若
し
く
は
発
火
す
る
お
そ
れ
が
な
い

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

危
険
工
室
の
床
面
に
は
、
鉄
類
を
表
さ
な
い
こ

と
。

十
三

削
除

十
三

危
険
工
室
の
床
面
は
、
次
の
イ
及
び
ロ
に
適
合

す
る
こ
と
。

イ

鉛
板
、
ゴ
ム
板
、
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト
等
の
軟
質

材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
電
気
雷
管
の

製
造
所
又
は
煙
火
等
の
製
造
所
に
あ
っ
て
は
、
床
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材
と
し
て
木
板
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た

、
次
の

又
は

の
い
ず
れ
か
の
危
険
工
室
に
あ

（１）

（２）

っ
て
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
モ
ル
タ
ル
仕
上
げ

又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
塗
装
仕
上
げ
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

製
造
設
備
の
構
造
上
、
火
薬
類
が
設
備
外
に

（１）
こ
ぼ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
床
面
に
落
下
又
は
飛

散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
危
険
工
室

取
り
扱
わ
れ
る
火
薬
類
の
種
類
若
し
く
は
状

（２）
態
又
は
危
険
工
室
の
床
面
の
状
態
に
か
ん
が
み

、
当
該
火
薬
類
が
、
床
面
へ
の
落
下
等
に
よ
り

床
面
と
の
衝
撃
又
は
摩
擦
（
危
険
工
室
内
で
起

こ
り
得
る
も
の
を
い
う
。
）
を
生
じ
さ
せ
た
場
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合
で
あ
っ
て
も
、
爆
発
又
は
発
火
の
お
そ
れ
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
危
険
工
室

ロ

火
薬
類
が
浸
透
し
、
又
は
そ
の
粉
末
が
浸
入
し

な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
四

危
険
工
室
内
に
は
、
原
動
機
及
び
温
湿
度
調
整

十
四

危
険
工
室
内
に
は
、
原
動
機
及
び
温
湿
度
調
整

装
置
を
据
付
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
火
薬
類
の
爆

装
置
を
据
付
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
爆
発
又
は
発

発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ

火
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り

の
限
り
で
な
い
。

で
な
い
。

［
削
る
］

十
四
の
二

無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
火
薬
類
一
時
置
場

に
は
、
床
面
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
に
温
湿

度
記
録
計
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
当
該
火
薬
類
一

時
置
場
内
の
温
度
を
四
十
度
以
下
に
保
ち
、
か
つ
、

相
対
湿
度
を
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
に
保
つ
こ
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と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
温
湿
度
調
整
装
置
を
設

置
す
る
と
き
は
、
当
該
火
薬
類
一
時
置
場
の
構
造
及

び
当
該
無
煙
火
薬
の
種
類
に
応
じ
て
、
防
爆
性
能
を

有
す
る
構
造
の
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

十
五

危
険
工
室
内
に
据
付
け
又
は
備
え
付
け
る
機
械

十
五

危
険
工
室
内
に
据
付
け
又
は
備
え
付
け
る
機
械

、
器
具
又
は
容
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め

、
器
具
又
は
容
器
は
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い
部
分

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

の
ほ
か
、
鉄
と
鉄
と
の
摩
擦
の
な
い
も
の
を
使
用
し

イ

摩
擦
に
よ
り
火
薬
類
が
爆
発
し
又
は
発
火
し
な

、
す
べ
て
の
摩
擦
部
に
は
、
十
分
に
滑
剤
を
塗
布
し

い
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
危
害
が
発

、
か
つ
、
動
揺
、
脱
落
、
腐
し
よ
く
又
は
火
薬
類
の

生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

粉
末
の
付
着
若
し
く
は
浸
入
を
防
ぐ
構
造
と
す
る
こ

い
。

と
。

ロ

振
動
又
は
衝
撃
に
よ
り
火
薬
類
が
爆
発
し
又
は

発
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
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危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

ハ

腐
食
に
よ
り
火
薬
類
が
変
質
し
又
は
爆
発
し
若

し
く
は
発
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し

、
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

火
薬
類
の
付
着
、
浸
透
又
は
浸
入
に
よ
り
火
薬

類
が
爆
発
し
又
は
発
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が

な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
六

危
険
工
室
内
に
暖
房
設
備
を
設
け
る
場
合
は
、

十
六

危
険
工
室
内
の
暖
房
装
置
に
は
、
蒸
気
、
熱
気

火
薬
類
の
爆
発
又
は
発
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

又
は
温
水
の
ほ
か
は
使
用
せ
ず
、
か
つ
、
燃
焼
し
や

を
講
ず
る
と
と
も
に
、
燃
焼
し
や
す
い
物
と
隔
離
す

す
い
物
と
隔
離
し
、
そ
の
熱
面
に
火
薬
類
の
粉
末
又
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る
こ
と
。

は
塵
あ
い
の
付
着
を
避
け
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
七

危
険
工
室
内
に
お
け
る
パ
ラ
フ
ィ
ン
槽
に
は
、

十
七

危
険
工
室
内
に
お
け
る
パ
ラ
フ
ィ
ン
槽
に
は
、

パ
ラ
フ
ィ
ン
の
過
熱
に
よ
る
火
薬
類
の
爆
発
又
は
発

槽
内
の
い
ず
れ
の
部
分
も
摂
氏
百
二
十
度
を
超
え
な

火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

い
よ
う
に
温
度
測
定
装
置
を
備
え
た
安
全
装
置
を
付

け
る
こ
と
。

十
八

危
険
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
を
照
明
す
る

十
八

危
険
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
を
照
明
す
る

設
備
に
は
、
漏
電
、
可
燃
性
ガ
ス
、
粉
じ
ん
等
に
よ

設
備
は
、
漏
電
、
可
燃
性
ガ
ス
、
粉
じ
ん
等
に
対
し

り
火
薬
類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防
止
す

て
安
全
な
防
護
装
置
を
設
け
た
電
灯
及
び
電
気
配
線

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
危

又
は
工
室
内
と
完
全
に
隔
離
し
た
電
灯
及
び
電
気
配

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

線
と
す
る
こ
と
。

で
な
い
。

十
九

［
略
］

十
九

［
略
］

二
十

危
険
工
室
等
に
は
、
内
部
又
は
外
部
の
見
や
す

二
十

危
険
工
室
等
に
は
、
内
部
又
は
外
部
の
見
や
す
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い
場
所
に
、
火
薬
類
の
種
類
及
び
停
滞
量
、
同
時
に

い
場
所
に
掲
示
板
を
設
け
、
火
薬
類
の
種
類
及
び
停

存
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
火
薬
類
の
原
料
の
種
類
及

滞
量
、
同
時
に
存
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
火
薬
類
の

び
最
大
数
量
、
定
員
、
注
意
事
項
そ
の
他
必
要
な
事

原
料
の
種
類
及
び
最
大
数
量
、
定
員
、
取
扱
心
得
そ

項
を
掲
示
す
る
こ
と
。

の
他
必
要
な
事
項
を
明
記
す
る
こ
と
。

二
十
一

［
略
］

二
十
一

［
略
］

［
削
る
］

二
十
二

火
薬
類
の
飛
散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工
室
の

天
井
及
び
内
壁
は
、
隙
間
の
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ

、
水
洗
に
耐
え
表
面
が
滑
ら
か
に
な
る
よ
う
な
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
二

火
薬
類
及
び
そ
の
原
料
の
粉
じ
ん
が
飛
散
す

二
十
二
の
二

火
薬
類
及
び
そ
の
原
料
の
粉
じ
ん
が
飛

る
お
そ
れ
が
あ
る
設
備
に
は
、
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防

散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
に
は
、
粉
じ
ん
の
飛
散

ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

を
防
ぐ
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
二
の
二

硝
化
設
備
、
乾
燥
設
備
そ
の
他
特
に
温

二
十
二
の
三

硝
化
設
備
、
乾
燥
設
備
そ
の
他
特
に
温
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度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
に
は
、
火
薬
類
の
温
度
変

度
の
変
化
が
起
こ
る
設
備
に
は
、
温
度
測
定
装
置
を

化
に
よ
る
爆
発
又
は
発
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

設
け
る
こ
と
。

を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
二
の
三

火
薬
類
又
は
そ
の
原
料
を
加
圧
す
る
設

二
十
二
の
四

火
薬
類
を
加
圧
す
る
設
備
に
は
、
安
全

備
に
は
、
火
薬
類
又
は
そ
の
原
料
を
過
度
に
加
圧
す

装
置
を
設
け
る
こ
と
。

る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ

し
、
当
該
火
薬
類
又
は
そ
の
原
料
が
、
加
圧
に
よ
り

爆
発
し
又
は
発
火
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

二
十
二
の
四

危
険
工
室
に
は
、
静
電
気
に
よ
り
火
薬

二
十
二
の
五

火
薬
類
の
製
造
中
に
静
電
気
を
発
生
し

類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め

、
爆
発
又
は
発
火
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設
備
に
は
、

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
危
害
が
発

静
電
気
を
有
効
に
除
去
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
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い
。

［
削
る
］

二
十
二
の
五
の
二

雷
薬
又
は
滝
剤
の
配
合
及
び
て
ん

薬
を
行
う
危
険
工
室
の
床
及
び
作
業
台
に
は
、
導
電

性
マ
ッ
ト
を
敷
設
し
、
か
つ
、
接
地
す
る
こ
と
。

［
削
る
］

二
十
二
の
六

静
電
気
に
よ
り
爆
発
又
は
発
火
す
る
お

そ
れ
の
あ
る
火
薬
類
を
取
り
扱
う
危
険
工
室
等
に
は

、
身
体
に
帯
電
し
た
静
電
気
を
除
去
す
る
た
め
の
設

備
を
当
該
工
室
の
入
口
に
設
け
る
こ
と
。

二
十
三

工
室
に
は
、
可
燃
性
ガ
ス
又
は
有
毒
ガ
ス
の

二
十
三

可
燃
性
ガ
ス
又
は
有
毒
ガ
ス
の
発
散
す
る
お

排
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
ガ

そ
れ
の
あ
る
工
室
に
は
、
ガ
ス
の
排
気
装
置
を
設
け

ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り

る
こ
と
。

で
な
い
。

二
十
三
の
二

火
薬
類
の
乾
燥
を
行
う
製
造
所
に
あ
つ

二
十
三
の
二

火
薬
類
の
乾
燥
を
行
う
製
造
所
に
あ
つ
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て
は
、
乾
燥
中
に
火
薬
類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る

て
は
、
火
薬
類
を
乾
燥
す
る
工
室
を
設
け
る
こ
と
。

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
火
薬
類
を
乾
燥
す
る
工
室

た
だ
し
、
導
火
線
の
製
造
所
又
は
煙
火
等
の
製
造
所

を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
導
火
線
の
製
造
所
又
は

に
あ
つ
て
は
、
日
乾
場
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ

煙
火
等
の
製
造
所
に
あ
つ
て
は
、
日
乾
場
を
も
つ
て

と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
十
四

火
薬
類
を
乾
燥
す
る
工
室
内
の
加
温
装
置
に

二
十
四

火
薬
類
を
乾
燥
す
る
工
室
内
の
加
温
装
置
は

は
、
乾
燥
中
の
火
薬
類
が
爆
発
し
又
は
発
火
し
な
い

、
乾
燥
中
の
火
薬
類
と
隔
離
し
て
設
置
す
る
こ
と
。

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

た
だ
し
、
温
水
加
温
装
置
で
そ
の
温
度
が
乾
燥
温
度

と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二
十
四
の
二

日
乾
場
の
乾
燥
台
に
は
、
火
薬
類
の
落

二
十
四
の
二

日
乾
場
の
乾
燥
台
は
、
ほ
ぼ
六
十
セ
ン

下
に
よ
る
爆
発
又
は
発
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

チ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
と
す
る
こ
と
。

及
び
火
薬
類
へ
の
砂
じ
ん
等
の
混
入
を
防
止
す
る
た
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め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
四
の
三

日
乾
場
は
、
そ
の
他
の
施
設
に
対
す
る

二
十
四
の
三

日
乾
場
は
、
そ
の
他
の
施
設
に
対
す
る

距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
は
、
そ
の
施

距
離
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
は
、
そ
の
施

設
と
の
間
に
、
爆
発
の
危
険
の
あ
る
日
乾
場
に
あ
つ

設
と
の
間
に
、
爆
発
の
危
険
の
あ
る
日
乾
場
に
あ
つ

て
は
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
簡
易
土
堤
（
た

て
は
第
三
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
基
準
（
た
だ
し

だ
し
、
高
さ
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
）
又
は
第
三

、
高
さ
は
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
）
に
よ
る
簡
易
土

十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
防
爆
壁
を
設
け
、
発
火
の

堤
又
は
第
三
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業

危
険
の
あ
る
日
乾
場
に
あ
つ
て
は
防
火
壁
の
設
置
そ

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
る
防
爆
壁
を
設
け

の
他
の
延
焼
を
遮
断
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

、
発
火
の
危
険
の
あ
る
日
乾
場
に
あ
つ
て
は
防
火
壁

と
。

の
設
置
そ
の
他
延
焼
を
遮
断
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

二
十
四
の
四

日
乾
場
に
は
、
火
薬
類
を
放
冷
す
る
た

二
十
四
の
四

日
乾
場
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
日
乾
作

め
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
日
乾
作
業
終

業
終
了
後
火
薬
類
を
放
冷
す
る
た
め
の
設
備
を
設
け
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了
後
火
薬
類
を
放
冷
す
る
必
要
が
な
い
と
き
は
、
こ

る
こ
と
。

の
限
り
で
な
い
。

二
十
四
の
五

星
打
ち
場
又
は
星
掛
け
場
に
は
、
日
光

［
新
設
］

の
直
射
を
防
ぐ
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
十
五

爆
発
試
験
場
、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場

二
十
五

爆
発
試
験
場
、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場

又
は
廃
薬
焼
却
場
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め

又
は
廃
薬
焼
却
場
は
、
危
険
区
域
内
に
設
け
、
で
き

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

る
だ
け
土
堤
、
防
爆
壁
又
は
防
火
壁
を
設
け
、
か
つ

イ

危
険
区
域
内
に
設
け
る
こ
と
。

、
そ
の
周
囲
の
樹
木
、
雑
草
等
は
常
に
伐
採
し
て
お

ロ

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
土
堤
若
し
く
は
第
三

く
こ
と
。

十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
防
爆
壁
を
設
置
す
る
こ

と
又
は
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮
断
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
薬

類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
の
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施
設
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

周
囲
の
火
災
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

二
十
六

火
薬
類
又
は
そ
の
原
料
を
運
搬
す
る
容
器
は

二
十
六

火
薬
類
又
は
そ
の
原
料
を
運
搬
す
る
容
器
は

、
で
き
る
だ
け
緻
密
軟
質
で
当
該
火
薬
類
又
は
そ
の

、
で
き
る
だ
け
ち
密
軟
質
で
収
容
物
と
化
学
作
用
を

原
料
と
化
学
作
用
を
起
こ
さ
な
い
材
料
を
使
用
し
、

起
こ
さ
な
い
材
料
を
使
用
し
、
か
つ
、
確
実
に
ふ
た

か
つ
、
確
実
に
蓋
の
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

の
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
十
六
の
二

［
略
］

二
十
六
の
二

［
略
］

二
十
七

危
険
区
域
内
で
火
薬
類
を
運
搬
す
る
運
搬
車

二
十
七

危
険
区
域
内
で
火
薬
類
を
運
搬
す
る
運
搬
車

は
、
運
搬
す
る
火
薬
類
そ
の
他
周
囲
の
火
薬
類
の
爆

は
、
手
押
し
車
、
蓄
電
池
車
又
は
デ
イ
ー
ゼ
ル
車
と

発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る

し
、
手
押
し
車
に
あ
つ
て
は
火
薬
類
に
摩
擦
及
び
衝

こ
と
。

動
を
与
え
な
い
よ
う
な
構
造
と
し
、
蓄
電
池
車
又
は
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デ
イ
ー
ゼ
ル
車
に
あ
つ
て
は
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
基
準
に
よ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

二
十
八

火
薬
類
の
運
搬
通
路
の
路
面
及
び
勾
配
は
、

二
十
八

火
薬
類
の
運
搬
通
路
の
路
面
は
平
た
ん
に
し

火
薬
類
を
安
全
に
運
搬
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
地
形
上
や
む
を
得
な
い
場
合
の
ほ
か
は
、
こ
う
配

は
、
五
十
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
。

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
不
発
弾

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
不
発
弾

等
の
解
撤
作
業
を
行
う
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
七
条

等
の
解
撤
作
業
を
行
う
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
七
条

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
施
設
の
構
造
、
位
置
及
び

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
施
設
の
構
造
、
位
置
及
び

設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号

設
備
の
技
術
上
の
基
準
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

ま
で
、
第
五
号
、
第
七
号
、
第
七
号
の
三
、
第
九
号
、

の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
号
の
二
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四

号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
の
三
か
ら
第

二
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
及
び
第
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二
十
八
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

五

削
除

五

不
発
弾
等
解
撤
工
室
（
鋼
製
チ
ャ
ン
バ
を
除
く
。

）
の
内
面
は
、
土
砂
類
の
は
く
落
及
び
飛
散
を
防
ぐ

構
造
と
し
、
か
つ
、
床
面
に
は
鉄
類
を
表
さ
な
い
こ

と
。

六

削
除

六

不
発
弾
等
解
撤
工
室
（
鋼
製
チ
ャ
ン
バ
を
除
く
。

）
の
床
面
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ

鉛
板
、
ゴ
ム
板
、
ビ
ニ
ル
床
シ
ー
ト
等
の
軟
質

材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の

又
は

（１）

の
い
ず
れ
か
の
不
発
弾
等
解
撤
工
室
は
、
コ
ン

（２）ク
リ
ー
ト
打
ち
モ
ル
タ
ル
仕
上
げ
又
は
コ
ン
ク
リ
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ー
ト
打
ち
塗
装
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

解
撤
設
備
の
構
造
上
、
不
発
弾
等
の
解
撤
に

（１）
よ
り
生
じ
る
火
薬
類
が
設
備
外
に
こ
ぼ
れ
る
こ

と
が
な
く
、
床
面
に
落
下
又
は
飛
散
す
る
お
そ

れ
が
な
い
も
の

取
り
扱
わ
れ
る
不
発
弾
等
の
種
類
若
し
く
は

（２）
状
態
又
は
不
発
弾
等
解
撤
工
室
の
床
面
の
状
態

に
か
ん
が
み
、
当
該
不
発
弾
等
が
、
床
面
へ
の

落
下
等
に
よ
り
床
面
と
の
衝
撃
又
は
摩
擦
（
不

発
弾
等
解
撤
工
室
内
で
起
こ
り
得
る
も
の
を
い

う
。
）
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
爆

発
又
は
発
火
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る

も
の
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ロ

不
発
弾
等
の
解
撤
に
よ
り
生
じ
る
火
薬
類
が
浸

透
し
、
又
は
そ
の
粉
末
が
浸
入
し
な
い
よ
う
な
措

置
を
講
ず
る
こ
と
。

七

［
略
］

七

［
略
］

八

解
撤
設
備
は
、
遠
隔
操
作
に
よ
る
設
備
と
す
る
よ

八

解
撤
設
備
は
、
で
き
る
だ
け
遠
隔
操
作
に
よ
る
設

う
努
め
る
こ
と
。

備
と
す
る
こ
と
。

九

解
撤
作
業
中
に
は
、
不
発
弾
等
の
温
度
上
昇
を
防

九

解
撤
作
業
中
に
そ
の
温
度
が
上
昇
し
、
爆
発
又
は

止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
温

発
火
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
不
発
弾
等
を
取
り
扱
う
設

度
上
昇
に
よ
り
不
発
弾
等
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る

備
に
は
、
温
度
上
昇
を
防
止
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ

お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

と
。

十

［
略
］

十

［
略
］

十
一

不
発
弾
等
廃
薬
処
理
場
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま

十
一

不
発
弾
等
廃
薬
処
理
場
は
、
危
険
区
域
内
に
設

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

け
、
で
き
る
だ
け
土
堤
、
防
爆
壁
又
は
防
火
壁
を
設
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イ

危
険
区
域
内
に
設
け
る
こ
と
。

け
、
か
つ
、
そ
の
周
囲
の
樹
木
、
雑
草
等
は
常
に
伐

ロ

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
土
堤
若
し
く
は
第
三

採
し
て
お
く
こ
と
。

十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
防
爆
壁
を
設
置
す
る
こ

と
又
は
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮
断
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
薬

類
が
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
の

施
設
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

ハ

周
囲
の
火
災
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
九
号
の
三
か

３

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
九
号
の
三
か

ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
四
号
の
四

ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
四
号
の
二
か
ら
第
二
十
二
号

ま
で
及
び
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
並
び
に

の
四
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
の
五
の
二
か
ら
第
二
十
八
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前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
十
一
号
に
規
定

号
ま
で
並
び
に
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六

す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
土
地
の
状

号
及
び
第
十
一
号
に
規
定
す
る
基
準
に
つ
い
て
は
、
経

況
そ
の
他
の
関
係
に
よ
り
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認

済
産
業
大
臣
が
土
地
の
状
況
そ
の
他
の
関
係
に
よ
り
危

め
た
場
合
に
限
り
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

険
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
場
合
に
限
り
、
当
該
規

程
度
に
応
じ
て
認
め
た
も
の
を
も
つ
て
基
準
と
す
る
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
認
め
た
も
の

を
も
つ
て
基
準
と
す
る
。

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条
の
二

［
略
］

第
四
条
の
二

［
略
］

一

製
造
所
内
の
見
や
す
い
場
所
に
火
薬
類
の
製
造
所

一

製
造
所
内
の
見
や
す
い
場
所
に
火
薬
類
の
製
造
所

で
あ
る
旨
の
標
識
を
掲
げ
、
か
つ
、
爆
発
又
は
発
火

で
あ
る
旨
の
標
識
を
掲
げ
、
か
つ
、
爆
発
又
は
発
火

に
関
し
必
要
な
事
項
を
掲
示
し
、
製
造
所
内
は
、
移

に
関
し
必
要
な
事
項
を
明
記
し
た
掲
示
板
を
設
け
、

動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

製
造
所
内
は
、
移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝

系
爆
薬
を
製
造
（
原
料
を
混
合
し
て
火
薬
類
を
製
造

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
（
原
料
を
混
合
し



- 35 -

し
、
そ
の
火
薬
類
を
移
動
式
製
造
設
備
等
に
収
納
す

て
火
薬
類
を
製
造
し
、
そ
の
火
薬
類
を
移
動
式
製
造

る
こ
と
又
は
原
料
を
混
合
し
て
火
薬
類
を
製
造
し
、

設
備
等
に
収
納
す
る
こ
と
又
は
原
料
を
混
合
し
て
火

そ
の
火
薬
類
を
発
破
孔
に
装
塡
す
る
こ
と
を
い
う
。

薬
類
を
製
造
し
、
そ
の
火
薬
類
を
発
破
孔
に
装
て
ん

以
下
こ
の
条
、
第
五
条
の
二
、
第
五
十
一
条
及
び
第

す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
第
五
条
の
二
、

五
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
す
る
区
域
（
以
下
「

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

移
動
区
域
」
と
い
う
。
）
を
明
瞭
に
定
め
、
移
動
区

す
る
区
域
（
以
下
「
移
動
区
域
」
と
い
う
。
）
を
明

域
の
周
囲
に
は
、
見
や
す
い
場
所
に
警
戒
札
を
掲
示

瞭
に
定
め
、
移
動
区
域
の
周
囲
に
は
、
で
き
る
だ
け

す
る
こ
と
。

境
界
さ
く
を
設
け
、
見
や
す
い
場
所
に
警
戒
札
を
建

て
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
略
］

三

移
動
区
域
の
境
界
が
森
林
内
に
設
け
ら
れ
た
場
合

三

第
一
号
の
境
界
さ
く
が
森
林
内
に
設
け
ら
れ
た
場

に
は
、
火
災
に
よ
る
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

合
に
は
、
そ
の
境
界
さ
く
に
沿
い
幅
二
メ
ー
ト
ル
以

を
講
ず
る
こ
と
。

上
の
防
火
の
た
め
の
空
地
を
設
け
る
こ
と
。
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四

建
築
物
内
で
移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝

四

建
築
物
内
で
移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
を
設
け
る
こ
と
。
こ
の
場

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
を
設
け
る
こ
と
。

合
に
お
い
て
、
移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
の
構
造
、

位
置
及
び
設
備
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前

条
第
一
項
第
七
号
の
三
、
第
八
号
、
第
十
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
及
び

第
十
八
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す

る
。

五

［
略
］

五

［
略
］

六

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
（
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

六

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
（
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又

ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
移
動
式
製
造
設
備
（
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系

は
移
動
式
製
造
設
備
（
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
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爆
薬
を
製
造
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
製
造

爆
薬
を
製
造
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
製
造

所
内
の
他
の
施
設
及
び
発
破
場
所
（
当
該
移
動
式
製

所
内
の
他
の
施
設
及
び
発
破
場
所
（
当
該
移
動
式
製

造
設
備
で
製
造
し
た
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆

造
設
備
で
製
造
し
た
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆

薬
を
使
用
し
て
い
る
発
破
場
所
を
除
く
。
）
に
対
し

薬
を
使
用
し
て
い
る
発
破
場
所
を
除
く
。
）
に
対
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
危
険
間
隔
を
と

て
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
危
険
間
隔
を
と

る
こ
と
と
し
、
移
動
式
製
造
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ

る
こ
と
と
し
、
移
動
式
製
造
設
備
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
危
険
間
隔
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
措
置
を
講
ず

の
危
険
間
隔
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

る
こ
と
。

七
・
八

［
略
］

七
・
八

［
略
］

九

削
除

九

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
を
設
け
る
場
合
に
は
、

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で

定
め
る
基
準
に
よ
る
避
雷
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

十

削
除

十

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
は
、
別
棟
と
し
、
か
つ
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、
耐
火
性
構
造
と
す
る
こ
と
。

十
一

移
動
式
製
造
設
備
に
は
、
自
動
消
火
設
備
、
消

十
一

移
動
式
製
造
設
備
は
、
で
き
る
だ
け
耐
火
性
構

火
器
等
の
消
火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

造
と
し
、
か
つ
、
自
動
消
火
設
備
、
消
火
器
等
の
消

火
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

十
二

削
除

十
二

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
の
付
近
に
は
、
貯
水

池
、
貯
水
槽
、
非
常
栓
等
の
消
火
の
設
備
を
設
け
る

こ
と
。

十
三

削
除

十
三

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
に
は
、
非
常
の
際
の

避
難
に
便
利
な
よ
う
に
で
き
る
だ
け
多
く
の
窓
及
び

出
口
を
設
け
、
そ
れ
ら
の
扉
は
外
開
き
と
し
、
か
つ

、
直
射
日
光
を
受
け
る
部
分
の
窓
ガ
ラ
ス
は
、
不
透

明
の
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
イ
又

は
ロ
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
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当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
も
の
を
外
開
き
と
し
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

イ

二
箇
所
以
上
の
適
切
な
数
の
出
口
を
設
け
た
場

合

窓
の
扉

ロ

積
雪
の
た
め
窓
又
は
出
口
の
扉
を
外
開
き
に
す

る
こ
と
が
非
常
の
際
の
避
難
に
不
便
な
場
合

窓

又
は
出
口
の
扉

十
四

削
除

十
四

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
の
内
面
は
、
土
砂
類

の
は
く
落
及
び
飛
散
を
防
ぐ
構
造
と
し
、
か
つ
、
床

面
に
は
鉄
類
を
表
さ
な
い
こ
と
。

十
五

移
動
式
製
造
設
備
は
、
土
砂
類
の
浸
入
を
防
ぐ

十
五

移
動
式
製
造
設
備
は
、
土
砂
類
の
浸
入
を
防
ぐ

構
造
と
し
、
か
つ
、
原
料
又
は
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

構
造
と
し
、
か
つ
、
原
料
又
は
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
系
爆
薬
と
直
接
触
れ
る
部
分
は
、
さ
び
に
く
い

ウ
ム
系
爆
薬
と
直
接
触
れ
る
部
分
は
、
で
き
る
だ
け
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材
料
を
使
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

さ
び
に
く
い
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
。

十
六

削
除

十
六

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
の
床
面
は
、
特
定
硝

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が
浸
透
し
、
又
は
浸
入
し

な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
七

削
除

十
七

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
に
は
、
原
動
機
を
据

付
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ

す
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
八

移
動
式
製
造
設
備
の
移
動
は
、
製
造
し
及
び
運

十
八

移
動
式
製
造
設
備
の
移
動
は
、
経
済
産
業
大
臣

搬
す
る
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
並
び
に
周

が
告
示
で
定
め
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
に
よ
る
こ
と
と
し

囲
の
火
薬
類
の
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が

、
製
造
の
た
め
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
動
力
を
使
用
す
る

な
い
構
造
の
車
両
に
よ
る
こ
と
と
し
、
製
造
の
た
め

場
合
に
は
、
移
動
と
製
造
と
が
同
時
に
で
き
な
い
構

に
車
両
の
動
力
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
移
動
と
製

造
と
し
、
製
造
の
た
め
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
動
力
を
使

造
と
が
同
時
に
で
き
な
い
構
造
と
し
、
製
造
の
た
め

用
し
な
い
場
合
に
は
、
製
造
の
た
め
の
動
力
は
、
爆
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に
車
両
の
動
力
を
使
用
し
な
い
場
合
に
は
、
製
造
の

発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る

た
め
の
動
力
は
、
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

こ
と
。

の
爆
発
又
は
発
火
を
起
こ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
。

十
九

移
動
式
製
造
設
備
に
据
付
け
又
は
備
え
付
け
る

十
九

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造
設

機
械
、
器
具
又
は
容
器
は
、
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に

備
に
据
付
け
又
は
備
え
付
け
る
機
械
、
器
具
又
は
容

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

器
は
、
振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
変
形
し
な
い
構
造
と

イ

摩
擦
に
よ
り
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

し
、
作
業
上
や
む
を
得
な
い
部
分
の
ほ
か
、
鉄
と
鉄

が
爆
発
し
又
は
発
火
し
な
い
構
造
と
す
る
こ
と
。

と
の
摩
擦
の
な
い
も
の
を
使
用
し
、
す
べ
て
の
摩
擦

ロ

振
動
又
は
衝
撃
に
よ
り
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

部
に
は
、
十
分
に
滑
剤
を
塗
布
し
、
か
つ
、
動
揺
、

ム
系
爆
薬
が
爆
発
し
又
は
発
火
し
な
い
構
造
と
す

脱
落
、
腐
し
よ
く
又
は
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系

る
こ
と
。

爆
薬
の
付
着
、
浸
透
若
し
く
は
浸
入
を
防
ぐ
構
造
と

ハ

腐
食
に
よ
り
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

す
る
こ
と
。
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が
変
質
し
又
は
爆
発
し
若
し
く
は
発
火
し
な
い
構

造
と
す
る
こ
と
。

ニ

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
付
着
、
浸

透
又
は
浸
入
に
よ
り
爆
発
し
又
は
発
火
し
な
い
構

造
と
す
る
こ
と
。

ホ

振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
変
形
し
な
い
構
造
と
す

る
こ
と
。

二
十

削
除

二
十

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造
設

備
の
暖
房
装
置
に
は
、
蒸
気
、
熱
気
又
は
温
水
の
ほ

か
は
使
用
せ
ず
、
か
つ
、
燃
焼
し
や
す
い
物
と
隔
離

し
、
そ
の
熱
面
に
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

又
は
塵
あ
い
の
付
着
を
避
け
る
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。
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二
十
一

移
動
式
製
造
設
備
を
照
明
す
る
設
備
は
、
漏

二
十
一

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造

電
、
可
燃
性
ガ
ス
、
粉
じ
ん
等
に
対
し
て
安
全
な
防

設
備
を
照
明
す
る
設
備
は
、
漏
電
、
可
燃
性
ガ
ス
、

護
措
置
を
設
け
た
電
灯
及
び
電
気
配
線
又
は
移
動
式

粉
じ
ん
等
に
対
し
て
安
全
な
防
護
措
置
を
設
け
た
電

製
造
設
備
と
完
全
に
隔
離
し
た
電
灯
及
び
電
気
配
線

灯
及
び
電
気
配
線
又
は
移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
と

と
す
る
こ
と
。

完
全
に
隔
離
し
た
電
灯
及
び
電
気
配
線
と
す
る
こ

と
。

二
十
二

移
動
式
製
造
設
備
（
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

二
十
二

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造

ム
系
爆
薬
を
製
造
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
機

設
備
（
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
し

械
設
備
の
金
属
部
は
、
接
地
し
て
お
く
こ
と
。

て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
機
械
設
備
の
金
属
部
は

、
接
地
し
て
お
く
こ
と
。

二
十
三

移
動
式
製
造
設
備
又
は
廃
薬
焼
却
場
に
は
、

二
十
三

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
、
移
動
式
製
造
設

内
部
又
は
外
部
の
見
や
す
い
場
所
に
、
特
定
硝
酸
ア

備
又
は
廃
薬
焼
却
場
に
は
、
内
部
又
は
外
部
の
見
や

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
停
滞
量
、
同
時
に
存
置
す
る

す
い
場
所
に
掲
示
板
を
設
け
、
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
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こ
と
が
で
き
る
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の

ウ
ム
系
爆
薬
の
停
滞
量
、
同
時
に
存
置
す
る
こ
と
が

原
料
の
種
類
及
び
最
大
数
量
、
定
員
、
注
意
事
項
そ

で
き
る
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
原
料
の

の
他
必
要
な
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
。

種
類
及
び
最
大
数
量
、
定
員
、
取
扱
心
得
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
明
記
す
る
こ
と
。

二
十
四

削
除

二
十
四

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
に
面
し
て
設
置
さ

れ
た
普
通
木
造
建
築
物
に
は
、
耐
火
的
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

二
十
五

削
除

二
十
五

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
の
天
井
及
び
内
壁

は
、
隙
間
の
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
水
洗
に
耐
え

表
面
が
滑
ら
か
に
な
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ

と
。

二
十
六

移
動
式
製
造
設
備
に
は
、
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

二
十
六

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
及
び
そ
の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛
散
を

設
備
に
は
、
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
及
び
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防
ぐ
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

そ
の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛
散
を
防
ぐ
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。

二
十
七

移
動
式
製
造
設
備
に
は
、
静
電
気
を
有
効
に

二
十
七

移
動
式
製
造
設
備
に
は
、
静
電
気
を
有
効
に

除
去
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

除
去
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二
十
八

［
略
］

二
十
八

［
略
］

二
十
九

移
動
式
製
造
設
備
で
、
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

二
十
九

移
動
式
製
造
設
備
で
、
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
系
爆
薬
と
直
接
触
れ
る
回
転
部
は
、
摩
擦
に
よ

ウ
ム
系
爆
薬
と
直
接
触
れ
る
回
転
部
は
内
壁
と
接
触

り
当
該
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が
爆
発
し

し
な
い
よ
う
間
隙
を
と
る
こ
と
。

又
は
発
火
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

三
十

移
動
式
製
造
設
備
に
備
え
付
け
る
収
納
又
は
装

三
十

移
動
式
製
造
設
備
に
備
え
付
け
る
収
納
又
は
装

塡
す
る
た
め
の
ホ
ー
ス
は
十
分
な
強
度
を
有
し
、
摩

て
ん
す
る
た
め
の
ホ
ー
ス
は
十
分
な
強
度
を
有
し
、

擦
、
衝
撃
及
び
静
電
気
に
対
し
て
安
全
な
措
置
を
講

摩
擦
、
衝
撃
及
び
静
電
気
に
対
し
て
安
全
な
措
置
を
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ず
る
こ
と
。

講
ず
る
こ
と
。

三
十
一

移
動
式
製
造
設
備
の
う
ち
、
特
定
硝
酸
ア
ン

三
十
一

移
動
式
製
造
設
備
の
う
ち
、
特
定
硝
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原
料
を
加
圧
す
る
設
備

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原
料
を
加
圧
す
る
設
備

に
は
、
当
該
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は

で
あ
っ
て
、
発
火
又
は
爆
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
設

そ
の
原
料
を
過
度
に
加
圧
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の

備
に
は
、
安
全
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
特
定
硝
酸
ア

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原
料
が
、
加
圧
に
よ

り
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

三
十
二

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ
の

三
十
二

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ
の

原
料
を
運
搬
す
る
容
器
は
、
当
該
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

原
料
を
運
搬
す
る
容
器
は
、
ち
密
軟
質
で
収
容
物
と

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原
料
と
化
学
作
用
を
起
こ

化
学
作
用
を
起
こ
さ
な
い
材
料
を
使
用
し
、
か
つ
、

さ
な
い
材
料
を
使
用
し
、
か
つ
、
確
実
に
蓋
の
で
き

確
実
に
ふ
た
の
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
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る
構
造
と
す
る
こ
と
。

三
十
三

廃
薬
焼
却
場
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定

三
十
三

廃
薬
焼
却
場
は
、
移
動
区
域
内
に
設
け
、
で

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

き
る
だ
け
土
堤
、
防
爆
壁
又
は
防
火
壁
を
設
け
、
か

イ

移
動
区
域
内
に
設
け
る
こ
と
。

つ
、
そ
の
周
囲
の
樹
木
、
雑
草
等
は
常
に
伐
採
し
て

ロ

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
土
堤
若
し
く
は
第
三

お
く
こ
と
。

十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
防
爆
壁
を
設
置
す
る
こ

と
又
は
防
火
壁
の
設
置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮
断
す

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
た
だ
し
、
火
薬

類
が
爆
発
す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺
の
施
設
に
危
害

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

ハ

周
囲
の
火
災
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。
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２

前
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に

２

前
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
規
定
す
る
基
準
に

つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
土
地
等
の
状
況
そ
の
他

つ
い
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
土
地
等
の
状
況
そ
の
他

の
関
係
に
よ
り
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
場
合

の
関
係
に
よ
り
危
険
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
場
合

に
限
り
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
程
度
に
応

に
限
り
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
程
度
に
応

じ
て
認
め
た
も
の
を
も
つ
て
基
準
と
す
る
。

じ
て
認
め
た
も
の
を
も
つ
て
基
準
と
す
る
。

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
製
造
方
法
の
基
準
）

（
定
置
式
製
造
設
備
に
係
る
製
造
方
法
の
基
準
）

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
略
］

一

信
号
炎
管
、
信
号
火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
又
は
こ

一

信
号
焰
管
、
信
号
火
せ
ん
若
し
く
は
煙
火
又
は
こ

れ
ら
の
原
料
用
火
薬
若
し
く
は
爆
薬
は
、
あ
ら
か
じ

れ
ら
の
原
料
用
火
薬
若
し
く
は
爆
薬
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
信
号
炎
管
、
信
号
火
せ
ん
又
は
煙
火
に
あ
つ
て

め
、
信
号
焰
管
、
信
号
火
せ
ん
又
は
煙
火
に
あ
つ
て

は
そ
の
構
造
及
び
組
成
並
び
に
一
日
に
製
造
す
る
最

は
そ
の
構
造
及
び
組
成
並
び
に
一
日
に
製
造
す
る
最

大
数
量
及
び
一
月
に
製
造
す
る
最
大
数
量
を
、
こ
れ

大
数
量
及
び
一
月
に
製
造
す
る
最
大
数
量
を
、
こ
れ
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ら
の
原
料
用
火
薬
又
は
爆
薬
に
あ
つ
て
は
そ
の
成
分

ら
の
原
料
用
火
薬
又
は
爆
薬
に
あ
つ
て
は
そ
の
成
分

配
合
比
の
範
囲
及
び
一
日
に
製
造
す
る
最
大
数
量
を

配
合
比
の
範
囲
及
び
一
日
に
製
造
す
る
最
大
数
量
を

定
め
、
当
該
構
造
及
び
組
成
に
従
い
、
当
該
成
分
配

定
め
、
当
該
構
造
及
び
組
成
に
従
い
、
当
該
成
分
配

合
比
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
当
該
最
大
数
量
以
下
で

合
比
の
範
囲
内
で
、
か
つ
、
当
該
最
大
数
量
以
下
で

製
造
す
る
こ
と
。

製
造
す
る
こ
と
。

二
～
五

［
略
］

二
～
五

［
略
］

六

工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
は
、
鉄
、
砂
れ
き
、

六

工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
は
、
常
に
清
潔
に
掃

木
片
又
は
ガ
ラ
ス
片
等
の
異
物
が
混
入
す
る
こ
と
に

除
し
、
鉄
、
砂
れ
き
、
木
片
又
は
ガ
ラ
ス
片
等
の
異

よ
り
火
薬
類
が
変
質
し
又
は
爆
発
し
若
し
く
は
発
火

物
が
火
薬
類
に
混
入
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
強
風
の
場

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

合
に
は
、
砂
塵
の
飛
揚
を
防
ぐ
た
め
で
き
る
だ
け
工

と
。
た
だ
し
、
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な

室
の
付
近
に
散
水
す
る
等
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
と
。

七

［
略
］

七

［
略
］
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八

危
険
工
室
等
及
び
そ
れ
ら
の
付
近
に
は
、
爆
発
し

八

危
険
工
室
等
及
び
そ
れ
ら
の
付
近
に
は
、
爆
発
し

、
発
火
し
、
又
は
燃
焼
し
や
す
い
物
を
堆
積
し
な
い

、
発
火
し
、
又
は
燃
焼
し
や
す
い
物
を
た
い
積
し
な

こ
と
。
た
だ
し
、
梱
包
材
の
一
時
存
置
そ
の
他
の
作

い
こ
と
。

業
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
一
時
的
に
堆

積
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

九
・
十

［
略
］

九
・
十

［
略
］

十
の
二

日
乾
作
業
終
了
後
火
薬
類
を
放
冷
す
る
必
要

十
の
二

日
乾
作
業
終
了
後
火
薬
類
を
放
冷
す
る
必
要

が
あ
る
場
合
に
は
、
集
積
す
る
こ
と
な
く
、
第
四
条

が
あ
る
場
合
に
は
、
集
積
す
る
こ
と
な
く
、
第
四
条

第
一
項
第
二
十
四
号
の
四
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ

第
一
項
第
二
十
四
号
の
四
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ

た
設
備
で
十
分
に
放
冷
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
日
乾

た
設
備
で
常
温
ま
で
放
冷
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
日

場
か
ら
他
の
場
所
に
移
動
し
な
い
こ
と
。

乾
場
か
ら
他
の
場
所
に
移
動
し
な
い
こ
と
。

十
一

危
険
工
室
内
で
使
用
す
る
機
械
、
器
具
又
は
容

十
一

危
険
工
室
内
で
使
用
す
る
機
械
、
器
具
又
は
容

器
は
、
常
に
そ
れ
ら
の
機
能
を
点
検
し
及
び
整
備
す

器
は
、
常
に
そ
れ
ら
の
機
能
を
点
検
し
、
手
入
れ
を
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る
と
と
も
に
、
不
具
合
の
あ
る
場
合
は
使
用
し
な
い

怠
ら
な
い
こ
と
。

こ
と
。

十
二

危
険
工
室
内
で
使
用
す
る
機
械
、
器
具
又
は
容

十
二

危
険
工
室
内
で
使
用
す
る
機
械
、
器
具
又
は
容

器
を
修
理
す
る
場
合
に
は
、
製
造
保
安
責
任
者
の
指

器
を
修
理
す
る
場
合
に
は
、
必
ず
当
該
工
室
の
外
に

示
に
従
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
危
険
予
防
の
措
置
を
講

お
い
て
、
製
造
保
安
責
任
者
の
指
示
に
従
つ
て
そ
の

ず
る
こ
と
。

機
械
、
器
具
又
は
容
器
に
付
着
又
は
滲
透
し
た
火
薬

類
を
除
去
し
た
後
で
な
け
れ
ば
着
手
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
そ
の
工
室
内
で
修
理
す
る
場

合
に
は
、
室
内
の
危
険
物
を
安
全
な
場
所
に
移
す
等

の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

十
三

危
険
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
の
改
築
又
は

十
三

危
険
工
室
又
は
火
薬
類
一
時
置
場
の
改
築
又
は

修
繕
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
製
造
保
安

修
繕
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
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責
任
者
の
指
示
に
従
つ
て
、
あ
ら
か
じ
め
危
険
予
防

め
危
険
予
防
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
五

火
薬
類
の
廃
薬
又
は
不
良
品
は
、
危
険
予
防
及

十
五

火
薬
類
の
廃
薬
又
は
不
良
品
は
、
一
定
の
廃
薬

び
盗
難
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
速
や
か

容
器
に
収
納
し
、
こ
れ
ら
が
発
生
し
た
日
の
う
ち
に

に
廃
棄
す
る
こ
と
。

一
定
の
場
所
で
廃
棄
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
強
風
等

に
よ
り
当
該
日
の
う
ち
に
適
切
な
廃
棄
が
で
き
な
い

場
合
は
、
確
実
な
危
険
予
防
及
び
盗
難
防
止
の
措
置

を
講
じ
た
上
で
、
適
切
な
廃
棄
が
可
能
と
な
っ
た
と

き
に
速
や
か
に
廃
棄
す
る
こ
と
と
す
る
。

十
六

［
略
］

十
六

［
略
］

十
六
の
二

原
動
機
を
も
つ
車
両
は
、
火
薬
類
の
粉
末

十
六
の
二

蓄
電
池
車
及
び
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
は
、
火
薬

が
飛
散
し
、
又
は
可
燃
性
ガ
ス
が
発
散
す
る
お
そ
れ

類
の
粉
末
が
飛
散
し
、
又
は
可
燃
性
ガ
ス
が
発
散
す
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が
あ
る
工
室
及
び
そ
の
付
近
に
入
れ
な
い
こ
と
。
た

る
お
そ
れ
の
あ
る
工
室
及
び
そ
の
付
近
に
入
れ
な
い

だ
し
、
飛
散
す
る
火
薬
類
又
は
発
散
す
る
可
燃
性
ガ

こ
と
。

ス
の
爆
発
又
は
発
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
七

火
薬
類
、
油
類
等
の
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が

十
七

火
薬
類
、
油
類
等
の
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
の

あ
る
布
類
そ
の
他
の
廃
材
は
、
廃
棄
す
る
ま
で
の
間

あ
る
布
類
そ
の
他
の
廃
材
は
、
一
定
の
容
器
に
収
納

、
危
険
予
防
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

し
、
毎
日
作
業
終
了
後
工
室
外
に
搬
出
し
て
一
定
の

場
所
で
危
険
予
防
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

十
八

火
薬
類
の
爆
発
試
験
、
燃
焼
試
験
、
発
射
試
験

十
八

火
薬
類
の
爆
発
試
験
、
燃
焼
試
験
、
発
射
試
験

及
び
火
薬
類
の
焼
却
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
爆
発
試
験
場

及
び
火
薬
類
の
焼
却
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
場
所

、
燃
焼
試
験
場
、
発
射
試
験
場
、
廃
薬
焼
却
場
等
一

で
行
う
こ
と
。

定
の
場
所
で
行
う
こ
と
。

十
九

［
略
］

十
九

［
略
］
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十
九
の
二

前
二
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
も
の

十
九
の
二

前
二
号
及
び
第
二
十
八
号
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
火
薬
類
の
製
造
作
業
は
、
一
定
の
工
室
で
行

以
外
の
火
薬
類
の
製
造
作
業
は
、
一
定
の
工
室
で
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

う
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

一
定
の
仕
掛
け
準
備
場
に
お
い
て
仕
掛
け
準
備

ロ

第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
号
の
二
に
規

作
業
を
行
う
場
合

定
す
る
危
険
工
室
の
例
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
一
定

の
仕
掛
け
準
備
場
に
お
い
て
仕
掛
け
準
備
作
業
を

行
う
場
合

ハ

一
定
の
星
打
ち
場
又
は
星
掛
け
場
に
お
い
て
星

ハ

第
四
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
号
の
二
に
規

打
ち
作
業
又
は
星
掛
け
作
業
を
行
う
場
合

定
す
る
危
険
工
室
の
例
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
一
定

の
星
打
ち
場
又
は
一
定
の
星
掛
け
場
で
あ
つ
て
日

光
の
直
射
を
防
ぐ
措
置
を
講
じ
た
も
の
に
お
い
て
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星
打
ち
作
業
及
び
星
掛
け
作
業
を
行
う
場
合

二
十

［
略
］

二
十

［
略
］

二
十
一

容
器
包
装
の
う
ち
内
装
容
器
及
び
外
装
容
器

二
十
一

容
器
包
装
の
う
ち
内
装
容
器
及
び
外
装
容
器

並
び
に
打
揚
煙
火
に
あ
っ
て
は
そ
の
外
殻
に
は
、
当

並
び
に
打
揚
げ
煙
火
に
あ
っ
て
は
そ
の
外
殻
に
は
、

該
火
薬
類
の
種
類
、
数
量
、
製
造
所
名
及
び
製
造
年

当
該
火
薬
類
の
種
類
、
数
量
、
製
造
所
名
及
び
製
造

月
日
を
表
示
し
、
か
つ
、
が
ん
具
煙
火
に
あ
っ
て
は

年
月
日
を
表
示
し
、
か
つ
、
が
ん
具
煙
火
に
あ
っ
て

当
該
内
装
容
器
に
当
該
が
ん
具
煙
火
の
使
用
方
法
を

は
当
該
内
装
容
器
に
当
該
が
ん
具
煙
火
の
使
用
方
法

表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
紙
筒
、
紙
袋
、
プ
ラ
ス

を
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
紙
筒
、
紙
袋
、
プ
ラ

チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
袋
等
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
記
載
で

ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
袋
等
こ
れ
ら
の
す
べ
て
を
記
載

き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
内
装
容
器
に
つ
い
て
は
、

で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
内
装
容
器
に
つ
い
て
は

こ
の
限
り
で
な
い
。

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二
十
二
～
二
十
四

［
略
］

二
十
二
～
二
十
四

［
略
］

二
十
五

火
薬
類
一
時
置
場
に
無
煙
火
薬
を
存
置
す
る

二
十
五

火
薬
類
一
時
置
場
に
無
煙
火
薬
を
存
置
す
る
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場
合
に
は
、
通
気
を
確
保
す
る
た
め
当
該
火
薬
類
一

場
合
に
は
、
当
該
火
薬
類
一
時
置
場
の
内
壁
か
ら
三

時
置
場
の
内
壁
及
び
床
面
に
直
に
触
れ
な
い
よ
う
な

十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
を
隔
て
、
枕
木
又
は
す
の

措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
荷
崩
れ
せ
ず
、
安
全
に

こ
（
そ
の
表
面
に
く
ぎ
等
の
鉄
類
を
表
さ
な
い
こ

搬
出
入
が
可
能
な
高
さ
で
積
む
こ
と
。

と
。
）
を
置
い
て
平
積
み
と
し
、
か
つ
、
そ
の
高
さ

は
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
こ
と
。

二
十
六

［
略
］

二
十
六

［
略
］

二
十
七

毎
日
の
製
造
作
業
終
了
後
、
工
室
内
に
火
薬

二
十
七

毎
日
の
製
造
作
業
終
了
後
、
工
室
内
に
火
薬

類
を
存
置
さ
せ
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
存
置
す
る

類
を
存
置
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
ず

場
合
は
、
見
張
り
を
行
う
等
の
盗
難
を
防
止
す
る
た

存
置
す
る
場
合
に
は
、
見
張
を
つ
け
る
等
盗
難
防
止

め
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
爆

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

発
又
は
発
火
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

二
十
八

赤
り
ん
を
取
り
扱
う
作
業
は
、
他
の
危
険
工

二
十
八

赤
燐
を
取
り
扱
う
作
業
は
、
他
の
危
険
工
室
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室
と
隔
離
し
た
専
用
の
危
険
工
室
で
行
い
、
か
つ
、

と
隔
離
し
た
専
用
の
危
険
工
室
で
行
い
、
か
つ
、
器

器
具
、
容
器
、
作
業
衣
及
び
履
物
は
、
専
用
の
も
の

具
、
容
器
、
作
業
衣
及
び
履
物
は
、
専
用
の
も
の
を

を
使
用
す
る
こ
と
。

使
用
す
る
こ
と
。

二
十
九
・
三
十

［
略
］

二
十
九
・
三
十

［
略
］

三
十
一

球
状
の
打
揚
煙
火
の
外
殻
の
貼
り
付
け
作
業

三
十
一

球
状
の
打
揚
煙
火
の
外
殻
の
は
り
付
け
作
業

を
行
つ
た
後
は
、
導
火
線
の
取
付
け
等
の
外
殻
に
孔

を
行
つ
た
後
は
、
導
火
線
の
取
付
け
等
の
外
殻
に
孔

を
あ
け
る
作
業
を
し
な
い
こ
と
。

を
あ
け
る
作
業
を
し
な
い
こ
と
。

三
十
一
の
二
・
三
十
一
の
三

［
略
］

三
十
一
の
二
・
三
十
一
の
三

［
略
］

三
十
二

赤
り
ん
を
取
り
扱
う
配
合
工
室
及
び
鶏
冠
石

三
十
二

赤
燐
を
取
り
扱
う
配
合
工
室
及
び
鶏
冠
石
と

と
塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
と
を
配
合
す
る
工
室
は
、
毎
日

塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
と
を
配
合
す
る
工
室
は
、
毎
日
一

一
回
以
上
水
洗
掃
除
を
す
る
こ
と
。

回
以
上
水
洗
掃
除
を
す
る
こ
と
。

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
四

静
電
気
に
よ
り
爆
発
し
又
は
発
火
す
る
お
そ

三
十
四

雷
薬
又
は
滝
剤
の
配
合
作
業
又
は
て
ん
薬
作
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れ
が
あ
る
火
薬
類
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
帯
電
し
た

業
を
行
う
際
に
は
、
次
の
各
号
の
措
置
を
講
ず
る
こ

静
電
気
を
有
効
に
除
去
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る

と
。

こ
と
。

イ

履
物
及
び
手
袋
は
導
電
性
の
も
の
を
着
用
す
る

こ
と
。

ロ

ふ
る
い
、
た
ら
い
及
び
小
分
け
用
ス
コ
ッ
プ
は

、
導
電
性
の
も
の
（
鉄
製
の
も
の
を
除
く
。
）
を

使
用
す
る
こ
と
。

三
十
五

噴
出
薬
を
詰
め
た
筒
を
脇
に
挟
み
か
つ
腕
に

三
十
五

噴
出
薬
を
詰
め
た
筒
を
わ
き
に
挟
み
か
つ
腕

抱
え
、
又
は
手
で
つ
か
む
こ
と
に
よ
り
保
持
し
な
が

に
抱
え
、
又
は
手
で
つ
か
む
こ
と
に
よ
り
保
持
し
な

ら
、
筒
に
設
け
た
噴
出
口
か
ら
空
中
に
火
の
粉
を
噴

が
ら
、
筒
に
設
け
た
噴
出
口
か
ら
空
中
に
火
の
粉
を

き
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
消
費
す
る
煙
火
（
以
下
「

噴
き
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
消
費
す
る
煙
火
（
以
下

手
筒
煙
火
」
と
い
う
。
）
の
製
造
を
行
う
際
に
は
、

「
手
筒
煙
火
」
と
い
う
。
）
の
製
造
を
行
う
際
に
は

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ

、
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
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と
。

と
。

イ

［
略
］

イ

［
略
］

ロ

噴
出
薬
の
塡
薬
作
業
は
、
空
隙
が
生
じ
な
い
よ

ロ

噴
出
薬
の
て
ん
薬
作
業
は
、
空
隙
が
生
じ
な
い

う
密
に
詰
め
て
行
う
こ
と
。

よ
う
密
に
詰
め
て
行
う
こ
と
。

ハ
～
へ

［
略
］

ハ
～
ヘ

［
略
］

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
不
発
弾

２

製
造
設
備
が
定
置
式
製
造
設
備
で
あ
つ
て
、
不
発
弾

等
の
解
撤
作
業
を
行
う
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
七
条

等
の
解
撤
作
業
を
行
う
製
造
施
設
に
お
け
る
法
第
七
条

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
方
法
の
技
術
上
の
基
準
は

第
二
号
の
規
定
に
よ
る
製
造
方
法
の
技
術
上
の
基
準
は

、
前
項
第
二
号
、
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号

、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲

、
第
十
一
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
及
び

げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
一
日
に
解
撤
す
る
不
発
弾
等
の
最
大

一

不
発
弾
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
日
に
解
撤
す
る
最
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数
量
を
定
め
、
当
該
最
大
数
量
以
下
で
解
撤
す
る
こ

大
数
量
を
定
め
、
当
該
最
大
数
量
以
下
で
解
撤
す
る

と
。

こ
と
。

二
～
五

［
略
］

二
～
五

［
略
］

３

［
略
］

３

［
略
］

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
製
造
方
法
の
基
準
）

（
移
動
式
製
造
設
備
に
係
る
製
造
方
法
の
基
準
）

第
五
条
の
二

［
略
］

第
五
条
の
二

［
略
］

一
～
五

［
略
］

一
～
五

［
略
］

六

移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

六

移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、
移
動
式
製
造

ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、
移
動
式
製
造

設
備
を
固
定
す
る
こ
と
。

設
備
を
固
定
す
る
。

七

建
築
物
内
で
移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝

七

建
築
物
内
で
移
動
式
製
造
設
備
を
用
い
て
特
定
硝

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、
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移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
工
室
内
に
お
け
る

ら
な
い
。

製
造
方
法
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
前
条
第

一
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
一
号
か
ら
第

十
四
号
ま
で
及
び
第
二
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す

る
。

八

移
動
式
製
造
設
備
に
は
、
鉄
、
砂
れ
き
、
木
片
又

八

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造
設
備

は
ガ
ラ
ス
片
等
の
異
物
が
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

は
、
常
に
清
潔
に
掃
除
し
、
鉄
、
砂
れ
き
、
木
片
又

系
爆
薬
に
混
入
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

は
ガ
ラ
ス
片
等
の
異
物
が
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

を
講
ず
る
こ
と
。

系
爆
薬
に
混
入
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
強
風
の
場
合
に

は
、
砂
塵
の
飛
揚
を
防
ぐ
た
め
で
き
る
だ
け
移
動
式

製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造
設
備
の
付
近
に

散
水
す
る
等
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。
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九

移
動
式
製
造
設
備
の
危
険
間
隔
内
又
は
廃
薬
焼
却

九

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
、
移
動
式
製
造
設
備
の

場
に
は
、
携
帯
電
灯
の
ほ
か
は
灯
火
を
携
え
な
い
こ

危
険
間
隔
内
又
は
廃
薬
焼
却
場
に
は
、
携
帯
電
灯
の

と
。

ほ
か
は
灯
火
を
携
え
な
い
こ
と
。

十

移
動
式
製
造
設
備
又
は
廃
薬
焼
却
場
の
付
近
に
は

十

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
、
移
動
式
製
造
設
備
又

、
爆
発
し
、
発
火
し
、
又
は
燃
焼
し
や
す
い
物
を
堆

は
廃
薬
焼
却
場
の
付
近
に
は
、
爆
発
し
、
発
火
し
、

積
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
梱
包
材
の
一
時
存
置
そ

又
は
燃
焼
し
や
す
い
物
を
た
い
積
し
な
い
こ
と
。

の
他
の
作
業
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
一
時
的
に
堆

積
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

十
一

［
略
］

十
一

［
略
］

十
二

移
動
式
製
造
設
備
は
、
常
に
そ
の
機
能
を
点
検

十
二

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
で
使
用
す
る
機
械
、

し
及
び
整
備
し
、
不
具
合
の
あ
る
場
合
は
使
用
し
な

器
具
若
し
く
は
容
器
又
は
移
動
式
製
造
設
備
は
、
常

い
こ
と
。

に
そ
れ
ら
の
機
能
を
点
検
し
、
手
入
れ
を
怠
ら
な
い

こ
と
。
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十
三

移
動
式
製
造
設
備
を
改
造
、
修
繕
又
は
修
理
す

十
三

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
で
使
用
す
る
機
械
、

る
場
合
に
は
、
製
造
保
安
責
任
者
の
指
示
に
従
つ
て

器
具
若
し
く
は
容
器
又
は
移
動
式
製
造
設
備
を
修
理

、
あ
ら
か
じ
め
危
険
予
防
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

す
る
場
合
に
は
、
移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
外
に
お

い
て
、
製
造
保
安
責
任
者
の
指
示
に
従
つ
て
そ
の
機

械
、
器
具
若
し
く
は
容
器
又
は
移
動
式
製
造
設
備
に

付
着
し
た
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
除
去

し
た
後
で
な
け
れ
ば
着
手
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、

や
む
を
得
ず
移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
で
修
理
す
る

場
合
に
は
、
室
内
の
危
険
物
を
安
全
な
場
所
に
移
す

等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
後
で
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

十
四

削
除

十
四

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
の
改
築
若
し
く
は
修

繕
の
工
事
又
は
移
動
式
製
造
設
備
の
改
造
若
し
く
は
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修
繕
の
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
危
険
予
防
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
五

移
動
式
製
造
設
備
は
、
そ
の
目
的
を
定
め
、
そ

十
五

移
動
式
製
造
設
備
用
工
室
又
は
移
動
式
製
造
設

の
目
的
と
す
る
作
業
以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

備
は
、
そ
の
目
的
を
定
め
、
そ
の
目
的
と
す
る
作
業

以
外
に
使
用
し
な
い
こ
と
。

十
六

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
廃
薬
又
は

十
六

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
廃
薬
又
は

不
良
品
は
、
危
険
予
防
及
び
盗
難
防
止
の
た
め
の
措

不
良
品
は
、
一
定
の
廃
薬
容
器
に
収
納
し
、
こ
れ
ら

置
を
講
じ
た
上
で
、
速
や
か
に
廃
棄
す
る
こ
と
。

が
発
生
し
た
日
の
う
ち
に
一
定
の
場
所
で
廃
棄
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
強
風
等
に
よ
り
当
該
日
の
う
ち
に

適
切
な
廃
棄
が
で
き
な
い
場
合
は
、
確
実
な
危
険
予

防
及
び
盗
難
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
適
切
な

廃
棄
が
可
能
と
な
っ
た
と
き
に
速
や
か
に
廃
棄
す
る

こ
と
と
す
る
。



- 65 -

十
七

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
、
油
類
等
の

十
七

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
、
油
類
等
の

付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
布
類
そ
の
他
の
廃
材

付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
布
類
そ
の
他
の
廃
材

は
、
廃
棄
す
る
ま
で
の
間
、
危
険
予
防
の
措
置
を
講

は
、
一
定
の
容
器
に
収
納
し
、
毎
日
作
業
終
了
後
一

ず
る
こ
と
。

定
の
場
所
で
危
険
予
防
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

十
八

削
除

十
八

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
焼
却
は
、

一
定
の
場
所
で
行
う
こ
と
。

十
九

毎
日
の
製
造
及
び
消
費
作
業
終
了
後
、
移
動
式

十
九

毎
日
の
製
造
及
び
消
費
作
業
終
了
後
、
移
動
式

製
造
設
備
に
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
存

製
造
設
備
用
工
室
及
び
移
動
式
製
造
設
備
に
特
定
硝

置
さ
せ
な
い
こ
と
。
や
む
を
得
ず
存
置
す
る
場
合
は

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
を
存
置
さ
せ
な
い
こ
と
。

、
見
張
り
を
行
う
等
の
盗
難
を
防
止
す
る
た
め
の
措

た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
存
置
す
る
場
合
は
、
必
要
に

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
安
全
な
措

応
じ
て
安
全
な
措
置
を
講
じ
た
後
に
、
見
張
り
を
行

置
を
講
ず
る
こ
と
。

う
等
の
盗
難
防
止
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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二
十

［
略
］

二
十

［
略
］

二
十
一

移
動
式
製
造
設
備
か
ら
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

二
十
一

移
動
式
製
造
設
備
か
ら
特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

ウ
ム
系
爆
薬
を
発
破
孔
へ
装
塡
す
る
場
合
は
、
適
切

ウ
ム
系
爆
薬
を
発
破
孔
へ
装
て
ん
す
る
場
合
は
、
適

な
圧
力
に
よ
り
排
出
を
行
う
こ
と
。

切
な
圧
力
に
よ
り
排
出
を
行
う
こ
と
。

二
十
二
・
二
十
三

［
略
］

二
十
二
・
二
十
三

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

別
表
第
一

（
第
四
十
四
条
第
一
項
関
係
）

別
表
第
一

（
第
四
十
四
条
第
一
項
関
係
）

検
査
項
目

完
成
検
査
の
方
法

検
査
項
目

完
成
検
査
の
方
法

１

製
造
設
備
が
定
置

１

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
つ

式
製
造
設
備
で
あ
つ

て
、
火
薬
類
の
製
造

て
、
火
薬
類
の
製
造

作
業
を
行
う
製
造
施

作
業
を
行
う
製
造
施
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設
の
場
合

設
の
場
合

一

第
四
条
第
一
項

一

製
造
所
の
標
識
及
び

一

第
四
条
第
一
項

一

製
造
所
の
標
識
、
掲

第
一
号
の
標
識
及

爆
発
又
は
発
火
に
関
し

第
一
号
の
標
識
、

示
板
、
境
界
さ
く
及
び

び
爆
発
又
は
発
火

必
要
な
事
項
の
掲
示
、

掲
示
板
、
危
険
区

警
戒
札
の
設
置
等
の
措

に
関
し
必
要
な
事

危
険
区
域
の
設
定
、
危

域
、
境
界
さ
く
及

置
の
状
況
並
び
に
危
険

項
の
掲
示
、
危
険

険
区
域
が
明
確
に
判
別

び
警
戒
札
等

区
域
の
設
定
の
状
況
を

区
域
の
設
定
、
危

で
き
る
よ
う
な
措
置
並

、
目
視
及
び
図
面
に
よ

険
区
域
が
明
確
に

び
に
警
戒
札
の
掲
示
の

り
検
査
す
る
。

判
別
で
き
る
よ
う

状
況
を
、
目
視
及
び
図

な
措
置
並
び
に
警

面
に
よ
り
検
査
す
る
。

戒
札
の
掲
示
の
状

況
二

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］
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三

第
四
条
第
一
項

三

危
険
区
域
の
境
界
が

三

第
四
条
第
一
項

三

森
林
内
に
設
け
た
境

第
三
号
の
火
災
に

森
林
内
に
設
け
ら
れ
た

第
三
号
の
防
火
の

界
さ
く
沿
い
の
防
火
の

よ
る
延
焼
を
防
止

場
合
に
つ
い
て
火
災
に

た
め
の
空
地

た
め
の
空
地
の
幅
を
、

す
る
た
め
の
措
置

よ
る
延
焼
を
防
止
す
る

巻
き
尺
そ
の
他
の
測
定

た
め
の
措
置
の
状
況
を

器
具
を
用
い
た
測
定
に

、
目
視
、
図
面
、
巻
尺

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

そ
の
他
の
測
定
器
具
を

し
、
当
該
測
定
に
お
い

用
い
た
測
定
又
は
機
器

て
、
既
定
の
幅
を
満
た

等
の
作
動
試
験
若
し
く

し
て
い
る
こ
と
が
目
視

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

に
よ
り
容
易
に
判
定
で

査
す
る
。

き
る
場
合
に
限
り
、
目

視
に
よ
る
検
査
に
替
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
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四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

六

第
四
条
第
一
項

六

危
険
区
域
内
に
ボ
イ

六

第
四
条
第
一
項

六

危
険
区
域
内
に
設
け

第
五
号
の
危
険
区

ラ
ー
室
及
び
煙
突
が
設

第
五
号
の
危
険
区

た
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

域
内
の
ボ
イ
ラ
ー

置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

域
内
の
ボ
イ
ラ
ー

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

室
及
び
煙
突

を
、
目
視
又
は
図
面
に

室
及
び
煙
突

検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

し
、
危
険
区
域
内
に
、

固
体
燃
料
を
使
用
し
な

い
ボ
イ
ラ
ー
の
ボ
イ
ラ

ー
室
及
び
煙
突
が
設
置

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

種
類
を
、
記
録
に
よ
り
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検
査
す
る
。

六
の
二

［
略
］

六
の
二

［
略
］

六
の
二

［
略
］

六
の
二

［
略
］

七

第
四
条
第
一
項

七

爆
発
の
危
険
の
あ
る

七

第
四
条
第
一
項

七

爆
発
の
危
険
の
あ
る

第
六
号
の
爆
発
の

工
室
に
つ
い
て
、
設
置

第
六
号
の
爆
発
の

工
室
に
つ
い
て
、
設
置

危
険
の
あ
る
工
室

の
状
況
、
火
炎
に
対
し

危
険
の
あ
る
工
室

の
状
況
、
火
焰
に
対
し

の
構
造
及
び
建
築

て
抵
抗
性
を
有
す
る
構

の
構
造
及
び
建
築

て
抵
抗
性
を
有
す
る
構

材
料

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と

材
料

造
及
び
建
築
材
料
の
種

及
び
建
築
材
料
の
種
類

類
を
、
目
視
及
び
図
面

を
、
目
視
及
び
図
面
に

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

だ
し
、
放
爆
式
構
造
又

し
、
放
爆
式
構
造
又
は

は
準
放
爆
式
構
造
の
場

準
放
爆
式
構
造
の
場
合

合
で
あ
つ
て
、
既
定
の

で
あ
つ
て
、
既
定
の
建

建
築
材
料
を
使
用
し
な
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築
材
料
を
使
用
し
な
い

い
も
の
に
つ
い
て
は
、

も
の
に
つ
い
て
は
、
当

当
該
工
室
の
構
造
等
を

該
工
室
の
構
造
等
を
、

、
目
視
、
図
面
及
び
測

目
視
、
図
面
及
び
測
定

定
器
具
を
用
い
た
測
定

器
具
を
用
い
た
測
定
に

に
よ
り
検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。

八

第
四
条
第
一
項

八

煙
火
等
の
製
造
所
以

八

第
四
条
第
一
項

八

煙
火
等
の
製
造
所
以

第
七
号
の
煙
火
等

外
の
製
造
所
の
爆
発
の

第
七
号
の
煙
火
等

外
の
製
造
所
の
爆
発
の

の
製
造
所
以
外
の

危
険
の
あ
る
工
室
又
は

の
製
造
所
以
外
の

危
険
の
あ
る
工
室
又
は

製
造
所
の
爆
発
の

火
薬
類
一
時
置
場
に
設

製
造
所
の
爆
発
の

火
薬
類
一
時
置
場
に
設

危
険
の
あ
る
工
室

け
た
土
堤
の
構
造
等
を

危
険
の
あ
る
工
室

け
た
土
堤
の
構
造
等
を

又
は
火
薬
類
一
時

、
別
表
第
二
第
十
六
項

又
は
火
薬
類
一
時

、
別
表
第
二
第
十
五
項

置
場
の
土
堤
及
び

各
号
に
掲
げ
る
完
成
検

置
場
の
土
堤
及
び

各
号
に
掲
げ
る
完
成
検
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防
爆
壁

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

防
爆
壁

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

す
る
。
た
だ
し
、
放
爆

す
る
。
た
だ
し
、
放
爆

式
構
造
又
は
準
放
爆
式

式
構
造
又
は
準
放
爆
式

構
造
の
危
険
工
室
等
を

構
造
の
危
険
工
室
等
を

互
い
に
連
接
し
て
い
る

互
い
に
連
接
し
て
い
る

場
合
で
あ
つ
て
、
土
堤

場
合
で
あ
つ
て
、
土
堤

に
代
え
て
防
爆
壁
を
設

に
替
え
て
防
爆
壁
を
設

け
た
も
の
に
つ
い
て
は

け
た
も
の
に
つ
い
て
は

、
当
該
工
室
の
構
造
等

、
当
該
工
室
の
構
造
等

を
、
目
視
及
び
図
面
に

を
、
目
視
及
び
図
面
に

よ
り
検
査
し
、
及
び
当

よ
り
検
査
し
、
及
び
当

該
防
爆
壁
の
構
造
等
を

該
防
爆
壁
の
構
造
等
を

、
別
表
第
二
第
十
八
項

、
別
表
第
二
第
十
七
項
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に
掲
げ
る
完
成
検
査
の

各
号
に
掲
げ
る
完
成
検

方

法

に

よ

り

検

査

す

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

る
。
な
お
、
実
包
、
空

す
る
。
な
お
、
実
包
、

包
若
し
く
は
推
進
的
爆

空
包
若
し
く
は
推
進
的

発
の
用
途
に
供
せ
ら
れ

爆
発
の
用
途
に
供
せ
ら

る
火
薬
で
あ
つ
て
ロ
ケ

れ
る
火
薬
で
あ
つ
て
ロ

ッ
ト
の
推
進
に
用
い
ら

ケ
ッ
ト
の
推
進
に
用
い

れ
る
も
の
を
保
管
す
る

ら
れ
る
も
の
を
保
管
す

火
薬
類
一
時
置
場
の
場

る
火
薬
類
一
時
置
場
の

合
で
あ
つ
て
、
土
堤
を

場
合
で
あ
つ
て
、
土
堤

省
略
し
た
も
の
に
つ
い

を
省
略
し
た
も
の
に
つ

て
は
、
当
該
火
薬
類
一

い
て
は
、
当
該
火
薬
類

時
置
場
の
構
造
等
を
、

一
時
置
場
の
構
造
等
を
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別
表
第
二
第
十
二
項
第

、
別
表
第
二
第
十
一
項

一
号
に
掲
げ
る
完
成
検

各
号
に
掲
げ
る
完
成
検

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

し
、
導
火
線
を
保
管
す

し
、
導
火
線
を
保
管
す

る
火
薬
類
一
時
置
場
の

る
火
薬
類
一
時
置
場
の

場
合
で
あ
つ
て
、
土
堤

場
合
で
あ
つ
て
、
土
堤

を
省
略
し
た
も
の
に
つ

を
省
略
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
、
当
該
火
薬
類

い
て
は
、
当
該
火
薬
類

一
時
置
場
の
構
造
等
を

一
時
置
場
の
構
造
等
を

、
別
表
第
二
第
十
四
項

、
別
表
第
二
第
十
三
項

に
掲
げ
る
完
成
検
査
の

各
号
に
掲
げ
る
完
成
検

方
法
に
よ
り
検
査
し
、

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

及
び
放
爆
式
構
造
又
は

し
、
及
び
放
爆
式
構
造
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準
放
爆
式
構
造
の
工
室

又
は
準
放
爆
式
構
造
の

の
場
合
で
あ
つ
て
、
放

工
室
の
場
合
で
あ
つ
て

爆
面
以
外
の
方
向
の
土

、
放
爆
面
以
外
の
方
向

堤
を
省
略
し
た
も
の
に

の
土
堤
等
を
省
略
し
た

つ
い
て
は
、
当
該
工
室

も
の
に
つ
い
て
は
、
当

の
構
造
等
を
、
目
視
及

該
工
室
の
構
造
等
を
、

び
図
面
に
よ
り
検
査
す

目
視
及
び
図
面
に
よ
り

る
。

検
査
す
る
。

九

第
四
条
第
一
項

九

煙
火
等
の
製
造
所
の

九

第
四
条
第
一
項

九

煙
火
等
の
製
造
所
の

第
七
号
の
二
の
煙

爆
発
の
危
険
の
あ
る
工

第
七
号
の
二
の
煙

爆
発
の
危
険
の
あ
る
工

火
等
の
製
造
所
の

室
又
は
火
薬
類
一
時
置

火
等
の
製
造
所
の

室
又
は
火
薬
類
一
時
置

爆
発
の
危
険
の
あ

場
に
設
け
た
土
堤
、
簡

爆
発
の
危
険
の
あ

場
に
設
け
た
土
堤
、
簡

る
工
室
又
は
火
薬

易
土
堤
又
は
防
爆
壁
を

る
工
室
又
は
火
薬

易
土
堤
又
は
防
爆
壁
（
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類
一
時
置
場
に
設

、
別
表
第
二
第
十
六
項

類
一
時
置
場
に
設

以
下
「
土
堤
等
」
と
い

け
る
土
堤
、
簡
易

か
ら
第
十
八
項
に
掲
げ

け
る
土
堤
、
簡
易

う
。
）
の
構
造
等
を
、

土
堤
、
防
爆
壁
又

る
完
成
検
査
の
方
法
に

土
堤
、
防
爆
壁
又

別
表
第
二
第
十
五
項
か

は
防
火
壁
の
設
置

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

は
防
火
壁
の
設
置

ら
第
十
七
項
に
掲
げ
る

そ
の
他
の
延
焼
を

し
、
が
ん
具
煙
火
貯
蔵

そ
の
他
延
焼
を
遮

完
成
検
査
の
方
法
に
よ

遮
断
す
る
た
め
の

庫
に
貯
蔵
す
る
こ
と
が

断
す
る
措
置

り
検
査
す
る
。
た
だ
し

措
置

で
き
る
が
ん
具
煙
火
を

、
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫

貯
蔵
す
る
火
薬
類
一
時

に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で

置
場
の
場
合
で
あ
つ
て

き
る
が
ん
具
煙
火
を
貯

、
土
堤
、
簡
易
土
堤
又

蔵
す
る
火
薬
類
一
時
置

は
防
爆
壁
を
省
略
し
た

場
の
場
合
で
あ
つ
て
、

も
の
に
つ
い
て
は
、
当

土
堤
等
を
省
略
し
た
も

該
火
薬
類
一
時
置
場
の

の
に
つ
い
て
は
、
当
該
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構
造
等
を
、
別
表
第
二

火
薬
類
一
時
置
場
の
構

第
十
四
項
に
掲
げ
る
完

造
等
を
、
別
表
第
二
第

成
検
査
の
方
法
に
よ
り

十
三
項
各
号
に
掲
げ
る

検
査
し
、
放
爆
式
構
造

完
成
検
査
の
方
法
に
よ

又
は
準
放
爆
式
構
造
の

り
検
査
し
、
放
爆
式
構

危
険
工
室
等
を
互
い
に

造
又
は
準
放
爆
式
構
造

連
接
し
て
い
る
場
合
で

の
危
険
工
室
等
を
互
い

あ
つ
て
、
放
爆
面
以
外

に
連
接
し
て
い
る
場
合

の
方
向
の
土
堤
、
簡
易

で
あ
つ
て
、
放
爆
面
以

土
堤
又
は
防
爆
壁
を
省

外
の
方
向
の
土
堤
等
を

略
し
た
も
の
に
つ
い
て

省
略
し
た
も
の
に
つ
い

は
、
当
該
工
室
の
構
造

て
は
、
当
該
工
室
の
構

等
を
、
目
視
及
び
図
面

造
等
を
、
目
視
及
び
図
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に
よ
り
検
査
し
、
製
造

面
に
よ
り
検
査
し
、
及

所
外
の
保
安
物
件
に
対

び
土
堤
等
を
省
略
し
た

す
る
保
安
距
離
又
は
製

場
合
で
あ
つ
て
、
防
火

造
所
内
の
他
の
施
設
に

壁
の
設
置
そ
の
他
延
焼

対
す
る
保
安
間
隔
を
目

を
遮
断
す
る
措
置
を
講

視
又
は
測
定
器
具
を
用

じ
て
い
る
も
の
に
つ
い

い
た
測
定
に
よ
り
検
査

て
は
、
当
該
防
火
壁
の

し
、
並
び
に
土
堤
、
簡

構
造
等
を
、
目
視
及
び

易
土
堤
又
は
防
爆
壁
を

図

面

に

よ

り

検

査

す

省
略
し
た
場
合
で
あ
つ

る
。

て
、
防
火
壁
の
設
置
そ

の
他
の
延
焼
を
遮
断
す

る
た
め
の
措
置
を
講
じ
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て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
措
置
の
状
況

を
、
目
視
及
び
図
面
に

よ
り
検
査
す
る
。

十

第
四
条
第
一
項

十

危
険
工
室
及
び
火
薬

十

第
四
条
第
一
項

十

危
険
工
室
及
び
火
薬

第
七
号
の
三
の
避

又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（

第
七
号
の
三
の
避

又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（

雷
装
置

火
工
品
に
あ
つ
て
は
そ

雷
装
置

火
工
品
に
あ
つ
て
は
そ

の
原
料
を
な
す
火
薬
又

の
原
料
を
な
す
火
薬
又

は
爆
薬
の
停
滞
量
）
が

は
爆
薬
の
停
滞
量
）
が

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

る
火
薬
類
一
時
置
場
に

る
火
薬
類
一
時
置
場
に

設
け
た
避
雷
装
置
の
構

設
け
た
避
雷
装
置
の
構

造
等
を
、
別
表
第
二
第

造
等
を
、
別
表
第
二
第
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十
五
項
に
掲
げ
る
完
成

十
四
項
に
掲
げ
る
完
成

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

査
す
る
。
た
だ
し
、
煙

査
す
る
。
た
だ
し
、
煙

火
等
の
製
造
所
に
お
け

火
等
の
製
造
所
に
お
け

る
危
険
工
室
及
び
が
ん

る
危
険
工
室
及
び
が
ん

具
煙
火
貯
蔵
庫
に
貯
蔵

具
煙
火
貯
蔵
庫
に
貯
蔵

す
る
こ
と
が
で
き
る
が

す
る
こ
と
が
で
き
る
が

ん
具
煙
火
並
び
に
導
火

ん
具
煙
火
並
び
に
導
火

線
を
保
管
す
る
火
薬
類

線
を
保
管
す
る
火
薬
類

一
時
置
場
の
場
合
で
あ

一
時
置
場
の
場
合
で
あ

つ
て
、
避
雷
装
置
を
設

つ
て
、
避
雷
装
置
を
設

置
し
て
い
な
い
も
の
に

置
し
て
い
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
火
薬

つ
い
て
は
、
当
該
火
薬
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類
一
時
置
場
の
構
造
等

類
一
時
置
場
の
構
造
等

を
、
別
表
第
二
第
十
四

を
、
別
表
第
二
第
十
三

項
に
掲
げ
る
完
成
検
査

項
各
号
に
掲
げ
る
完
成

の
方
法
に
よ
り
検
査
を

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

行
う
。

査
を
行
う
。

十
一

第
四
条
第
一

十
一

発
火
の
危
険
の
あ

十
一

第
四
条
第
一

十
一

発
火
の
危
険
の
あ

項
第
八
号
の
発
火

る
工
室
の
設
置
の
状
況

項
第
八
号
の
発
火

る
工
室
の
設
置
の
状
況

の
危
険
の
あ
る
工

及
び
耐
火
性
構
造
と
な

の
危
険
の
あ
る
工

及
び
耐
火
性
構
造
を
、

室

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

室
の
耐
火
性
構
造

目
視
及
び
図
面
に
よ
り

視
及
び
図
面
に
よ
り
検

検
査
す
る
。

査
す
る
。

十
二

第
四
条
第
一

十
二

発
火
の
危
険
の
あ

十
二

第
四
条
第
一

十
二

発
火
の
危
険
の
あ

項
第
九
号
の
発
火

る
工
室
と
他
の
施
設
と

項
第
九
号
の
発
火

る
工
室
と
他
の
施
設
と
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の
危
険
の
あ
る
工

の
間
へ
の
防
火
壁
の
設

の
危
険
の
あ
る
工

の
間
へ
の
防
火
壁
の
設

室
と
他
の
施
設
と

置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮

室
と
他
の
施
設
と

置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮

の
間
へ
の
防
火
壁

断
す
る
た
め
の
措
置
の

の
間
へ
の
防
火
壁

断
す
る
措
置
の
状
況
を

の
設
置
そ
の
他
の

状
況
を
、
目
視
及
び
図

の
設
置
そ
の
他
延

、
目
視
及
び
図
面
に
よ

延
焼
を
遮
断
す
る

面
に
よ
り
検
査
す
る
。

焼
を
遮
断
す
る
措

り
検
査
す
る
。

た
め
の
措
置

置

十
三

第
四
条
第
一

十
三

危
険
工
室
の
発
火

十
三

第
四
条
第
一

十
三

危
険
工
室
の
発
火

項
第
九
号
の
二
の

の
危
険
の
あ
る
設
備
の

項
第
九
号
の
二
の

の
危
険
の
あ
る
設
備
の

発
火
の
危
険
の
あ

消
火
設
備
に
つ
い
て
設

発
火
の
危
険
の
あ

消
火
設
備
の
設
置
の
状

る
設
備
の
消
火
設

置
の
状
況
を
、
目
視
及

る
設
備
の
消
火
設

況
を
、
目
視
及
び
図
面

備

び
図
面
に
よ
り
検
査
し

備

に
よ
り
検
査
し
、
及
び

、
及
び
当
該
消
火
設
備

当
該
消
火
設
備
の
性
能

の
性
能
を
、
作
動
試
験

を
、
作
動
試
験
又
は
そ
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又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

検
査
す
る
。

る
。

十
三
の
二

第
四
条

十
三
の
二

無
煙
火
薬
を

十
三
の
二

第
四
条

十
三
の
二

無
煙
火
薬
を

第
一
項
第
九
号
の

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

第
一
項
第
九
号
の

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

三
の
無
煙
火
薬
の

置
場
に
お
け
る
火
薬
の

三
の
ス
プ
リ
ン
ク

置
場
に
設
け
た
ス
プ
リ

分
解
及
び
発
火
を

分
解
及
び
発
火
を
防
止

ラ
ー
設
備

ン
ク
ラ
ー
設
備
の
設
置

防
止
す
る
た
め
の

す
る
た
め
の
措
置
並
び

の
状
況
を
、
目
視
、
図

措
置
並
び
に
当
該

に
当
該
発
火
に
よ
る
爆

面
及
び
測
定
器
具
を
用

無
煙
火
薬
が
発
火

発
を
防
止
す
る
た
め
の

い
た
測
定
に
よ
り
検
査

し
た
と
き
に
爆
発

措
置
の
状
況
を
、
目
視

し
、
か
つ
、
当
該
ス
プ

を
防
止
す
る
た
め

、
図
面
、
測
定
器
具
を

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
の
性

の
措
置

用
い
た
測
定
及
び
機
器

能
を
、
作
動
試
験
又
は

等
の
作
動
試
験
又
は
そ

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査
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の
記
録
に
よ
り
検
査
す

す
る
。

る
。

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
五

第
四
条
第
一

十
五

危
険
工
室
の
窓
及

十
五

第
四
条
第
一

十
五

危
険
工
室
に
設
け

項
第
十
一
号
イ
の

び
出
口
の
扉
に
つ
い
て

項
第
十
一
号
の
危

た
窓
及
び
出
口
の
設
置

危
険
工
室
の
窓
及

、
非
常
の
際
に
容
易
に

険
工
室
の
窓
、
出

の
状
況
、
構
造
、
当
該

び
出
口
の
扉

避
難
で
き
る
構
造
と
な

口
及
び
扉

扉
の
金
具
の
材
質
並
び

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

に
窓
ガ
ラ
ス
の
不
透
明

視
及
び
図
面
に
よ
り
検

性
を
、
目
視
及
び
図
面

査
す
る
。

に
よ
り
検
査
す
る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

十
五
の
二

第
四
条

十
五
の
二

無
煙
火
薬
を

第
一
項
第
十
一
号

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

の
二
の
暗
幕
そ
の

置
場
に
設
け
た
窓
の
暗
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他
の
遮
光
の
た
め

幕
そ
の
他
の
遮
光
の
た

の
設
備

め
の
設
備
の
設
置
の
状

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

査
す
る
。

十
五
の
二

第
四
条

十
五
の
二

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
一
号

窓
及
び
扉
に
用
い
る
金

ロ
の
危
険
工
室
の

具
の
材
質
を
、
目
視
又

窓
及
び
扉
に
用
い

は
図
面
に
よ
り
検
査
す

る
金
具

る
。
た
だ
し
、
摩
擦
に

よ
り
火
薬
類
が
爆
発
し

又
は
発
火
す
る
お
そ
れ

が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
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を
、
目
視
、
図
面
又
は

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
五
の
三

第
四
条

十
五
の
三

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
一
号

窓
に
つ
い
て
火
薬
類
が

ハ
の
危
険
工
室
の

爆
発
し
又
は
発
火
す
る

窓

こ
と
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
の
状
況
を
、
目

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

査
す
る
。
た
だ
し
、
直

射
日
光
に
よ
り
火
薬
類

が
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
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に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

十
六

第
四
条
第
一

十
六

危
険
工
室
の
内
面

十
六

第
四
条
第
一

十
六

危
険
工
室
の
内
面

項
第
十
二
号
イ
の

に
つ
い
て
、
内
面
の
剥

項
第
十
二
号
の
危

に
つ
い
て
、
土
砂
類
の

内
面
の
剥
離
及
び

離
及
び
内
面
の
一
部
が

険
工
室
の
内
面

は
く
落
及
び
飛
散
を
防

内
面
の
一
部
が
火

火
薬
類
に
混
入
す
る
こ

ぎ
、
か
つ
、
床
面
に
鉄

薬
類
に
混
入
す
る

と
を
防
止
す
る
た
め
の

類
を
表
さ
な
い
構
造
と

こ
と
を
防
止
す
る

措
置
の
状
況
を
、
目
視

な
つ
て
い
る
こ
と
を
、

た
め
の
措
置

又
は
図
面
に
よ
り
検
査

目

視

に

よ

り

検

査

す

す
る
。

る
。

十
六
の
二

第
四
条

十
六
の
二

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］
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第
一
項
第
十
二
号

内
面
に
つ
い
て
、
飛
散

ロ
の
飛
散
し
た
火

し
た
火
薬
類
の
浸
透
又

薬
類
の
浸
透
又
は

は
浸
入
を
防
止
す
る
た

浸
入
を
防
止
す
る

め
の
措
置
の
状
況
を
、

た
め
の
措
置
及
び

目
視
又
は
図
面
に
よ
り

飛
散
し
た
火
薬
類

検
査
し
、
及
び
飛
散
し

を
容
易
に
除
去
で

た
火
薬
類
を
容
易
に
除

き
る
措
置

去
す
る
た
め
の
措
置
の

状
況
を
、
目
視
又
は
図

面
に
よ
り
検
査
す
る
。

た
だ
し
、
火
薬
類
が
飛

散
す
る
お
そ
れ
が
な
い

場
合
に
は
、
当
該
お
そ
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れ
が
な
い
こ
と
を
、
目

視
、
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。

十
六
の
三

第
四
条

十
六
の
三

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
二
号

床
面
に
つ
い
て
、
火
薬

ハ
の
床
面
の
、
火

類
が
落
下
す
る
こ
と
に

薬
類
が
落
下
す
る

よ
り
爆
発
し
又
は
発
火

こ
と
に
よ
り
爆
発

す
る
こ
と
を
防
止
す
る

し
又
は
発
火
す
る

た
め
の
措
置
の
状
況
を

こ
と
を
防
止
す
る

目
視
又
は
図
面
に
よ
り

た
め
の
措
置

検
査
す
る
。
た
だ
し
、

火
薬
類
が
床
面
に
こ
ぼ

れ
又
は
落
下
す
る
お
そ
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れ
が
な
い
場
合
は
、
当

該
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

を
、
目
視
、
図
面
又
は

記
録
に
よ
り
検
査
し
、

火
薬
類
が
落
下
す
る
こ

と
に
よ
り
爆
発
し
又
は

発
火
す
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
は
、
当
該
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
を
、
目

視
、
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。

十
六
の
四

第
四
条

十
六
の
四

第
四
条
第
一

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
二
号

項
第
十
二
号
ニ
の
危
険
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ニ
の
危
険
工
室
の

工
室
の
床
面
の
材
料
を

床
面

、
目
視
又
は
図
面
に
よ

り
検
査
す
る
。

十
七

削
除

十
七

削
除

十
七

第
四
条
第
一

十
七

危
険
工
室
の
床
面

項
第
十
三
号
の
危

の
材
料
の
種
類
及
び
火

険
工
室
の
床
面

薬
類
の
浸
透
又
は
そ
の

粉
末
が
侵
入
し
な
い
よ

う
な
措
置
の
状
況
を
、

目

視

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
八

第
四
条
第
一

十
八

危
険
工
室
内
に
原

十
八

第
四
条
第
一

十
八

危
険
工
室
内
に
据

項
第
十
四
号
の
危

動
機
及
び
温
湿
度
調
整

項
第
十
四
号
の
危

付
け
た
原
動
機
及
び
温

険
工
室
内
の
原
動

装
置
が
据
付
け
ら
れ
て

険
工
室
内
の
原
動

湿
度
調
整
装
置
の
爆
発
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機
及
び
温
湿
度
調

い
な
い
こ
と
を
、
目
視

機
及
び
温
湿
度
調

又
は
発
火
を
起
こ
す
お

整
装
置
据
付
け
制

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

整
装
置
据
付
け
制

そ
れ
の
な
い
措
置
の
状

限

だ
し
、
火
薬
類
の
爆
発

限

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

又
は
発
火
を
起
こ
す
お

査
す
る
。

そ
れ
が
な
い
場
合
に
は

、
当
該
お
そ
れ
が
な
い

こ
と
を
、
目
視
、
図
面

又
は
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

十
八
の
二

第
四
条

十
八
の
二

無
煙
火
薬
を

第
一
項
第
十
四
号

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

の
二
の
温
湿
度
記

置
場
に
設
け
た
温
湿
度

録
計
及
び
温
湿
度

記
録
計
の
床
面
か
ら
の
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調
整
装
置

高
さ
を
、
巻
き
尺
そ
の

他
の
測
定
器
具
を
用
い

た
測
定
に
よ
り
検
査
し

、
か
つ
、
温
湿
度
調
整

装
置
が
防
爆
性
能
を
有

す
る
構
造
と
な
つ
て
い

る
こ
と
を
、
目
視
及
び

図

面

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
九

第
四
条
第
一

十
九

危
険
工
室
内
の
機

十
九

第
四
条
第
一

十
九

危
険
工
室
内
に
据

項
第
十
五
号
イ
の

械
、
器
具
又
は
容
器
に

項
第
十
五
号
の
危

付
け
又
は
備
え
付
け
た

危
険
工
室
内
の
機

つ
い
て
、
摩
擦
に
よ
り

険
工
室
内
の
機
械

機
械
、
器
具
又
は
容
器

械
、
器
具
又
は
容

火
薬
類
が
爆
発
し
又
は

、
器
具
又
は
容
器

に
つ
い
て
、
鉄
と
鉄
と
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器
の
、
摩
擦
に
よ

発
火
し
な
い
構
造
と
な

の
摩
擦
が
な
く
、
摩
擦

り
火
薬
類
が
爆
発

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

部
に
は
滑
剤
を
塗
布
し

し
又
は
発
火
し
な

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

、
か
つ
、
動
揺
、
脱
落

い
構
造

査
す
る
。
た
だ
し
、
摩

、
腐
し
ょ
く
又
は
火
薬

擦
に
よ
り
火
薬
類
が
爆

類
の
粉
末
の
付
着
若
し

発
し
又
は
発
火
す
る
お

く
は
侵
入
を
防
ぐ
構
造

そ
れ
が
な
い
場
合
に
は

と
な
つ
て
い
る
こ
と
を

、
当
該
お
そ
れ
が
な
い

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

こ
と
を
、
目
視
、
図
面

る
。

又
は
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。

十
九
の
二

第
四
条

十
九
の
二

危
険
工
室
内

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
五
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容
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ロ
の
危
険
工
室
内

器
に
つ
い
て
、
振
動
又

の
機
械
、
器
具
又

は
衝
撃
に
よ
り
火
薬
類

は
容
器
の
、
振
動

が
爆
発
し
又
は
発
火
し

又
は
衝
撃
に
よ
り

な
い
構
造
と
な
つ
て
い

火
薬
類
が
爆
発
し

る
こ
と
を
、
目
視
又
は

又
は
発
火
し
な
い

図

面

に

よ

り

検

査

す

構
造

る
。
た
だ
し
、
振
動
又

は
衝
撃
に
よ
り
火
薬
類

が
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り
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検
査
す
る
。

十
九
の
三

第
四
条

十
九
の
三

危
険
工
室
内

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
五
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

ハ
の
危
険
工
室
内

器
に
つ
い
て
、
腐
食
に

の
機
械
、
器
具
又

よ
り
火
薬
類
が
変
質
し

は
容
器
の
、
腐
食

又
は
爆
発
し
若
し
く
は

に
よ
り
火
薬
類
が

発
火
し
な
い
構
造
と
な

変
質
し
又
は
爆
発

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

し
若
し
く
は
発
火

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

し
な
い
構
造

査
す
る
。
た
だ
し
、
腐

食
に
よ
り
火
薬
類
が
変

質
し
又
は
爆
発
し
若
し

く
は
発
火
す
る
お
そ
れ
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が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

を
、
目
視
、
図
面
又
は

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
九
の
四

第
四
条

十
九
の
四

危
険
工
室
内

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
五
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

ニ
の
危
険
工
室
内

器
に
つ
い
て
、
火
薬
類

の
機
械
、
器
具
又

の
付
着
、
浸
透
又
は
浸

は
容
器
の
、
火
薬

入
に
よ
り
火
薬
類
が
爆

類
の
付
着
、
浸
透

発
し
又
は
発
火
し
な
い

又
は
浸
入
に
よ
り

構
造
と
な
つ
て
い
る
こ

火
薬
類
が
爆
発
し

と
を
、
目
視
又
は
図
面
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又
は
発
火
し
な
い

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

構
造

だ
し
、
火
薬
類
の
付
着

、
浸
透
又
は
浸
入
に
よ

り
火
薬
類
が
爆
発
し
又

は
発
火
す
る
お
そ
れ
が

な
い
場
合
に
は
、
当
該

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

、
目
視
、
図
面
又
は
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十

第
四
条
第
一

二
十

危
険
工
室
内
の
暖

二
十

第
四
条
第
一

二
十

危
険
工
室
内
の
暖

項
第
十
六
号
の
危

房
装
置
に
つ
い
て
、
火

項
第
十
六
号
の
危

房
装
置
の
熱
源
の
種
類

険
工
室
内
の
暖
房

薬
類
の
爆
発
又
は
発
火

険
工
室
内
の
暖
房

、
設
置
の
状
況
及
び
そ

装
置

を
防
止
す
る
た
め
の
措

装
置

の
熱
面
に
火
薬
類
の
粉
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置
の
状
況
を
、
目
視
又

末
又
は
塵
あ
い
の
付
着

は
図
面
に
よ
り
検
査
す

を
避
け
る
措
置
の
状
況

る
と
と
も
に
、
燃
焼
し

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

や
す
い
物
と
の
隔
離
の

す
る
。

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。

二
十
一

第
四
条
第

二
十
一

危
険
工
室
内
の

二
十
一

第
四
条
第

二
十
一

危
険
工
室
内
の

一
項
第
十
七
号
の

パ
ラ
フ
ィ
ン
槽
に
つ
い

一
項
第
十
七
号
の

高
熱
源
を
使
用
す
る
パ

パ
ラ
フ
ィ
ン
の
過

て
、
パ
ラ
フ
ィ
ン
の
過

危
険
工
室
内
の
高

ラ
フ
ィ
ン
槽
に
付
け
ら

熱
に
よ
る
火
薬
類

熱
に
よ
る
火
薬
類
の
爆

熱
源
を
使
用
す
る

れ
た
安
全
装
置
の
取
付

の
爆
発
又
は
発
火

発
又
は
発
火
を
防
止
す

パ
ラ
フ
ィ
ン
槽
に

け
状
況
を
目
視
に
よ
り

を
防
止
す
る
た
め

る
た
め
の
措
置
の
状
況

付
け
ら
れ
た
安
全

検
査
し
、
及
び
当
該
安

の
措
置

を
、
目
視
、
図
面
又
は

装
置

全
装
置
の
機
能
を
、
作
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機
器
等
の
作
動
試
験
若

動
試
験
又
は
そ
の
記
録

し
く
は
そ
の
記
録
に
よ

に
よ
り
検
査
す
る
。

り
検
査
す
る
。

二
十
二

第
四
条
第

二
十
二

危
険
工
室
又
は

二
十
二

第
四
条
第

二
十
二

危
険
工
室
又
は

一
項
第
十
八
号
の

火
薬
類
一
時
置
場
を
照

一
項
第
十
八
号
の

火
薬
類
一
時
置
場
に
設

危
険
工
室
又
は
火

明
す
る
設
備
に
つ
い
て

危
険
工
室
又
は
火

け
ら
れ
た
照
明
設
備
の

薬
類
一
時
置
場
を

、
漏
電
、
可
燃
性
ガ
ス

薬
類
一
時
置
場
の

漏
電
、
可
燃
性
ガ
ス
、

照
明
す
る
設
備

、
粉
じ
ん
等
に
よ
り
火

照
明
設
備

粉
じ
ん
等
に
対
す
る
安

薬
類
が
爆
発
し
又
は
発

全
な
防
護
装
置
、
電
灯

火
す
る
こ
と
を
防
止
す

及
び
電
気
配
線
の
設
置

る
た
め
の
措
置
の
状
況

の
状
況
を
、
目
視
に
よ

を
、
目
視
又
は
図
面
に

り
検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ
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し
、
漏
電
、
可
燃
性
ガ

ス
、
粉
じ
ん
等
に
よ
り

火
薬
類
が
爆
発
し
又
は

発
火
す
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十
三

第
四
条
第

二
十
三

危
険
工
室
内
の

二
十
三

第
四
条
第

二
十
三

危
険
工
室
内
の

一
項
第
十
九
号
の

機
械
設
備
又
は
乾
燥
装

一
項
第
十
九
号
の

機
械
設
備
又
は
乾
燥
装

危
険
工
室
内
の
機

置
の
金
属
部
に
つ
い
て

危
険
工
室
内
の
機

置
の
金
属
部
の
接
地
の

械
設
備
又
は
乾
燥

、
接
地
の
状
況
を
、
接

械
設
備
又
は
乾
燥

状
況
を
、
接
地
抵
抗
測

装
置
の
金
属
部
に

地
抵
抗
測
定
用
器
具
を

装
置
の
金
属
部
の

定
用
器
具
を
用
い
た
測
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お
け
る
接
地

用
い
た
測
定
又
は
そ
の

接
地

定
又
は
そ
の
記
録
に
よ

記

録

に

よ

り

検

査

す

り
検
査
す
る
。

る
。

二
十
四

第
四
条
第

二
十
四

危
険
工
室
等
に

二
十
四

第
四
条
第

二
十
四

危
険
工
室
等
の

一
項
第
二
十
号
の

お
け
る
火
薬
類
の
種
類

一
項
第
二
十
号
の

掲
示
板
の
設
置
の
状
況

危
険
工
室
等
に
お

及
び
停
滞
量
、
同
時
に

危
険
工
室
等
の
掲

及
び
記
載
内
容
を
、
目

け
る
必
要
な
事
項

存
置
す
る
こ
と
が
で
き

示
板

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

の
掲
示

る
火
薬
類
の
原
料
及
び

最
大
数
量
、
定
員
、
注

意
事
項
そ
の
他
必
要
な

事
項
の
掲
示
の
状
況
並

び
に
記
載
内
容
を
、
目

視
に
よ
り
検
査
す
る
。
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二
十
五

［
略
］

二
十
五

［
略
］

二
十
五

［
略
］

二
十
五

［
略
］

二
十
六

削
除

二
十
六

削
除

二
十
六

第
四
条
第

二
十
六

火
薬
類
の
飛
散

一
項
第
二
十
二
号

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工

の
火
薬
類
の
飛
散

室
の
天
井
及
び
内
壁
に

す
る
お
そ
れ
の
あ

つ
い
て
、
隙
間
が
な
く

る
工
室
の
天
井
及

、
か
つ
、
水
洗
に
耐
え

び
内
壁

表
面
を
滑
ら
か
に
す
る

措
置
の
状
況
を
、
目
視

に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十
七

第
四
条
第

二
十
七

火
薬
類
及
び
そ

二
十
七

第
四
条
第

二
十
七

火
薬
類
及
び
そ

一
項
第
二
十
二
号

の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛

一
項
第
二
十
二
号

の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛

の
火
薬
類
及
び
そ

散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

の
二
の
火
薬
類
及

散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

の
原
料
の
粉
じ
ん

設
備
に
つ
い
て
、
粉
じ

び
そ
の
原
料
の
粉

設
備
の
粉
じ
ん
の
飛
散
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が
飛
散
す
る
お
そ

ん
の
飛
散
を
防
ぐ
た
め

じ
ん
が
飛
散
す
る

を
防
ぐ
措
置
の
状
況
を

れ
が
あ
る
設
備
の

の
措
置
の
状
況
を
、
目

お
そ
れ
の
あ
る
設

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

粉
じ
ん
の
飛
散
を

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

備
の
粉
じ
ん
の
飛

る
。

防
ぐ
た
め
の
措
置

散
を
防
ぐ
措
置

二
十
八

第
四
条
第

二
十
八

硝
化
設
備
、
乾

二
十
八

第
四
条
第

二
十
八

硝
化
設
備
、
乾

一
項
第
二
十
二
号

燥
設
備
そ
の
他
特
に
温

一
項
第
二
十
二
号

燥
設
備
そ
の
他
特
に
温

の
二
の
硝
化
設
備

度
の
変
化
が
起
こ
る
設

の
三
の
硝
化
設
備

度
の
変
化
が
起
こ
る
設

等
の
、
火
薬
類
の

備
に
つ
い
て
、
火
薬
類

等
の
温
度
測
定
装

備
の
温
度
測
定
装
置
の

温
度
変
化
に
よ
る

の
温
度
変
化
に
よ
る
爆

置

設
置
状
況
を
、
目
視
に

爆
発
又
は
発
火
を

発
又
は
発
火
を
防
止
す

よ
り
検
査
し
、
及
び
当

防
止
す
る
た
め
の

る
た
め
の
措
置
の
状
況

該
温
度
測
定
装
置
の
精

措
置

を
、
目
視
、
図
面
、
測

度
を
、
温
度
測
定
装
置

定
器
具
を
用
い
た
測
定

精
度
確
認
用
器
具
を
用
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若
し
く
は
そ
の
記
録
又

い
た
測
定
又
は
そ
の
記

は
機
器
等
の
作
動
試
験

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

若
し
く
は
そ
の
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。

二
十
九

第
四
条
第

二
十
九

火
薬
類
又
は
そ

二
十
九

第
四
条
第

二
十
九

火
薬
類
を
加
圧

一
項
第
二
十
二
号

の
原
料
を
加
圧
す
る
設

一
項
第
二
十
二
号

す
る
設
備
の
安
全
装
置

の
三
の
火
薬
類
又

備
に
つ
い
て
、
火
薬
類

の
四
の
加
圧
装
置

の
設
置
の
状
況
を
、
目

は
そ
の
原
料
を
過

又
は
そ
の
原
料
を
過
度

の
安
全
装
置

視
に
よ
り
検
査
し
、
及

度
に
加
圧
す
る
こ

に
加
圧
す
る
こ
と
を
防

び
当
該
安
全
装
置
の
機

と
を
防
ぐ
た
め
の

ぐ
た
め
の
措
置
の
状
況

能
を
作
動
試
験
又
は
そ

措
置

を
、
目
視
、
図
面
又
は

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

機
器
等
の
作
動
試
験
若

る
。

し
く
は
そ
の
記
録
に
よ
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り
検
査
す
る
。
た
だ
し

、
当
該
火
薬
類
又
は
そ

の
原
料
が
、
加
圧
に
よ

り
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

三
十

第
四
条
第
一

三
十

危
険
工
室
に
お
け

三
十

第
四
条
第
一

三
十

火
薬
類
の
製
造
中

項
第
二
十
二
号
の

る
静
電
気
に
よ
り
火
薬

項
第
二
十
二
号
の

に
静
電
気
を
発
生
し
、

四
の
静
電
気
に
よ

類
が
爆
発
し
又
は
発
火

五
の
静
電
気
を
発

爆
発
又
は
発
火
す
る
お

り
火
薬
類
が
爆
発

す
る
こ
と
を
防
止
す
る

生
し
、
爆
発
又
は

そ
れ
の
あ
る
設
備
の
静
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し
又
は
発
火
す
る

た
め
の
措
置
の
状
況
を

発
火
す
る
お
そ
れ

電
気
を
除
去
す
る
措
置

こ
と
を
防
止
す
る

、
目
視
、
図
面
又
は
測

の
あ
る
設
備
の
静

の
状
況
を
、
目
視
及
び

た
め
の
措
置

定
器
具
を
用
い
た
測
定

電
気
を
除
去
す
る

記

録

に

よ

り

検

査

す

若
し
く
は
そ
の
記
録
に

措
置

る
。

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

し
、
静
電
気
に
よ
り
火

薬
類
が
爆
発
し
又
は
発

火
す
る
お
そ
れ
が
な
い

場
合
に
は
、
当
該
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
を
、
目

視
、
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

三
十
の
二

第
四
条

三
十
の
二

雷
薬
又
は
滝
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第
一
項
第
二
十
二

剤
の
配
合
及
び
て
ん
薬

号
の
五
の
二
の
雷

を
行
う
危
険
工
室
の
床

薬
又
は
滝
剤
の
配

及
び
作
業
台
の
導
電
性

合
及
び
て
ん
薬
を

マ
ッ
ト
の
敷
設
並
び
に

行
う
危
険
工
室
の

接
地
の
状
況
を
、
目
視

床
及
び
作
業
台
の

及
び
記
録
に
よ
り
検
査

導
電
性
マ
ッ
ト
の

す
る
。

敷
設
並
び
に
接
地

三
十
一

削
除

三
十
一

削
除

三
十
一

第
四
条
第

三
十
一

静
電
気
に
よ
り

一
項
第
二
十
二
号

爆
発
又
は
発
火
の
お
そ

の
六
の
静
電
気
に

れ
の
あ
る
火
薬
類
を
取

よ
り
爆
発
又
は
発

り
扱
う
危
険
工
室
等
に

火
す
る
お
そ
れ
の

お
け
る
身
体
に
帯
電
し
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あ
る
火
薬
類
を
取

た
静
電
気
を
除
去
す
る

り
扱
う
危
険
工
室

設
備
の
設
置
の
状
況
を

等
に
お
け
る
身
体

、
目
視
に
よ
り
検
査
し

に
帯
電
し
た
静
電

、
及
び
接
地
の
状
況
を

気
除
去
設
備

、
接
地
抵
抗
測
定
用
器

具
を
用
い
た
測
定
又
は

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。

三
十
二

第
四
条
第

三
十
二

可
燃
性
ガ
ス
又

三
十
二

第
四
条
第

三
十
二

可
燃
性
ガ
ス
又

一
項
第
二
十
三
号

は
有
毒
ガ
ス
の
排
気
装

一
項
第
二
十
三
号

は
有
毒
ガ
ス
の
発
散
す

の
可
燃
性
ガ
ス
又

置
に
つ
い
て
、
設
置
の

の
可
燃
性
ガ
ス
等

る
お
そ
れ
の
あ
る
工
室

は
有
毒
ガ
ス
の
排

状
況
を
、
目
視
及
び
図

の
発
散
す
る
お
そ

の
ガ
ス
排
気
装
置
の
設

気
装
置

面
に
よ
り
検
査
し
、
及

れ
の
あ
る
工
室
の

置
の
状
況
を
、
目
視
及
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び
当
該
装
置
の
性
能
を

ガ
ス
排
気
装
置

び
図
面
に
よ
り
検
査
し

、
作
動
試
験
又
は
そ
の

、
及
び
当
該
装
置
の
性

記

録

に

よ

り

検

査

す

能
を
、
作
動
試
験
又
は

る
。
た
だ
し
、
可
燃
性

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

ガ
ス
又
は
有
毒
ガ
ス
が

す
る
。

発
散
す
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
四

第
四
条
第

三
十
四

火
薬
類
を
乾
燥

三
十
四

第
四
条
第

三
十
四

火
薬
類
を
乾
燥

一
項
第
二
十
四
号

す
る
工
室
内
に
設
置
さ

一
項
第
二
十
四
号

す
る
工
室
内
に
設
置
さ
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の
火
薬
類
を
乾
燥

れ
た
加
温
装
置
に
つ
い

の
火
薬
類
を
乾
燥

れ
た
加
温
装
置
の
設
置

す
る
工
室
内
の
加

て
、
乾
燥
中
に
火
薬
類

す
る
工
室
内
の
加

の
状
況
を
、
目
視
及
び

温
装
置

が
爆
発
し
又
は
発
火
し

温
装
置

図
面
に
よ
り
検
査
し
、

な
い
た
め
の
措
置
の
状

及
び
当
該
加
温
装
置
の

況
を
、
目
視
及
び
図
面

性
能
を
、
作
動
試
験
又

に
よ
り
検
査
し
、
及
び

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

当
該
加
温
装
置
の
性
能

査
す
る
。

を
、
作
動
試
験
又
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。

三
十
五

第
四
条
第

三
十
五

日
乾
場
の
乾
燥

三
十
五

第
四
条
第

三
十
五

日
乾
場
の
乾
燥

一
項
第
二
十
四
号

台
に
つ
い
て
、
火
薬
類

一
項
第
二
十
四
号

台
の
高
さ
を
、
巻
尺
そ

の
二
の
日
乾
場
の

の
落
下
に
よ
る
爆
発
又

の
二
の
日
乾
場
の

の
他
の
測
定
器
具
を
用
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乾
燥
台

は
発
火
を
防
止
す
る
た

乾
燥
台

い
た
測
定
に
よ
り
検
査

め
の
措
置
及
び
砂
じ
ん

す
る
。

等
の
混
入
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
の
状
況
を

、
目
視
又
は
巻
尺
そ
の

他
の
測
定
器
具
を
用
い

た
測
定
に
よ
り
検
査
す

る
。

三
十
六

第
四
条
第

三
十
六

爆
発
の
危
険
の

三
十
六

第
四
条
第

三
十
六

爆
発
の
危
険
の

一
項
第
二
十
四
号

あ
る
日
乾
場
と
そ
の
他

一
項
第
二
十
四
号

あ
る
日
乾
場
と
そ
の
他

の
三
の
爆
発
の
危

施
設
と
の
間
に
設
置
し

の
三
の
爆
発
の
危

施
設
と
の
間
に
設
置
し

険
の
あ
る
日
乾
場

た
簡
易
土
堤
又
は
防
爆

険
の
あ
る
日
乾
場

た
簡
易
土
堤
又
は
防
爆

の
簡
易
土
堤
等
及

壁
を
、
別
表
第
二
第
十

の
簡
易
土
堤
等
及

壁
の
構
造
等
を
、
別
表
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び
発
火
の
危
険
の

七
項
又
は
別
表
第
二
第

び
発
火
の
危
険
の

第
二
第
十
六
項
各
号
又

あ
る
日
乾
場
と
そ

十
八
項
に
掲
げ
る
完
成

あ
る
日
乾
場
と
そ

は
別
表
第
二
第
十
七
項

の
他
の
施
設
と
の

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

の
他
の
施
設
と
の

に
掲
げ
る
完
成
検
査
の

間
へ
の
防
火
壁
の

査
し
、
発
火
の
危
険
の

間
へ
の
防
火
壁
の

方
法
に
よ
り
検
査
し
、

設
置
そ
の
他
の
延

あ
る
日
乾
場
と
そ
の
他

設
置
そ
の
他
延
焼

発
火
の
危
険
の
あ
る
日

焼
を
遮
断
す
る
た

の
施
設
と
の
間
へ
の
防

を
遮
断
す
る
措
置

乾
場
と
そ
の
他
の
施
設

め
の
措
置

火
壁
の
設
置
そ
の
他
の

と
の
間
へ
の
防
火
壁
の

延
焼
を
遮
断
す
る
た
め

設
置
そ
の
他
延
焼
を
遮

の
措
置
の
状
況
を
、
目

断
す
る
措
置
の
状
況
を

視
、
図
面
及
び
測
定
器

、
目
視
、
図
面
及
び
測

具
を
用
い
た
測
定
に
よ

定
器
具
を
用
い
た
測
定

り
検
査
し
、
及
び
当
該

に
よ
り
検
査
し
、
及
び

日
乾
場
と
そ
の
他
の
施

当
該
日
乾
場
と
そ
の
他
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設
と
の
距
離
を
、
巻
尺

の
施
設
と
の
距
離
を
、

そ
の
他
の
測
定
器
具
を

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器

用
い
た
測
定
に
よ
り
検

具
を
用
い
た
測
定
に
よ

査
す
る
。
た
だ
し
、
目

り
検
査
す
る
。
た
だ
し

視
及
び
図
面
に
よ
り
容

、
目
視
及
び
図
面
に
よ

易
に
判
定
で
き
る
場
合

り
容
易
に
判
定
で
き
る

に
限
り
、
目
視
及
び
図

場
合
に
限
り
、
目
視
及

面
に
よ
る
検
査
に
代
え

び
図
面
に
よ
る
検
査
に

る
こ
と
が
で
き
る
。

替

え

る

こ

と

が

で

き

る
。

三
十
七

第
四
条
第

三
十
七

日
乾
場
の
火
薬

三
十
七

第
四
条
第

三
十
七

日
乾
場
の
火
薬

一
項
第
二
十
四
号

類
を
放
冷
す
る
た
め
の

一
項
第
二
十
四
号

類
を
放
冷
す
る
た
め
の

の
四
の
日
乾
場
の

設
備
の
有
無
を
、
目
視

の
四
の
日
乾
場
の

設
備
の
有
無
を
、
目
視
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放
冷
す
る
た
め
の

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

放
冷
す
る
た
め
の

に
よ
り
検
査
す
る
。

設
備

だ
し
、
日
乾
作
業
終
了

設
備

後
火
薬
類
を
放
冷
す
る

必
要
が
な
い
場
合
に
は

、
火
薬
類
を
放
冷
す
る

必
要
が
な
い
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

三
十
七
の
二

第
四

三
十
七
の
二

星
打
ち
場

［
新
設
］

［
新
設
］

条
第
一
項
第
二
十

又
は
星
掛
け
場
に
お
け

四
号
の
五
の
星
打

る
日
光
の
直
射
を
防
ぐ

ち
場
又
は
星
掛
け

た
め
の
措
置
の
状
況
を

場
の
日
光
の
直
射

、
目
視
に
よ
り
検
査
す
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を
防
ぐ
た
め
の
措

る
。

置
三
十
八

第
四
条
第

三
十
八

爆
発
試
験
場
、

三
十
八

第
四
条
第

三
十
八

爆
発
試
験
場
、

一
項
第
二
十
五
号

燃
焼
試
験
場
、
発
射
試

一
項
第
二
十
五
号

燃
焼
試
験
場
、
発
射
試

イ
の
爆
発
試
験
場

験
場
又
は
廃
薬
焼
却
場

の
爆
発
試
験
場
等

験
場
又
は
廃
薬
焼
却
場

等

に
つ
い
て
、
危
険
区
域

に
つ
い
て
、
危
険
区
域

内
に
設
置
さ
れ
て
い
る

内
に
設
置
し
、
か
つ
、

こ
と
を
、
目
視
に
よ
り

そ
の
周
囲
の
樹
木
、
雑

検
査
す
る
。

草
等
を
伐
採
し
た
状
況

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

す
る
。

三
十
八
の
二

第
四

三
十
八
の
二

土
堤
又
は

［
新
設
］

［
新
設
］

条
第
一
項
第
二
十

防
爆
壁
を
設
置
し
た
も
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五
号
ロ
の
土
堤
、

の
に
つ
い
て
は
、
土
堤

防
爆
壁
又
は
防
火

又
は
防
爆
壁
を
、
別
表

壁
そ
の
他
の
延
焼

第
二
第
十
六
項
又
は
第

を
遮
断
す
る
た
め

十
八
項
に
掲
げ
る
完
成

の
措
置

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

査
し
、
防
火
壁
そ
の
他

の
延
焼
を
遮
断
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該

措
置
の
状
況
を
、
目
視

及
び
図
面
に
よ
り
検
査

す
る
。
た
だ
し
、
火
薬

類
が
爆
発
し
又
は
発
火
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す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺

の
施
設
に
危
害
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

三
十
八
の
三

第
四

三
十
八
の
三

周
囲
の
火

［
新
設
］

［
新
設
］

条
第
一
項
第
二
十

災
を
防
止
す
る
た
め
の

五
号
ハ
の
周
囲
の

措
置
の
状
況
を
、
目
視

火
災
を
防
止
す
る

、
図
面
又
は
機
器
等
の

た
め
の
措
置

作
動
試
験
若
し
く
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す
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る
。

三
十
九

第
四
条
第

三
十
九

火
薬
類
又
は
そ

三
十
九

第
四
条
第

三
十
九

火
薬
類
又
は
そ

一
項
第
二
十
六
号

の
原
料
を
運
搬
す
る
容

一
項
第
二
十
六
号

の
原
料
を
運
搬
す
る
容

の
火
薬
類
等
の
運

器
に
つ
い
て
、
当
該
火

の
火
薬
類
等
の
運

器
に
つ
い
て
、
収
容
物

搬
容
器

薬
類
又
は
そ
の
原
料
と

搬
容
器

と
化
学
反
応
を
起
こ
さ

化
学
反
応
を
起
こ
さ
な

な
い
材
料
を
使
用
し
、

い
材
料
を
使
用
し
、
か

か
つ
、
確
実
に
ふ
た
の

つ
、
確
実
に
蓋
の
で
き

で
き
る
構
造
と
な
つ
て

る
構
造
と
な
つ
て
い
る

い
る
こ
と
を
、
目
視
及

こ
と
を
、
目
視
及
び
記

び
記
録
に
よ
り
検
査
す

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

る
。

三
十
九
の
二

［
略

三
十
九
の
二

［
略
］

三
十
九
の
二

［
略

三
十
九
の
二

［
略
］

］

］
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四
十

第
四
条
第
一

四
十

危
険
区
域
内
で
火

四
十

第
四
条
第
一

四
十

危
険
区
域
内
で
火

項
第
二
十
七
号
の

薬
類
を
運
搬
す
る
運
搬

項
第
二
十
七
号
の

薬
類
を
運
搬
す
る
運
搬

危
険
区
域
内
で
火

車
に
つ
い
て
、
運
搬
す

危
険
区
域
内
で
火

車
の
構
造
を
、
目
視
及

薬
類
を
運
搬
す
る

る
火
薬
類
そ
の
他
周
囲

薬
類
を
運
搬
す
る

び
図
面
等
に
よ
り
検
査

運
搬
車

の
火
薬
類
の
爆
発
又
は

運
搬
車

す
る
。

発
火
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
の
状
況
を
、
目

視
及
び
図
面
等
に
よ
り

検
査
す
る
。

四
十
一

第
四
条
第

四
十
一

火
薬
類
の
運
搬

四
十
一

第
四
条
第

四
十
一

火
薬
類
の
運
搬

一
項
第
二
十
八
号

通
路
に
つ
い
て
、
路
面

一
項
第
二
十
八
号

通
路
の
路
面
の
状
況
を

の
火
薬
類
の
運
搬

及
び
勾
配
の
状
況
を
、

の
火
薬
類
の
運
搬

目
視
に
よ
り
検
査
し
、

通
路
の
路
面
及
び

目
視
又
は
測
定
器
具
を

通
路
の
路
面
及
び

当
該
路
面
の
こ
う
配
を
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勾
配

用
い
た
測
定
若
し
く
は

こ
う
配

水
準
器
そ
の
他
の
測
定

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

器
具
を
用
い
た
測
定
又

す
る
。

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
測
定
に
お
い
て
、
既

定
の
こ
う
配
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
が
目
視
に

よ
り
容
易
に
判
定
で
き

る
場
合
に
限
り
、
目
視

に
よ
る
検
査
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

製
造
設
備
が
定
置

２

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
つ

式
製
造
設
備
で
あ
つ
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て
、
不
発
弾
等
の
解

て
、
不
発
弾
等
の
解

撤
作
業
を
行
う
製
造

撤
作
業
を
行
う
製
造

施
設
の
場
合

施
設
の
場
合

一

第
四
条
第
二
項

一

前
項
第
一
号
か
ら
第

［
新
設
］

［
新
設
］

に
お
い
て
準
用
す

三
号
ま
で
、
第
六
号
、

る
第
四
条
第
一
項

第
八
号
、
第
十
号
、
第

第
一
号
か
ら
第
三

十
二
号
、
第
十
三
号
、

号
ま
で
、
第
五
号

第
十
四
号
か
ら
第
十
六

、
第
七
号
、
第
七

号
の
四
ま
で
、
第
十
八

号
の
三
、
第
九
号

号
か
ら
第
二
十
五
号
ま

、
第
九
号
の
二
、

で
、
第
二
十
七
号
、
第

第
十
号
か
ら
第
十

二
十
九
号
、
第
三
十
号

二
号
ま
で
、
第
十

、
第
三
十
二
号
か
ら
第
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四
号
か
ら
第
二
十

三
十
四
号
ま
で
、
第
三

二
号
ま
で
、
第
二

十
九
号
、
第
四
十
号
、

十
二
号
の
三
か
ら

第
四
十
一
号
に
掲
げ
る

第
二
十
四
号
ま
で

完
成
検
査
の
方
法
に
よ

、
第
二
十
六
号
、

り
検
査
を
行
う
。

第
二
十
七
号
及
び

第
二
十
八
号
に
掲

げ
る
検
査
項
目

二
～
五

［
略
］

二
～
五

［
略
］

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

［
削
る
］

［
削
る
］

五

第
四
条
第
二
項

五

不
発
弾
等
解
撤
工
室

第
五
号
の
不
発
弾

の
内
面
に
つ
い
て
、
土

等
解
撤
工
室(

鋼

砂
類
の
は
く
落
及
び
飛

製
チ
ャ
ン
バ
を
除

散
を
防
ぎ
、
か
つ
、
床
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く
。)

の
内
面

面
に
鉄
類
を
表
さ
な
い

構
造
と
な
つ
て
い
る
こ

と
を
、
目
視
に
よ
り
検

査
す
る
。

六

削
除

六

削
除

六

第
四
条
第
二
項

六

不
発
弾
等
解
撤
工
室

第
六
号
の
不
発
弾

の
床
面
の
材
料
の
種
類

等
解
撤
工
室
（
鋼

及
び
火
薬
類
の
浸
透
又

製
チ
ャ
ン
バ
を
除

は
そ
の
粉
末
が
侵
入
し

く
。
）
の
床
面

な
い
よ
う
な
措
置
の
状

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

査
す
る
。

七

［
略
］

七

［
略
］

七

［
略
］

七

［
略
］

八

第
四
条
第
二
項

八

遠
隔
操
作
に
よ
る
解

八

第
四
条
第
二
項

八

解
撤
設
備
が
遠
隔
操
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第
八
号
の
遠
隔
操

撤
設
備
の
設
置
の
状
況

第
八
号
の
遠
隔
操

作
で
き
る
も
の
に
あ
つ

作
に
よ
る
解
撤
設

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

作
に
よ
る
解
撤
設

て
は
、
そ
の
設
置
の
状

備

し
、
及
び
当
該
設
備
の

備

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

機
能
を
、
作
動
試
験
又

査
し
、
及
び
当
該
設
備

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

の
機
能
を
、
作
動
試
験

査
す
る
。

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

九

第
四
条
第
二
項

九

解
撤
作
業
中
に
お
け

九

第
四
条
第
二
項

九

解
撤
作
業
中
に
そ
の

第
九
号
の
温
度
上

る
温
度
上
昇
を
防
止
す

第
九
号
の
解
撤
作

温
度
が
上
昇
し
、
爆
発

昇
を
防
止
す
る
た

る
措
置
の
状
況
を
、
目

業
中
に
そ
の
温
度

又
は
発
火
す
る
お
そ
れ

め
の
措
置

視
、
図
面
又
は
機
器
等

が
上
昇
し
、
爆
発

が
あ
る
不
発
弾
等
を
取

の
作
動
試
験
若
し
く
は

又
は
発
火
す
る
お

り
扱
う
設
備
の
温
度
上

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

そ
れ
が
あ
る
不
発

昇
を
防
止
す
る
措
置
の
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す
る
。
た
だ
し
、
温
度

弾
等
を
取
り
扱
う

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

上
昇
に
よ
り
不
発
弾
等

設
備
の
温
度
上
昇

検
査
し
、
及
び
当
該
設

が
爆
発
し
又
は
発
火
す

を
防
止
す
る
措
置

備
の
機
能
を
、
作
動
試

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

り
検
査
す
る
。

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

十

［
略
］

十

［
略
］

十

［
略
］

十

［
略
］

十
一

第
四
条
第
二

十
一

不
発
弾
等
廃
薬
処

十
一

第
四
条
第
二

十
一

不
発
弾
等
廃
薬
処

項
第
十
一
号
イ
の

理
場
に
つ
い
て
、
危
険

項
第
十
一
号
の
不

理
場
に
つ
い
て
、
危
険

不
発
弾
等
廃
薬
処

区
域
内
に
設
置
さ
れ
て

発
弾
等
廃
薬
処
理

区
域
内
に
設
置
し
、
か

理
場

い
る
こ
と
を
、
目
視
に

場

つ
、
そ
の
周
囲
の
樹
木
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よ
り
検
査
す
る
。

、
雑
草
等
を
伐
採
し
た

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。

十
一
の
二

第
四
条

十
一
の
二

土
堤
又
は
防

［
新
設
］

［
新
設
］

第
二
項
第
十
一
号

爆
壁
を
設
置
し
た
も
の

ロ
の
土
堤
、
防
爆

に
つ
い
て
は
、
土
堤
又

壁
又
は
防
火
壁
そ

は
防
爆
壁
を
、
別
表
第

の
他
の
延
焼
を
遮

二
第
十
六
項
又
は
第
十

断
す
る
た
め
の
措

八
項
に
掲
げ
る
完
成
検

置

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

し
、
防
火
壁
そ
の
他
の

延
焼
を
遮
断
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
た
も
の
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に
つ
い
て
は
、
当
該
措

置
の
状
況
を
、
目
視
及

び
図
面
に
よ
り
検
査
す

る
。
た
だ
し
、
火
薬
類

が
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
こ
と
に
よ
り
周
辺
の

施
設
に
危
害
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
な
い
場
合
に

は
、
当
該
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
、
目
視
、
図

面
又
は
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。

十
一
の
三

第
四
条

十
一
の
三

周
囲
の
火
災

［
新
設
］

［
新
設
］
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第
二
項
第
十
一
号

を
防
止
す
る
た
め
の
措

ハ
の
周
囲
の
火
災

置
の
状
況
を
、
目
視
、

を
防
止
す
る
た
め

図
面
又
は
機
器
等
の
作

の
措
置

動
試
験
若
し
く
は
そ
の

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

３

製
造
設
備
が
移
動

３

製
造
設
備
が
移
動

式
製
造
設
備
で
あ
る

式
製
造
設
備
で
あ
る

製
造
施
設
の
場
合

製
造
施
設
の
場
合

一

第
四
条
の
二
第

一

製
造
所
の
標
識
及
び

一

第
四
条
の
二
第

一

製
造
所
の
標
識
、
掲

一
項
第
一
号
の
標

爆
発
又
は
発
火
に
関
し

一
項
第
一
号
の
標

示
板
、
境
界
さ
く
及
び

識
及
び
爆
発
又
は

必
要
な
事
項
の
掲
示
、

識
、
掲
示
板
、
移

警
戒
札
の
設
置
の
状
況

発
火
に
関
し
必
要

移
動
区
域
の
設
定
並
び

動
区
域
、
境
界
さ

並
び
に
危
険
区
域
の
設
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な
事
項
の
掲
示
、

に
警
戒
札
の
掲
示
の
状

く
及
び
警
戒
札

定
の
状
況
を
、
目
視
及

移
動
区
域
の
設
定

況
を
、
目
視
及
び
図
面

び
図
面
に
よ
り
検
査
す

並
び
に
警
戒
札
の

に
よ
り
検
査
す
る
。

る
。

掲
示
の
状
況

二

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

二

［
略
］

三

第
四
条
の
二
第

三

移
動
区
域
の
境
界
が

三

第
四
条
の
二
第

三

森
林
内
に
設
け
た
境

一
項
第
三
号
の
火

森
林
内
に
設
け
ら
れ
た

一
項
第
三
号
の
防

界
さ
く
沿
い
の
防
火
の

災
に
よ
る
延
焼
を

場
合
に
つ
い
て
、
火
災

火
の
た
め
の
空
地

た
め
の
空
地
の
幅
を
、

防
止
す
る
た
め
の

に
よ
る
延
焼
を
防
止
す

巻
き
尺
そ
の
他
の
測
定

措
置

る
た
め
の
措
置
の
状
況

器
具
を
用
い
た
測
定
に

を
、
目
視
、
図
面
、
巻

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

尺
そ
の
他
の
測
定
器
具

し
、
当
該
測
定
に
お
い

を
用
い
た
測
定
又
は
機

て
、
既
定
の
幅
を
満
た
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器
等
の
作
動
試
験
若
し

し
て
い
る
こ
と
が
目
視

く
は
そ
の
記
録
に
よ
り

に
よ
り
容
易
に
判
定
で

検
査
す
る
。

き
る
場
合
に
限
り
、
目

視
に
よ
る
検
査
に
替
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

四

第
四
条
の
二
第

四

移
動
式
製
造
設
備
用

四

第
四
条
の
二
第

四

移
動
式
製
造
設
備
用

一
項
第
四
号
の
移

工
室
の
有
無
を
、
目
視

一
項
第
四
号
の
移

工
室
の
有
無
を
、
目
視

動
式
製
造
設
備
用

に
よ
り
検
査
し
、
並
び

動
式
製
造
設
備
用

に
よ
り
検
査
す
る
。

工
室
の
有
無
並
び

に
別
表
第
一
第
一
項
第

工
室

に
第
四
条
の
二
に

十
号
、
第
十
一
号
、
第

お
い
て
準
用
す
る

十
四
号
か
ら
第
十
六
号

第
四
条
第
一
項
第

の
四
ま
で
、
第
十
八
号

七
号
の
三
、
第
八

か
ら
第
二
十
号
ま
で
、
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号
、
第
十
号
か
ら

第
二
十
二
号
か
ら
第
二

第
十
二
号
ま
で
、

十
五
号
ま
で
及
び
第
二

第
十
四
号
か
ら
第

十
七
号
の
方
法
に
よ
り

十
六
号
ま
で
及
び

検
査
す
る
。

第
十
八
号
か
ら
第

二
十
二
号
ま
で
に

掲
げ
る
検
査
項
目

五
～
七

［
略
］

五
～
七

［
略
］

五
～
七

［
略
］

五
～
七

［
略
］

八

第
四
条
の
二
第

八

移
動
区
域
内
に
ボ
イ

八

第
四
条
の
二
第

八

危
険
区
域
内
に
設
け

一
項
第
八
号
の
移

ラ
ー
室
及
び
煙
突
が
設

一
項
第
八
号
の
危

た
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

動
区
域
内
の
ボ
イ

置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

険
区
域
内
の
ボ
イ

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

ラ
ー
室
及
び
煙
突

を
、
目
視
又
は
図
面
に

ラ
ー
室
及
び
煙
突

検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ



- 133 -

し
、
移
動
区
域
内
に
、

固
体
燃
料
を
使
用
し
な

い
ボ
イ
ラ
ー
の
ボ
イ
ラ

ー
室
及
び
煙
突
が
設
置

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

九

削
除

九

削
除

九

第
四
条
の
二
第

九

移
動
式
製
造
設
備
用

一
項
第
九
号
の
避

工
室
に
設
置
さ
れ
て
い

雷
装
置

る
避
雷
装
置
の
構
造
等

を
、
別
表
第
二
第
十
四

項
に
掲
げ
る
完
成
検
査
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の
方
法
に
よ
り
検
査
す

る
。

十

削
除

十

削
除

十

第
四
条
の
二
第

十

移
動
式
製
造
設
備
用

一
項
第
十
号
の
移

工
室
の
設
置
の
状
況
及

動
式
製
造
設
備
用

び
耐
火
性
構
造
を
、
目

工
室
の
耐
火
性
構

視
及
び
図
面
に
よ
り
検

造

査
す
る
。

十
一

第
四
条
の
二

十
一

移
動
式
製
造
設
備

十
一

第
四
条
の
二

十
一

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
一
号

の
消
火
設
備
に
つ
い
て

第
一
項
第
十
一
号

の
耐
火
性
構
造
及
び
消

の
移
動
式
製
造
設

設
置
の
状
況
を
、
目
視

の
移
動
式
製
造
設

火
設
備
の
設
置
の
状
況

備
の
消
火
設
備

に
よ
り
検
査
す
る
。
ま

備
の
耐
火
性
構
造

を
、
目
視
及
び
図
面
に

た
、
当
該
消
火
設
備
の

及
び
消
火
設
備

よ
り
検
査
す
る
。
ま
た

性
能
を
、
作
動
試
験
又

、
当
該
消
火
設
備
の
性
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は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

能
を
、
作
動
試
験
又
は

査
す
る
。

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。

十
二

削
除

十
二

削
除

十
二

第
四
条
の
二

十
二

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
二
号

用
工
室
の
付
近
の
消
火

の
工
室
の
付
近
の

設
備
の
有
無
を
、
目
視

消
火
の
設
備

に
よ
り
検
査
す
る
。

十
三

削
除

十
三

削
除

十
三

第
四
条
の
二

十
三

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
三
号

用
工
室
に
設
け
た
窓
及

の
移
動
式
製
造
設

び
出
口
の
設
置
の
状
況

備
用
工
室
の
窓
、

、
構
造
並
び
に
窓
ガ
ラ

出
口
及
び
扉

ス
の
不
透
明
性
を
、
目

視
及
び
図
面
に
よ
り
検
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査
す
る
。

十
四

削
除

十
四

削
除

十
四

第
四
条
の
二

十
四

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
四
号

用
工
室
の
内
面
に
つ
い

の
移
動
式
製
造
設

て
、
土
砂
類
の
は
く
落

備
用
工
室
の
内
面

及
び
飛
散
を
防
ぎ
、
か

つ
、
床
面
に
鉄
類
を
表

さ
な
い
構
造
と
な
つ
て

い
る
こ
と
を
、
目
視
に

よ
り
検
査
す
る
。

十
五

［
略
］

十
五

［
略
］

十
五

［
略
］

十
五

［
略
］

十
六

削
除

十
六

削
除

十
六

第
四
条
の
二

十
六

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
六
号

の
床
面
の
特
定
硝
酸
ア

の
移
動
式
製
造
設

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が
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備
用
工
室
の
床
面

浸
透
し
、
又
は
、
侵
入

し
な
い
よ
う
な
措
置
の

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。

十
七

削
除

十
七

削
除

十
七

第
四
条
の
二

十
七

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
七
号

用
工
室
内
に
据
付
け
た

の
移
動
式
製
造
設

原
動
機
の
爆
発
又
は
発

備
用
工
室
内
の
原

火
を
起
こ
す
お
そ
れ
の

動
機
据
付
け
制
限

な
い
措
置
の
状
況
を
、

目

視

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
八

第
四
条
の
二

十
八

製
造
し
及
び
運
搬

十
八

第
四
条
の
二

十
八

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の

第
一
項
第
十
八
号

す
る
火
薬
類
並
び
に
周

第
一
項
第
十
八
号

構
造
等
を
目
視
、
図
面
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の
移
動
式
製
造
設

囲
の
火
薬
類
の
爆
発
又

の
移
動
式
製
造
設

及
び
測
定
器
具
を
用
い

備
の
移
動
方
法
及

は
発
火
を
起
こ
す
お
そ

備
の
移
動
方
法

た
測
定
に
よ
り
検
査
し

び
製
造
方
法

れ
が
な
い
車
両
が
使
用

、
及
び
移
動
式
製
造
設

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

備
の
移
動
に
用
い
る
デ

目
視
、
図
面
、
記
録
又

ィ
ー
ゼ
ル
車
の
動
力
に

は
測
定
器
具
を
用
い
た

つ
い
て
、
製
造
と
同
時

測
定
に
よ
り
検
査
し
、

に
移
動
に
使
用
で
き
ず

製
造
の
た
め
車
両
の
動

、
か
つ
、
製
造
に
使
用

力
を
使
用
す
る
場
合
に

し
な
い
場
合
に
爆
発
又

あ
つ
て
は
、
移
動
と
製

は
発
火
し
な
い
構
造
と

造
と
が
同
時
に
で
き
な

な
つ
て
い
る
こ
と
を
、

い
構
造
で
あ
る
こ
と
を

目
視
に
よ
り
検
査
し
、

、
目
視
、
図
面
又
は
記

必
要
に
応
じ
図
面
又
は
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録
に
よ
り
検
査
し
、
製

記

録

に

よ

り

検

査

す

造
の
た
め
車
両
の
動
力

る
。

を
使
用
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
製
造
の
た

め
の
動
力
は
、
特
定
硝

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆

薬
を
爆
発
し
又
は
発
火

さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

十
九

第
四
条
の
二

十
九

移
動
式
製
造
設
備

十
九

第
四
条
の
二

十
九

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
九
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

第
一
項
第
十
九
号

用
工
室
又
は
移
動
式
製
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イ
の
移
動
式
製
造

器
に
つ
い
て
、
摩
擦
に

の
移
動
式
製
造
設

造
設
備
に
据
付
け
又
は

設
備
の
機
械
、
器

よ
り
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

備
用
工
室
又
は
移

備
え
付
け
た
機
械
、
器

具
又
は
容
器
の
、

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が
爆
発

動
式
製
造
設
備
の

具
又
は
容
器
に
つ
い
て

摩
擦
に
よ
り
特
定

し
又
は
発
火
し
な
い
構

機
械
、
器
具
又
は

、
鉄
と
鉄
と
の
摩
擦
が

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と

容
器

な
く
、
摩
擦
部
に
は
滑

ム
系
爆
薬
が
爆
発

を
、
目
視
又
は
図
面
に

剤
を
塗
布
し
、
か
つ
、

し
又
は
発
火
し
な

よ
り
検
査
す
る
。

動
揺
、
脱
落
、
腐
し
ょ

い
構
造

く
又
は
特
定
硝
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の
付

着
、
浸
透
若
し
く
は
浸

入
を
防
ぐ
構
造
と
な
つ

て
い
る
こ
と
を
、
目
視

に
よ
り
検
査
す
る
。
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十
九
の
二

第
四
条

十
九
の
二

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ロ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
振

製
造
設
備
の
機
械

動
又
は
衝
撃
に
よ
り
特

、
器
具
又
は
容
器

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

の
、
振
動
又
は
衝

系
爆
薬
が
爆
発
し
又
は

撃
に
よ
り
特
定
硝

発
火
し
な
い
構
造
と
な

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

系
爆
薬
が
爆
発
し

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

又
は
発
火
し
な
い

査
す
る
。

構
造

十
九
の
三

第
四
条

十
九
の
三

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又
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九
号
ハ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
腐

製
造
設
備
の
機
械

食
に
よ
り
特
定
硝
酸
ア

、
器
具
又
は
容
器

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が

の
、
腐
食
に
よ
り

変
質
し
又
は
爆
発
し
若

特
定
硝
酸
ア
ン
モ

し
く
は
発
火
し
な
い
構

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と

変
質
し
又
は
爆
発

を
、
目
視
又
は
図
面
に

し
若
し
く
は
発
火

よ
り
検
査
す
る
。

し
な
い
構
造

十
九
の
四

第
四
条

十
九
の
四

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ニ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
特

製
造
設
備
の
機
械

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
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、
器
具
又
は
容
器

系
爆
薬
の
付
着
、
浸
透

の
、
特
定
硝
酸
ア

又
は
浸
入
に
よ
り
爆
発

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆

し
又
は
発
火
し
な
い
構

薬
の
付
着
、
浸
透

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と

又
は
浸
入
に
よ
り

を
、
目
視
又
は
図
面
に

爆
発
し
又
は
発
火

よ
り
検
査
す
る
。

し
な
い
構
造

十
九
の
五

第
四
条

十
九
の
五

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ホ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
振

製
造
設
備
の
機
械

動
、
衝
撃
等
に
よ
り
変

、
器
具
又
は
容
器

形
し
な
い
構
造
と
な
つ

が
振
動
、
衝
撃
等

て
い
る
こ
と
を
、
目
視
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に
よ
り
変
形
し
な

又
は
図
面
に
よ
り
検
査

い
構
造

す
る
。

二
十

削
除

二
十

削
除

二
十

第
四
条
の
二

二
十

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
二
十
号

用
工
室
又
は
移
動
式
製

の
移
動
式
製
造
設

造
設
備
の
暖
房
装
置
の

備
用
工
室
又
は
移

熱
源
の
種
類
、
設
置
の

動
式
製
造
設
備
の

状
況
及
び
そ
の
熱
面
に

暖
房
装
置

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

ム
系
爆
薬
又
は
塵
あ
い

の
付
着
を
避
け
る
措
置

の
状
況
を
、
目
視
に
よ

り
検
査
す
る
。

二
十
一

第
四
条
の

二
十
一

移
動
式
製
造
設

二
十
一

第
四
条
の

二
十
一

移
動
式
製
造
設
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二
第
一
項
第
二
十

備
に
設
け
ら
れ
た
照
明

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
又
は
移
動
式

一
号
の
移
動
式
製

設
備
の
漏
電
、
可
燃
性

一
号
の
移
動
式
製

製
造
設
備
に
設
け
ら
れ

造
設
備
を
照
明
す

ガ
ス
、
粉
じ
ん
等
に
対

造
設
備
用
工
室
又

た
照
明
設
備
の
漏
電
、

る
設
備

す
る
安
全
な
防
護
装
置

は
移
動
式
製
造
設

可
燃
性
ガ
ス
、
粉
じ
ん

、
電
灯
及
び
電
気
配
線

備
の
照
明
設
備

等
に
対
す
る
安
全
な
防

の
設
置
の
状
況
を
、
目

護
装
置
、
電
灯
及
び
電

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

気
配
線
の
設
置
の
状
況

査
す
る
。

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

す
る
。

二
十
二

第
四
条
の

二
十
二

移
動
式
製
造
設

二
十
二

第
四
条
の

二
十
二

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
の
機
械
設
備
の
金
属

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
又
は
移
動
式

二
号
の
移
動
式
製

部
に
つ
い
て
、
接
地
の

二
号
の
移
動
式
製

製
造
設
備
の
機
械
設
備

造
設
備
の
機
械
設

状
況
を
、
接
地
抵
抗
測

造
設
備
用
工
室
又

の
金
属
部
の
接
地
の
状
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備
の
金
属
部
に
お

定
用
器
具
を
用
い
た
測

は
移
動
式
製
造
設

況
を
、
接
地
抵
抗
測
定

け
る
接
地

定
又
は
そ
の
記
録
に
よ

備
の
機
械
設
備
の

用
器
具
を
用
い
た
測
定

り
検
査
す
る
。

金
属
部
の
接
地

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

二
十
三

第
四
条
の

二
十
三

移
動
式
製
造
設

二
十
三

第
四
条
の

二
十
三

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
又
は
廃
薬
焼
却
場
の

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
、
移
動
式
製

三
号
の
移
動
式
製

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

三
号
の
移
動
式
製

造
設
備
又
は
廃
薬
焼
却

造
設
備
又
は
廃
薬

ム
系
爆
薬
の
停
滞
量
、

造
設
備
用
工
室
、

場
の
掲
示
板
の
設
置
の

焼
却
場
に
お
け
る

同
時
に
存
置
す
る
こ
と

移
動
式
製
造
設
備

状
況
及
び
記
載
内
容
を

特
定
硝
酸
ア
ン
モ

が
で
き
る
特
定
硝
酸
ア

又
は
廃
薬
焼
却
場

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の

の
掲
示
板

る
。

停
滞
量
等
の
掲
示

原
料
の
種
類
及
び
最
大

数
量
、
定
員
、
注
意
事
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項
そ
の
他
必
要
な
事
項

の
掲
示
の
状
況
並
び
に

記
載
事
項
を
、
目
視
に

よ
り
検
査
す
る
。

二
十
四

削
除

二
十
四

削
除

二
十
四

第
四
条
の

二
十
四

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
に
面
し
て
設

四
号
の
移
動
式
製

置
さ
れ
た
普
通
木
造
建

造
設
備
用
工
室
に

築
物
の
耐
火
的
措
置
の

面
し
た
普
通
木
造

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

建
築
物
の
耐
火
的

検
査
す
る
。

措
置

二
十
五

削
除

二
十
五

削
除

二
十
五

第
四
条
の

二
十
五

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
の
天
井
及
び
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五
号
の
移
動
式
製

内
壁
に
つ
い
て
、
隙
間

造
設
備
用
工
室
の

が
な
く
、
か
つ
、
水
洗

天
井
及
び
内
壁

に
耐
え
表
面
を
滑
ら
か

に
す
る
措
置
の
状
況
を

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

る
。

二
十
六

第
四
条
の

二
十
六

移
動
式
製
造
設

二
十
六

第
四
条
の

二
十
六

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
の
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
又
は
移
動
式

六
号
の
移
動
式
製

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
及
び
そ

六
号
の
移
動
式
製

製
造
設
備
の
特
定
硝
酸

造
設
備
の
粉
じ
ん

の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛

造
設
備
用
工
室
又

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

の
飛
散
を
防
ぐ
た

散
を
防
ぐ
た
め
の
措
置

は
移
動
式
製
造
設

及
び
そ
の
原
料
の
粉
じ

め
の
措
置

の
状
況
を
、
目
視
に
よ

備
の
粉
じ
ん
の
飛

ん
の
飛
散
を
防
ぐ
措
置

り
検
査
す
る
。

散
を
防
ぐ
措
置

の
状
況
を
、
目
視
に
よ
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り
検
査
す
る
。

二
十
七
・
二
十
八

二
十
七
・
二
十
八

［
略

二
十
七
・
二
十
八

二
十
七
・
二
十
八

［
略

［
略
］

］

［
略
］

］

二
十
九

第
四
条
の

二
十
九

移
動
式
製
造
設

二
十
九

第
四
条
の

二
十
九

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
の
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

二
第
一
項
第
二
十

備
で
、
特
定
硝
酸
ア
ン

九
号
の
移
動
式
製

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
と
直
接

九
号
の
移
動
式
製

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
と
直

造
設
備
の
特
定
硝

触
れ
る
回
転
部
の
摩
擦

造
設
備
で
、
特
定

接
触
れ
る
回
転
部
と
内

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

に
よ
り
当
該
特
定
硝
酸

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

壁
の
間
隙
に
つ
い
て
、

系
爆
薬
と
直
接
触

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

ム
系
爆
薬
と
直
接

目
視
及
び
記
録
に
よ
り

れ
る
回
転
部
の
摩

が
爆
発
し
又
は
発
火
し

触
れ
る
回
転
部
と

検
査
す
る
。

擦
に
よ
り
当
該
特

な
い
措
置
を
、
目
視
及

内
壁
の
間
隙

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

び
記
録
に
よ
り
検
査
す

ウ
ム
系
爆
薬
が
爆

る
。
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発
し
又
は
発
火
し

な
い
措
置

三
十

第
四
条
の
二

三
十

移
動
式
製
造
設
備

三
十

第
四
条
の
二

三
十

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
三
十
号

に
備
え
付
け
る
収
納
又

第
一
項
第
三
十
号

に
備
え
付
け
る
収
納
又

の
移
動
式
製
造
設

は
装
塡
す
る
た
め
の
ホ

の
移
動
式
製
造
設

は
装
て
ん
す
る
た
め
の

備
に
備
え
付
け
る

ー
ス
の
摩
擦
、
衝
撃
及

備
に
備
え
付
け
る

ホ
ー
ス
の
摩
擦
、
衝
撃

収
納
又
は
装
塡
す

び
静
電
気
に
対
す
る
安

収
納
又
は
装
て
ん

及
び
静
電
気
に
対
す
る

る
た
め
の
ホ
ー
ス

全
な
措
置
の
状
況
を
、

す
る
た
め
の
ホ
ー

安
全
な
措
置
の
状
況
を

の
摩
擦
、
衝
撃
及

目
視
及
び
記
録
に
よ
り

ス
の
摩
擦
、
衝
撃

、
目
視
及
び
記
録
に
よ

び
静
電
気
に
対
す

検
査
す
る
。

及
び
静
電
気
に
対

り
検
査
す
る
。

る
安
全
な
措
置

す
る
安
全
な
措
置

三
十
一

第
四
条
の

三
十
一

特
定
硝
酸
ア
ン

三
十
一

第
四
条
の

三
十
一

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
三
十

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は

二
第
一
項
第
三
十

備
の
う
ち
、
特
定
硝
酸
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一
号
の
特
定
硝
酸

そ
の
原
料
を
加
圧
す
る

一
号
の
移
動
式
製

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系

設
備
に
つ
い
て
、
当
該

造
設
備
の
う
ち
、

又
は
そ
の
原
料
を
加
圧

爆
薬
又
は
そ
の
原

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

特
定
硝
酸
ア
ン
モ

す
る
設
備
の
安
全
装
置

料
を
過
度
に
加
圧

ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又

の
設
置
の
状
況
を
、
目

す
る
こ
と
を
防
ぐ

料
を
過
度
に
加
圧
す
る

は
そ
の
原
料
を
加

視
に
よ
り
検
査
し
、
及

た
め
の
措
置

こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
措

圧
す
る
設
備
で
、

び
当
該
安
全
装
置
の
機

置
の
状
況
を
、
目
視
、

発
火
又
は
爆
発
す

能
を
作
動
試
験
又
は
そ

図
面
又
は
機
器
等
の
作

る
お
そ
れ
の
あ
る

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

動
試
験
若
し
く
は
そ
の

設
備
の
安
全
装
置

る
。

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。
た
だ
し
、
当
該
特

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

系
爆
薬
又
は
そ
の
原
料
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が
、
加
圧
に
よ
り
爆
発

し
又
は
発
火
す
る
お
そ

れ
が
な
い
場
合
に
は
、

当
該
お
そ
れ
が
な
い
こ

と
を
、
目
視
、
図
面
又

は
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。

三
十
二

第
四
条
の

三
十
二

特
定
硝
酸
ア
ン

三
十
二

第
四
条
の

三
十
二

特
定
硝
酸
ア
ン

二
第
一
項
第
三
十

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
及
び

二
第
一
項
第
三
十

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
及
び

二
号
の
特
定
硝
酸

そ
の
原
料
を
運
搬
す
る

二
号
の
特
定
硝
酸

そ
の
原
料
を
運
搬
す
る

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系

容
器
に
つ
い
て
、
当
該

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系

容
器
に
つ
い
て
、
収
容

爆
薬
及
び
そ
の
原

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

爆
薬
及
び
そ
の
原

物
と
化
学
反
応
を
起
こ

料
の
運
搬
容
器

ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原

料
の
運
搬
容
器

さ
な
い
材
料
を
使
用
し
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料
と
化
学
反
応
を
起
こ

、
か
つ
、
確
実
に
ふ
た

さ
な
い
材
料
を
使
用
し

の
で
き
る
構
造
と
な
つ

、
か
つ
、
確
実
に
蓋
の

て
い
る
こ
と
を
、
目
視

で
き
る
構
造
と
な
つ
て

及
び
記
録
に
よ
り
検
査

い
る
こ
と
を
、
目
視
及

す
る
。

び
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。

三
十
三

第
四
条
の

三
十
三

廃
薬
焼
却
場
に

三
十
三

第
四
条
の

三
十
三

移
動
区
域
内
の

二
第
一
項
第
三
十

つ
い
て
、
移
動
区
域
内

二
第
一
項
第
三
十

廃
薬
焼
却
場
に
つ
い
て

三
号
イ
の
廃
薬
焼

に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

三
号
の
廃
薬
焼
却

、
移
動
区
域
内
に
設
置

却
場

と
を
、
目
視
に
よ
り
検

場

し
、
か
つ
、
そ
の
周
囲

査
す
る
。

の
樹
木
、
雑
草
等
を
伐

採
し
た
状
況
を
、
目
視
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に
よ
り
検
査
す
る
。

三
十
三
の
二

第
四

三
十
三
の
二

土
堤
又
は

［
新
設
］

［
新
設
］

条
の
二
第
一
項
第

防
爆
壁
を
設
置
し
た
も

三
十
三
号
ロ
の
土

の
に
つ
い
て
は
、
土
堤

堤
、
防
爆
壁
又
は

又
は
防
爆
壁
を
、
別
表

防
火
壁
そ
の
他
の

第
二
第
十
六
項
又
は
第

延
焼
を
遮
断
す
る

十
八
項
に
掲
げ
る
完
成

た
め
の
措
置

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

査
し
、
防
火
壁
そ
の
他

の
延
焼
を
遮
断
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該

措
置
の
状
況
を
、
目
視
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及
び
図
面
に
よ
り
検
査

す
る
。
た
だ
し
、
火
薬

類
が
爆
発
し
又
は
発
火

す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺

の
施
設
に
危
害
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

三
十
三
の
三

第
四

三
十
三
の
三

周
囲
の
火

［
新
設
］

［
新
設
］

条
の
二
第
一
項
第

災
を
防
止
す
る
た
め
の

三
十
三
号
ハ
の
周

措
置
の
状
況
を
、
目
視
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囲
の
火
災
を
防
止

、
図
面
又
は
機
器
等
の

す
る
た
め
の
措
置

作
動
試
験
若
し
く
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。

別
表
第
三

（
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
関
係
）

別
表
第
三

（
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
関
係
）

検
査
項
目

保
安
検
査
の
方
法

検
査
項
目

保
安
検
査
の
方
法

１

製
造
設
備
が
定
置

１

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
つ

式
製
造
設
備
で
あ
つ

て
、
火
薬
類
の
製
造

て
、
火
薬
類
の
製
造

作
業
を
行
う
製
造
施

作
業
を
行
う
製
造
施

設
の
場
合

設
の
場
合

一

第
四
条
第
一
項

一

製
造
所
の
標
識
及
び

一

第
四
条
第
一
項

一

製
造
所
の
標
識
、
掲
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第
一
号
の
標
識
及

爆
発
又
は
発
火
に
関
し

第
一
号
の
標
識
、

示
板
、
危
険
区
域
、
境

び
爆
発
又
は
発
火

必
要
な
事
項
の
掲
示
、

掲
示
板
、
危
険
区

界
さ
く
及
び
警
戒
札
等

に
関
し
必
要
な
事

危
険
区
域
の
設
定
、
危

域
、
境
界
さ
く
及

の
維
持
管
理
状
況
を
、

項
の
掲
示
、
危
険

険
区
域
が
明
確
に
判
別

び
警
戒
札
等

目

視

に

よ

り

検

査

す

区
域
の
設
定
、
危

で
き
る
よ
う
な
措
置
並

る
。

険
区
域
が
明
確
に

び
に
警
戒
札
の
掲
示
の

判
別
で
き
る
よ
う

維
持
管
理
状
況
を
、
目

な
措
置
並
び
に
警

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

戒
札
の
掲
示
の
状

況
二

第
四
条
第
一
項

二

危
険
区
域
に
設
置
し

二

第
四
条
第
一
項

二

危
険
区
域
に
設
置
し

第
二
号
の
危
険
区

た
施
設
の
種
類
を
、
目

第
二
号
の
危
険
区

た
施
設
の
種
類
を
、
目

域
の
施
設
の
設
置

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

域
の
施
設
設
置
制

視
に
よ
り
検
査
す
る
。
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制
限

限

三

第
四
条
第
一
項

三

危
険
区
域
の
境
界
が

三

第
四
条
第
一
項

三

森
林
内
に
設
け
た
境

第
三
号
の
火
災
に

森
林
内
に
設
け
ら
れ
た

第
三
号
の
防
火
の

界
さ
く
沿
い
の
防
火
の

よ
る
延
焼
を
防
止

場
合
に
つ
い
て
、
火
災

た
め
の
空
地

た
め
の
空
地
の
維
持
管

す
る
た
め
の
措
置

に
よ
る
延
焼
を
防
止
す

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

る
た
め
の
措
置
の
維
持

り
検
査
す
る
。

管
理
状
況
を
、
目
視
、

図
面
、
巻
き
尺
そ
の
他

の
測
定
器
具
を
用
い
た

測
定
又
は
機
器
等
の
作

動
試
験
若
し
く
は
そ
の

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。
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四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

四
・
五

［
略
］

六

第
四
条
第
一
項

六

危
険
区
域
内
に
ボ
イ

六

第
四
条
第
一
項

六

危
険
区
域
内
に
設
け

第
五
号
の
危
険
区

ラ
ー
室
及
び
煙
突
が
設

第
五
号
の
危
険
区

た
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

域
内
の
ボ
イ
ラ
ー

置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

域
内
の
ボ
イ
ラ
ー

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

室
及
び
煙
突

を
、
目
視
又
は
図
面
に

室
及
び
煙
突

検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

し
、
危
険
区
域
内
に
、

固
体
燃
料
を
使
用
し
な

い
ボ
イ
ラ
ー
の
ボ
イ
ラ

ー
室
及
び
煙
突
が
設
置

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

種
類
を
、
記
録
に
よ
り
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検
査
す
る
。

六
の
二

第
四
条
第

六
の
二

危
険
区
域
内
に

［
新
設
］

［
新
設
］

一
項
第
五
号
の
二

設
け
た
原
料
薬
品
貯
蔵

の
危
険
区
域
内
の

所
に
貯
蔵
す
る
火
薬
類

原
料
薬
品
貯
蔵
所

の
原
料
と
な
る
薬
品
の

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

七

［
略
］

七

［
略
］

七

［
略
］

七

［
略
］

八

第
四
条
第
一
項

八

煙
火
等
の
製
造
所
以

八

第
四
条
第
一
項

八

煙
火
等
の
製
造
所
以

第
七
号
の
煙
火
等

外
の
製
造
所
の
爆
発
の

第
七
号
の
煙
火
等

外
の
製
造
所
の
爆
発
の

の
製
造
所
以
外
の

危
険
の
あ
る
工
室
又
は

の
製
造
所
以
外
の

危
険
の
あ
る
工
室
又
は

製
造
所
の
爆
発
の

火
薬
類
一
時
置
場
に
設

製
造
所
の
爆
発
の

火
薬
類
一
時
置
場
に
設

危
険
の
あ
る
工
室

け
た
土
堤
の
維
持
管
理

危
険
の
あ
る
工
室

け
た
土
堤
の
維
持
管
理
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又
は
火
薬
類
一
時

状
況
を
、
別
表
第
四
第

又
は
火
薬
類
一
時

状
況
を
、
別
表
第
四
第

置
場
の
土
堤
及
び

十
六
項
に
掲
げ
る
保
安

置
場
の
土
堤
及
び

十
五
項
各
号
に
掲
げ
る

防
爆
壁

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

防
爆
壁

保
安
検
査
の
方
法
に
よ

査
す
る
。
た
だ
し
、
放

り
検
査
す
る
。
た
だ
し

爆
式
構
造
又
は
準
放
爆

、
放
爆
式
構
造
又
は
準

式
構
造
の
危
険
工
室
等

放
爆
式
構
造
の
危
険
工

を
互
い
に
連
接
し
て
い

室
等
を
互
い
に
連
接
し

る
場
合
で
あ
つ
て
、
土

て
い
る
場
合
で
あ
つ
て

堤
に
代
え
て
防
爆
壁
を

、
土
堤
に
替
え
て
防
爆

設
け
た
も
の
に
つ
い
て

壁
を
設
け
た
も
の
に
つ

は
、
当
該
防
爆
壁
の
維

い
て
は
、
当
該
防
爆
壁

持
管
理
状
況
を
、
別
表

の
維
持
管
理
状
況
を
、

第
四
第
十
八
項
に
掲
げ

別
表
第
四
第
十
七
項
各
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る
保
安
検
査
の
方
法
に

号
に
掲
げ
る
保
安
検
査

よ
り
検
査
す
る
。
な
お

の
方
法
に
よ
り
検
査
す

、
実
包
、
空
包
若
し
く

る
。
な
お
、
実
包
、
空

は
推
進
的
爆
発
の
用
途

包
若
し
く
は
推
進
的
爆

に
供
せ
ら
れ
る
火
薬
で

発
の
用
途
に
供
せ
ら
れ

あ
つ
て
ロ
ケ
ッ
ト
の
推

る
火
薬
で
あ
つ
て
ロ
ケ

進
に
用
い
ら
れ
る
も
の

ッ
ト
の
推
進
に
用
い
ら

を
保
管
す
る
火
薬
類
一

れ
る
も
の
を
保
管
す
る

時
置
場
の
場
合
で
あ
つ

火
薬
類
一
時
置
場
の
場

て
、
土
堤
を
省
略
し
た

合
で
あ
つ
て
、
土
堤
を

も
の
に
つ
い
て
は
、
当

省
略
し
た
も
の
に
つ
い

該
火
薬
類
一
時
置
場
の

て
は
、
当
該
火
薬
類
一

維
持
管
理
状
況
を
、
別

時
置
場
の
維
持
管
理
状
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表
第
四
第
十
二
項
第
一

況
を
、
別
表
第
四
第
十

号
に
掲
げ
る
保
安
検
査

一
項
各
号
に
掲
げ
る
保

の
方
法
に
よ
り
検
査
し

安
検
査
の
方
法
に
よ
り

、
導
火
線
を
保
管
す
る

検
査
し
、
導
火
線
を
保

火
薬
類
一
時
置
場
の
場

管
す
る
火
薬
類
一
時
置

合
で
あ
つ
て
、
土
堤
を

場
の
場
合
で
あ
つ
て
、

省
略
し
た
も
の
に
つ
い

土
堤
を
省
略
し
た
も
の

て
は
、
当
該
火
薬
類
一

に
つ
い
て
は
、
当
該
火

時
置
場
の
維
持
管
理
状

薬
類
一
時
置
場
の
維
持

況
を
、
別
表
第
四
第
十

管
理
状
況
を
、
別
表
第

四
項
に
掲
げ
る
保
安
検

四
第
十
三
項
各
号
に
掲

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

げ
る
保
安
検
査
の
方
法

す
る
。

に
よ
り
検
査
す
る
。
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九

第
四
条
第
一
項

九

土
堤
、
簡
易
土
堤
又

九

第
四
条
第
一
項

九

土
堤
等
の
維
持
管
理

第
七
号
の
二
の
煙

は
防
爆
壁
の
維
持
管
理

第
七
号
の
二
の
煙

状
況
を
、
別
表
第
四
第

火
等
の
製
造
所
の

状
況
を
、
別
表
第
四
第

火
等
の
製
造
所
の

十
五
項
か
ら
第
十
七
項

爆
発
の
危
険
の
あ

十
六
項
か
ら
第
十
八
項

爆
発
の
危
険
の
あ

に
掲
げ
る
保
安
検
査
の

る
工
室
又
は
火
薬

ま
で
に
掲
げ
る
保
安
検

る
工
室
又
は
火
薬

方

法

に

よ

り

検

査

す

類
一
時
置
場
に
設

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

類
一
時
置
場
に
設

る
。
た
だ
し
、
が
ん
具

け
る
土
堤
、
簡
易

す
る
。
た
だ
し
、
が
ん

け
る
土
堤
、
簡
易

煙
火
貯
蔵
庫
に
貯
蔵
す

土
堤
、
防
爆
壁
又

具
煙
火
貯
蔵
庫
に
貯
蔵

土
堤
、
防
爆
壁
又

る
こ
と
が
で
き
る
が
ん

は
防
火
壁
の
設
置

す
る
こ
と
が
で
き
る
が

は
防
火
壁
の
設
置

具
煙
火
を
貯
蔵
す
る
火

そ
の
他
の
延
焼
を

ん
具
煙
火
を
貯
蔵
す
る

そ
の
他
延
焼
を
遮

薬
類
一
時
置
場
の
場
合

遮
断
す
る
た
め
の

火
薬
類
一
時
置
場
の
場

断
す
る
措
置

で
あ
つ
て
、
土
堤
等
を

措
置

合
で
あ
つ
て
、
土
堤
、

省
略
し
た
も
の
に
つ
い

簡
易
土
堤
又
は
防
爆
壁

て
は
、
当
該
火
薬
類
一
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を
省
略
し
た
も
の
に
つ

時
置
場
の
維
持
管
理
状

い
て
は
、
当
該
火
薬
類

況
を
、
別
表
第
四
第
十

一
時
置
場
の
維
持
管
理

三
項
各
号
に
掲
げ
る
保

状
況
を
、
別
表
第
四
第

安
検
査
の
方
法
に
よ
り

十
四
項
に
掲
げ
る
保
安

検
査
し
、
土
堤
等
を
省

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

略
し
た
場
合
で
あ
つ
て

査
し
、
土
堤
、
簡
易
土

、
防
火
壁
の
設
置
そ
の

堤
又
は
防
爆
壁
を
省
略

他
延
焼
を
遮
断
す
る
措

し
た
場
合
で
あ
つ
て
、

置
を
講
じ
て
い
る
も
の

防
火
壁
の
設
置
そ
の
他

に
つ
い
て
は
、
当
該
防

の
延
焼
を
遮
断
す
る
た

火
壁
の
維
持
管
理
状
況

め
の
措
置
を
講
じ
て
い

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

る
も
の
に
つ
い
て
は
、

す
る
。
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当
該
措
置
の
維
持
管
理

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。

十

第
四
条
第
一
項

十

危
険
工
室
及
び
火
薬

十

第
四
条
第
一
項

十

危
険
工
室
及
び
火
薬

第
七
号
の
三
の
避

又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（

第
七
号
の
三
の
避

又
は
爆
薬
の
停
滞
量
（

雷
装
置

火
工
品
に
あ
つ
て
は
そ

雷
装
置

火
工
品
に
あ
つ
て
は
そ

の
原
料
を
な
す
火
薬
又

の
原
料
を
な
す
火
薬
又

は
爆
薬
の
停
滞
量
）
が

は
爆
薬
の
停
滞
量
）
が

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え

る
火
薬
類
一
時
置
場
に

る
火
薬
類
一
時
置
場
に

設
け
た
避
雷
装
置
の
維

設
け
た
避
雷
装
置
の
維

持
管
理
状
況
を
、
別
表

持
管
理
状
況
を
、
別
表

第
四
第
十
五
項
に
掲
げ

第
四
第
十
四
項
に
掲
げ
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る
保
安
検
査
の
方
法
に

る
保
安
検
査
の
方
法
に

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

し
、
煙
火
等
の
製
造
所

し
、
煙
火
等
の
製
造
所

に
お
け
る
危
険
工
室
及

に
お
け
る
危
険
工
室
及

び
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫

び
が
ん
具
煙
火
貯
蔵
庫

に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で

に
貯
蔵
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
ん
具
煙
火
並
び

き
る
が
ん
具
煙
火
並
び

に
導
火
線
を
保
管
す
る

に
導
火
線
を
保
管
す
る

火
薬
類
一
時
置
場
の
場

火
薬
類
一
時
置
場
の
場

合
で
あ
つ
て
、
避
雷
装

合
で
あ
つ
て
、
避
雷
装

置
を
設
置
し
て
い
な
い

置
を
設
置
し
て
い
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
当

も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
火
薬
類
一
時
置
場
の

該
火
薬
類
一
時
置
場
の
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維
持
管
理
状
況
を
、
別

維
持
管
理
状
況
を
、
別

表
第
四
第
十
四
項
に
掲

表
第
四
第
十
三
項
各
号

げ
る
保
安
検
査
の
方
法

に
掲
げ
る
保
安
検
査
の

に
よ
り
検
査
を
行
う
。

方
法
に
よ
り
検
査
を
行

う
。

十
一

［
略
］

十
一

［
略
］

十
一

［
略
］

十
一

［
略
］

十
二

第
四
条
第
一

十
二

発
火
の
危
険
の
あ

十
二

第
四
条
第
一

十
二

発
火
の
危
険
の
あ

項
第
九
号
の
発
火

る
工
室
と
他
の
施
設
と

項
第
九
号
の
発
火

る
工
室
と
他
の
施
設
と

の
危
険
の
あ
る
工

の
間
へ
の
防
火
壁
の
設

の
危
険
の
あ
る
工

の
間
へ
の
防
火
壁
の
設

室
と
他
の
施
設
と

置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮

室
と
他
の
施
設
と

置
そ
の
他
の
延
焼
を
遮

の
間
へ
の
防
火
壁

断
す
る
た
め
の
措
置
の

の
間
へ
の
防
火
壁

断
す
る
措
置
の
維
持
管

の
設
置
そ
の
他
の

維
持
管
理
状
況
を
、
目

の
設
置
そ
の
他
延

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

延
焼
を
遮
断
す
る

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

焼
を
遮
断
す
る
措

り
検
査
す
る
。
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た
め
の
措
置

置

十
三

［
略
］

十
三

［
略
］

十
三

［
略
］

十
三

［
略
］

十
三
の
二

第
四
条

十
三
の
二

無
煙
火
薬
を

十
三
の
二

第
四
条

十
三
の
二

無
煙
火
薬
を

第
一
項
第
九
号
の

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

第
一
項
第
九
号
の

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

三
の
無
煙
火
薬
の

置
場
に
お
け
る
火
薬
の

三
の
ス
プ
リ
ン
ク

置
場
に
設
け
た
ス
プ
リ

分
解
及
び
発
火
を

分
解
及
び
発
火
を
防
止

ラ
ー
設
備

ン
ク
ラ
ー
設
備
の
維
持

防
止
す
る
た
め
の

す
る
た
め
の
措
置
並
び

管
理
状
況
を
、
目
視
に

措
置
並
び
に
当
該

に
当
該
発
火
に
よ
る
爆

よ
り
検
査
し
、
か
つ
、

無
煙
火
薬
が
発
火

発
を
防
止
す
る
た
め
の

当
該
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー

し
た
と
き
に
爆
発

措
置
の
維
持
管
理
状
況

設
備
の
性
能
を
、
作
動

を
防
止
す
る
た
め

を
、
目
視
、
図
面
、
測

試
験
又
は
そ
の
記
録
に

の
措
置

定
器
具
を
用
い
た
測
定

よ
り
検
査
す
る
。

又
は
機
器
等
の
作
動
試
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験
若
し
く
は
そ
の
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
四

［
略
］

十
五

第
四
条
第
一

十
五

危
険
工
室
の
窓
及

十
五

第
四
条
第
一

十
五

危
険
工
室
に
設
け

項
第
十
一
号
イ
の

び
出
口
の
扉
に
つ
い
て

項
第
十
一
号
の
危

た
窓
及
び
出
口
の
維
持

危
険
工
室
の
窓
及

、
非
常
の
際
に
容
易
に

険
工
室
の
窓
、
出

管
理
状
況
を
、
目
視
に

び
出
口
の
扉

避
難
で
き
る
構
造
と
な

口
及
び
扉

よ
り
検
査
す
る
。

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

十
五
の
二

第
四
条

十
五
の
二

危
険
工
室
の

十
五
の
二

第
四
条

十
五
の
二

無
煙
火
薬
を

第
一
項
第
十
一
号

窓
及
び
扉
に
用
い
る
金

第
一
項
第
十
一
号

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

ロ
の
危
険
工
室
の

具
の
維
持
管
理
状
況
を

の
二
の
暗
幕
そ
の

置
場
に
設
け
た
窓
の
暗

扉
及
び
窓
に
用
い

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

他
の
遮
光
の
た
め

幕
そ
の
他
の
遮
光
の
た
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る
金
具

る
。
た
だ
し
、
摩
擦
に

の
設
備

め
の
設
備
の
維
持
管
理

よ
り
火
薬
類
が
爆
発
し

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

又
は
発
火
す
る
お
そ
れ

検
査
す
る
。

が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

を
、
目
視
、
図
面
又
は

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
五
の
三

第
四
条

十
五
の
三

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
一
号

窓
に
つ
い
て
、
火
薬
類

ハ
の
危
険
工
室
の

が
爆
発
し
又
は
発
火
す

窓

る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
の
措
置
の
維
持
管
理
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状
況
を
、
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。
た
だ
し
、

直
射
日
光
に
よ
り
火
薬

類
が
爆
発
し
又
は
発
火

す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

合
に
は
、
当
該
お
そ
れ

が
な
い
こ
と
を
、
目
視

、
図
面
又
は
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。

十
六

第
四
条
第
一

十
六

危
険
工
室
の
内
面

十
六

第
四
条
第
一

十
六

危
険
工
室
の
内
面

項
第
十
二
号
イ
の

の
剥
離
及
び
内
面
の
一

項
第
十
二
号
の
危

の
維
持
管
理
状
況
を
、

内
面
の
剥
離
及
び

部
が
火
薬
類
に
混
入
す

険
工
室
の
内
面

目

視

に

よ

り

検

査

す

内
面
の
一
部
が
火

る
こ
と
を
防
止
す
る
た

る
。
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薬
類
に
混
入
す
る

め
の
措
置
の
維
持
管
理

こ
と
を
防
止
す
る

状
況
を
、
目
視
又
は
図

た
め
の
措
置

面
に
よ
り
検
査
す
る
。

十
六
の
二

第
四
条

十
六
の
二

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
二
号

内
面
に
つ
い
て
、
飛
散

ロ
の
飛
散
し
た
火

し
た
火
薬
類
の
浸
透
又

薬
類
の
浸
透
又
は

は
浸
入
を
防
止
す
る
た

浸
入
を
防
止
す
る

め
の
措
置
の
維
持
管
理

た
め
の
措
置
及
び

状
況
を
、
目
視
又
は
図

飛
散
し
た
火
薬
類

面
に
よ
り
検
査
し
、
及

を
容
易
に
除
去
で

び
飛
散
し
た
火
薬
類
を

き
る
措
置

容
易
に
除
去
す
る
た
め

の
措
置
の
維
持
管
理
状
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況
を
、
目
視
又
は
図
面

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

だ
し
、
火
薬
類
が
飛
散

す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

合
に
は
、
当
該
お
そ
れ

が
な
い
こ
と
を
、
目
視

、
図
面
又
は
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。

十
六
の
三

第
四
条

十
六
の
三

危
険
工
室
の

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
二
号

床
面
に
つ
い
て
、
火
薬

ハ
の
床
面
の
、
火

類
が
落
下
す
る
こ
と
に

薬
類
が
落
下
す
る

よ
り
爆
発
し
又
は
発
火

こ
と
に
よ
り
爆
発

す
る
こ
と
を
防
止
す
る
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し
又
は
発
火
す
る

た
め
の
措
置
の
維
持
管

こ
と
を
防
止
す
る

理
状
況
を
、
目
視
又
は

た
め
の
措
置

図

面

に

よ

り

検

査

す

る
。
た
だ
し
、
火
薬
類

が
床
面
に
こ
ぼ
れ
又
は

落
下
す
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
は
、
当
該
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
を
、
目

視
、
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
し
、
火
薬
類

が
落
下
す
る
こ
と
に
よ

り
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合
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は
、
当
該
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
、
目
視
、
図

面
又
は
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。

十
六
の
四

第
四
条

十
六
の
四

第
四
条
第
一

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
二
号

項
第
十
二
号
ニ
の
危
険

ニ
の
危
険
工
室
の

工
室
の
床
面
の
維
持
管

床
面

理
状
況
を
、
目
視
又
は

図

面

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
七

削
除

十
七

削
除

十
七

第
四
条
第
一

十
七

危
険
工
室
の
床
面

項
第
十
三
号
の
危

の
維
持
管
理
状
況
を
、

険
工
室
の
床
面

目

視

に

よ

り

検

査

す
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る
。

十
八

第
四
条
第
一

十
八

危
険
工
室
内
に
原

十
八

第
四
条
第
一

十
八

危
険
工
室
内
に
据

項
第
十
四
号
の
危

動
機
及
び
温
湿
度
調
整

項
第
十
四
号
の
危

付
け
た
原
動
機
及
び
温

険
工
室
内
の
原
動

装
置
が
据
付
け
ら
れ
て

険
工
室
内
の
原
動

湿
度
調
整
装
置
の
維
持

機
及
び
温
湿
度
調

い
な
い
こ
と
を
、
目
視

機
及
び
温
湿
度
調

管
理
状
況
を
、
目
視
に

整
装
置
据
付
け
制

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

整
装
置
据
付
け
制

よ
り
検
査
す
る
。

限

だ
し
、
火
薬
類
の
爆
発

限

又
は
発
火
を
起
こ
す
お

そ
れ
が
な
い
場
合
に
は

、
当
該
お
そ
れ
が
な
い

こ
と
を
、
目
視
、
図
面

又
は
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。
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［
削
る
］

［
削
る
］

十
八
の
二

第
四
条

十
八
の
二

無
煙
火
薬
を

第
一
項
第
十
四
号

存
置
す
る
火
薬
類
一
時

の
二
の
温
湿
度
記

置
場
に
設
け
た
温
湿
度

録
計
及
び
温
湿
度

記
録
計
及
び
温
湿
度
調

調
整
装
置

整
装
置
の
維
持
管
理
状

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

査
し
、
か
つ
、
当
該
火

薬
類
一
時
置
場
内
の
温

度
及
び
相
対
湿
度
の
推

移
を
、
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。

十
九

第
四
条
第
一

十
九

危
険
工
室
内
の
機

十
九

第
四
条
第
一

十
九

危
険
工
室
内
に
据

項
第
十
五
号
イ
の

械
、
器
具
又
は
容
器
に

項
第
十
五
号
の
危

付
け
又
は
備
え
付
け
た
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危
険
工
室
内
の
機

つ
い
て
、
摩
擦
に
よ
り

険
工
室
内
の
機
械

機
械
、
器
具
又
は
容
器

械
、
器
具
又
は
容

火
薬
類
が
爆
発
し
又
は

、
器
具
又
は
容
器

の
維
持
管
理
状
況
を
、

器
の
、
摩
擦
に
よ

発
火
し
な
い
構
造
と
な

目

視

に

よ

り

検

査

す

り
火
薬
類
が
爆
発

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

る
。

し
又
は
発
火
し
な

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

い
構
造

査
す
る
。
た
だ
し
、
摩

擦
に
よ
り
火
薬
類
が
爆

発
し
又
は
発
火
す
る
お

そ
れ
が
な
い
場
合
に
は

、
当
該
お
そ
れ
が
な
い

こ
と
を
、
目
視
、
図
面

又
は
記
録
に
よ
り
検
査

す
る
。
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十
九
の
二

第
四
条

十
九
の
二

危
険
工
室
内

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
五
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

ロ
の
危
険
工
室
内

器
に
つ
い
て
、
振
動
又

の
機
械
、
器
具
又

は
衝
撃
に
よ
り
火
薬
類

は
容
器
の
、
振
動

が
爆
発
し
又
は
発
火
し

又
は
衝
撃
に
よ
り

な
い
構
造
と
な
つ
て
い

火
薬
類
が
爆
発
し

る
こ
と
を
、
目
視
又
は

又
は
発
火
し
な
い

図

面

に

よ

り

検

査

す

構
造

る
。
た
だ
し
、
振
動
又

は
衝
撃
に
よ
り
火
薬
類

が
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が
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な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

十
九
の
三

第
四
条

十
九
の
三

危
険
工
室
内

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
五
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

ハ
の
危
険
工
室
内

器
に
つ
い
て
、
腐
食
に

の
機
械
、
器
具
又

よ
り
火
薬
類
が
変
質
し

は
容
器
の
、
腐
食

又
は
爆
発
し
若
し
く
は

に
よ
り
火
薬
類
が

発
火
し
な
い
構
造
と
な

変
質
し
又
は
爆
発

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

し
若
し
く
は
発
火

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

し
な
い
構
造

査
す
る
。
た
だ
し
、
腐

食
に
よ
り
火
薬
類
が
変
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質
し
又
は
爆
発
し
若
し

く
は
発
火
す
る
お
そ
れ

が
な
い
場
合
に
は
、
当

該
お
そ
れ
が
な
い
こ
と

を
、
目
視
、
図
面
又
は

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

十
九
の
四

第
四
条

十
九
の
四

危
険
工
室
内

［
新
設
］

［
新
設
］

第
一
項
第
十
五
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

ニ
の
危
険
工
室
内

器
に
つ
い
て
、
火
薬
類

の
機
械
、
器
具
又

の
付
着
、
浸
透
又
は
浸

は
容
器
の
、
火
薬

入
に
よ
り
火
薬
類
が
爆

類
の
付
着
、
浸
透

発
し
又
は
発
火
し
な
い
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又
は
浸
入
に
よ
り

構
造
と
な
つ
て
い
る
こ

火
薬
類
が
爆
発
し

と
を
、
目
視
又
は
図
面

又
は
発
火
し
な
い

に
よ
り
検
査
す
る
。
た

構
造

だ
し
、
火
薬
類
の
付
着

、
浸
透
又
は
浸
入
に
よ

り
火
薬
類
が
爆
発
し
又

は
発
火
す
る
お
そ
れ
が

な
い
場
合
に
は
、
当
該

お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を

、
目
視
、
図
面
又
は
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十

第
四
条
第
一

二
十

危
険
工
室
内
の
暖

二
十

第
四
条
第
一

二
十

危
険
工
室
内
の
暖

項
第
十
六
号
の
危

房
装
置
に
つ
い
て
、
火

項
第
十
六
号
の
危

房
装
置
の
維
持
管
理
状
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険
工
室
内
の
暖
房

薬
類
の
爆
発
又
は
発
火

険
工
室
内
の
暖
房

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

装
置

を
防
止
す
る
た
め
の
措

装
置

査
す
る
。

置
の
維
持
管
理
状
況
を

、
目
視
又
は
図
面
に
よ

り
検
査
す
る
と
と
も
に

、
燃
焼
し
や
す
い
物
と

の
隔
離
の
維
持
管
理
状

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

査
す
る
。

二
十
一

第
四
条
第

二
十
一

危
険
工
室
内
の

二
十
一

第
四
条
第

二
十
一

危
険
工
室
内
の

一
項
第
十
七
号
の

パ
ラ
フ
ィ
ン
槽
に
つ
い

一
項
第
十
七
号
の

高
熱
源
を
使
用
す
る
パ

パ
ラ
フ
ィ
ン
の
過

て
、
パ
ラ
フ
ィ
ン
の
過

危
険
工
室
内
の
高

ラ
フ
ィ
ン
槽
に
付
け
ら

熱
に
よ
る
火
薬
類

熱
に
よ
る
火
薬
類
の
爆

熱
源
を
使
用
す
る

れ
た
安
全
装
置
の
維
持
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の
爆
発
又
は
発
火

発
又
は
発
火
を
防
止
す

パ
ラ
フ
ィ
ン
槽
に

管
理
状
況
を
目
視
に
よ

を
防
止
す
る
た
め

る
た
め
の
措
置
の
維
持

付
け
ら
れ
た
安
全

り
検
査
し
、
及
び
当
該

の
措
置

管
理
状
況
を
、
目
視
、

装
置

安
全
装
置
の
機
能
を
、

図
面
又
は
機
器
等
の
作

作
動
試
験
又
は
そ
の
記

動
試
験
若
し
く
は
そ
の

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

二
十
二

第
四
条
第

二
十
二

危
険
工
室
又
は

二
十
二

第
四
条
第

二
十
二

危
険
工
室
又
は

一
項
第
十
八
号
の

火
薬
類
一
時
置
場
を
照

一
項
第
十
八
号
の

火
薬
類
一
時
置
場
に
設

危
険
工
室
又
は
火

明
す
る
設
備
に
つ
い
て

危
険
工
室
又
は
火

け
ら
れ
た
照
明
設
備
の

薬
類
一
時
置
場
を

、
漏
電
、
可
燃
性
ガ
ス

薬
類
一
時
置
場
の

維
持
管
理
状
況
を
、
目

照
明
す
る
設
備

、
粉
じ
ん
等
に
よ
り
火

照
明
設
備
及
び
電

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

薬
類
が
爆
発
し
又
は
発

動
線
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火
す
る
こ
と
を
防
止
す

る
た
め
の
措
置
の
維
持

管
理
状
況
を
、
目
視
に

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

し
、
漏
電
、
可
燃
性
ガ

ス
、
粉
じ
ん
等
に
よ
り

火
薬
類
が
爆
発
し
又
は

発
火
す
る
お
そ
れ
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

二
十
三

第
四
条
第

二
十
三

危
険
工
室
内
の

二
十
三

第
四
条
第

二
十
三

危
険
工
室
内
の
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一
項
第
十
九
号
の

機
械
設
備
又
は
乾
燥
装

一
項
第
十
九
号
の

機
械
設
備
又
は
乾
燥
装

危
険
工
室
内
の
機

置
の
金
属
部
に
つ
い
て

危
険
工
室
内
の
機

置
の
接
地
の
状
況
を
、

械
設
備
又
は
乾
燥

、
接
地
の
状
況
を
、
接

械
設
備
又
は
乾
燥

接
地
抵
抗
測
定
用
器
具

装
置
の
金
属
部
に

地
抵
抗
測
定
用
器
具
を

装
置
の
金
属
部
の

を
用
い
た
測
定
又
は
そ

お
け
る
接
地

用
い
た
測
定
又
は
そ
の

接
地

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。

る
。

二
十
四

第
四
条
第

二
十
四

危
険
工
室
等
に

二
十
四

第
四
条
第

二
十
四

危
険
工
室
等
の

一
項
第
二
十
号
の

お
け
る
火
薬
類
の
種
類

一
項
第
二
十
号
の

掲
示
板
の
維
持
管
理
状

危
険
工
室
等
に
お

及
び
停
滞
量
、
同
時
に

危
険
工
室
等
の
掲

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

け
る
必
要
な
事
項

存
置
す
る
こ
と
が
で
き

示
板

査
す
る
。

の
掲
示

る
火
薬
類
の
原
料
及
び

最
大
数
量
、
定
員
、
注
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意
事
項
そ
の
他
必
要
な

事
項
の
掲
示
の
状
況
並

び
に
記
載
内
容
の
維
持

管
理
状
況
を
、
目
視
に

よ
り
検
査
す
る
。

二
十
五

［
略
］

二
十
五

［
略
］

二
十
五

［
略
］

二
十
五

［
略
］

二
十
六

削
除

二
十
六

削
除

二
十
六

第
四
条
第

二
十
六

火
薬
類
の
飛
散

一
項
第
二
十
二
号

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
工

の
火
薬
類
の
飛
散

室
の
天
井
及
び
内
壁
の

す
る
お
そ
れ
の
あ

維
持
管
理
状
況
を
、
目

る
工
室
の
天
井
及

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

び
内
壁

二
十
七

第
四
条
第

二
十
七

火
薬
類
及
び
そ

二
十
七

第
四
条
第

二
十
七

火
薬
類
及
び
そ
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一
項
第
二
十
二
号

の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛

一
項
第
二
十
二
号

の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛

の
火
薬
類
及
び
そ

散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

の
二
の
火
薬
類
及

散
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

の
原
料
の
粉
じ
ん

設
備
に
つ
い
て
、
粉
じ

び
そ
の
原
料
の
粉

設
備
の
粉
じ
ん
の
飛
散

が
飛
散
す
る
お
そ

ん
の
飛
散
を
防
ぐ
た
め

じ
ん
が
飛
散
す
る

を
防
ぐ
措
置
の
維
持
管

れ
が
あ
る
設
備
の

の
措
置
の
維
持
管
理
状

お
そ
れ
の
あ
る
設

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

粉
じ
ん
の
飛
散
を

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

備
の
粉
じ
ん
の
飛

り
検
査
す
る
。

防
ぐ
た
め
の
措
置

査
す
る
。

散
を
防
ぐ
措
置

二
十
八

第
四
条
第

二
十
八

硝
化
設
備
、
乾

二
十
八

第
四
条
第

二
十
八

硝
化
設
備
、
乾

一
項
第
二
十
二
号

燥
設
備
そ
の
他
特
に
温

一
項
第
二
十
二
号

燥
設
備
そ
の
他
特
に
温

の
二
の
硝
化
設
備

度
の
変
化
が
起
こ
る
設

の
三
の
硝
化
設
備

度
の
変
化
が
起
こ
る
設

等
の
、
火
薬
類
の

備
に
つ
い
て
、
火
薬
類

等
の
温
度
測
定
装

備
の
温
度
測
定
装
置
の

温
度
変
化
に
よ
る

の
温
度
変
化
に
よ
る
爆

置

維
持
管
理
状
況
を
、
目

爆
発
又
は
発
火
を

発
又
は
発
火
を
防
止
す

視
に
よ
り
検
査
し
、
及
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防
止
す
る
た
め
の

る
た
め
の
措
置
の
維
持

び
当
該
温
度
測
定
装
置

措
置

管
理
状
況
を
、
目
視
、

の
精
度
を
、
温
度
測
定

図
面
、
測
定
器
具
を
用

装
置
精
度
確
認
用
器
具

い
た
測
定
又
は
機
器
等

を
用
い
た
測
定
又
は
そ

の
作
動
試
験
若
し
く
は

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

る
。

す
る
。

二
十
九

第
四
条
第

二
十
九

火
薬
類
又
は
そ

二
十
九

第
四
条
第

二
十
九

火
薬
類
を
加
圧

一
項
第
二
十
二
号

の
原
料
を
加
圧
す
る
設

一
項
第
二
十
二
号

す
る
設
備
の
安
全
装
置

の
三
の
火
薬
類
又

備
に
つ
い
て
、
火
薬
類

の
四
の
加
圧
装
置

の
維
持
管
理
状
況
を
、

は
そ
の
原
料
を
過

又
は
そ
の
原
料
を
過
度

の
安
全
装
置

目
視
に
よ
り
検
査
し
、

度
に
加
圧
す
る
こ

に
加
圧
す
る
こ
と
を
防

及
び
当
該
安
全
装
置
の

と
を
防
ぐ
た
め
の

ぐ
た
め
の
措
置
の
維
持

機
能
を
作
動
試
験
又
は
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措
置

管
理
状
況
を
、
目
視
及

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

び
機
器
等
の
作
動
試
験

す
る
。

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
火
薬
類
又
は
そ
の

原
料
が
、
加
圧
に
よ
り

爆
発
し
又
は
発
火
す
る

お
そ
れ
が
な
い
場
合
に

は
、
当
該
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
、
目
視
、
図

面
又
は
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。

三
十

第
四
条
第
一

三
十

危
険
工
室
に
お
け

三
十

第
四
条
第
一

三
十

火
薬
類
の
製
造
中
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項
第
二
十
二
号
の

る
静
電
気
に
よ
り
火
薬

項
第
二
十
二
号
の

に
静
電
気
を
発
生
し
、

四
の
静
電
気
に
よ

類
が
爆
発
し
又
は
発
火

五
の
静
電
気
を
発

爆
発
又
は
発
火
す
る
お

り
火
薬
類
が
爆
発

す
る
こ
と
を
防
止
す
る

生
し
、
爆
発
又
は

そ
れ
の
あ
る
設
備
の
静

し
又
は
発
火
す
る

た
め
の
措
置
の
維
持
管

発
火
す
る
お
そ
れ

電
気
を
除
去
す
る
措
置

こ
と
を
防
止
す
る

理
状
況
を
、
目
視
、
図

の
あ
る
設
備
の
静

の
維
持
管
理
状
況
を
、

た
め
の
措
置

面
又
は
測
定
器
具
を
用

電
気
を
除
去
す
る

目
視
及
び
記
録
に
よ
り

い
た
測
定
若
し
く
は
そ

措
置

検
査
す
る
。

の
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。
た
だ
し
、
静
電
気

に
よ
り
火
薬
類
が
爆
発

し
又
は
発
火
す
る
お
そ

れ
が
な
い
場
合
に
は
、

当
該
お
そ
れ
が
な
い
こ
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と
を
、
目
視
、
図
面
又

は
記
録
に
よ
り
検
査
す

る
。

［
削
る
］

［
削
る
］

三
十
の
二

第
四
条

三
十
の
二

雷
薬
又
は
滝

第
一
項
第
二
十
二

剤
の
配
合
及
び
て
ん
薬

号
の
五
の
二
の
雷

を
行
う
危
険
工
室
の
床

薬
又
は
滝
剤
の
配

及
び
作
業
台
の
導
電
性

合
及
び
て
ん
薬
を

マ
ッ
ト
の
敷
設
並
び
に

行
う
危
険
工
室
の

接
地
の
維
持
管
理
状
況

床
及
び
作
業
台
の

を
、
目
視
及
び
記
録
に

導
電
性
マ
ッ
ト
の

よ
り
検
査
す
る
。

敷
設
並
び
に
接
地

三
十
一

削
除

三
十
一

削
除

三
十
一

第
四
条
第

三
十
一

静
電
気
に
よ
り
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一
項
第
二
十
二
号

爆
発
又
は
発
火
の
お
そ

の
六
の
静
電
気
に

れ
の
あ
る
火
薬
類
を
取

よ
り
爆
発
又
は
発

り
扱
う
危
険
工
室
等
に

火
す
る
お
そ
れ
の

お
け
る
身
体
に
帯
電
し

あ
る
火
薬
類
を
取

た
静
電
気
を
除
去
す
る

り
扱
う
危
険
工
室

設
備
の
維
持
管
理
状
況

等
に
お
け
る
身
体

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

に
帯
電
し
た
静
電

し
、
及
び
接
地
の
状
況

気
除
去
設
備

を
、
接
地
抵
抗
測
定
用

器
具
を
用
い
た
測
定
又

は
そ
の
記
録
に
よ
り
検

査
す
る
。

三
十
二

第
四
条
第

三
十
二

可
燃
性
ガ
ス
又

三
十
二

第
四
条
第

三
十
二

可
燃
性
ガ
ス
又
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一
項
第
二
十
三
号

は
有
毒
ガ
ス
の
排
気
装

一
項
第
二
十
三
号

は
有
毒
ガ
ス
の
発
散
す

の
可
燃
性
ガ
ス
又

置
に
つ
い
て
、
維
持
管

の
可
燃
性
ガ
ス
等

る
お
そ
れ
の
あ
る
工
室

は
有
毒
ガ
ス
の
排

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

の
発
散
す
る
お
そ

の
ガ
ス
排
気
装
置
の
維

気
装
置

り
検
査
し
、
及
び
当
該

れ
の
あ
る
工
室
の

持
管
理
状
況
を
、
目
視

装
置
の
性
能
を
、
作
動

ガ
ス
排
気
装
置

に
よ
り
検
査
し
、
及
び

試
験
又
は
そ
の
記
録
に

当
該
装
置
の
性
能
を
、

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

作
動
試
験
又
は
そ
の
記

し
、
可
燃
性
ガ
ス
又
は

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

有
毒
ガ
ス
が
発
散
す
る

お
そ
れ
が
な
い
場
合
に

は
、
当
該
お
そ
れ
が
な

い
こ
と
を
、
目
視
、
図

面
又
は
記
録
に
よ
り
検



- 196 -

査
す
る
。

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
三

［
略
］

三
十
四

第
四
条
第

三
十
四

火
薬
類
を
乾
燥

三
十
四

第
四
条
第

三
十
四

火
薬
類
を
乾
燥

一
項
第
二
十
四
号

す
る
工
室
内
に
設
置
さ

一
項
第
二
十
四
号

す
る
工
室
内
に
設
置
さ

の
火
薬
類
を
乾
燥

れ
た
加
温
装
置
に
つ
い

の
火
薬
類
を
乾
燥

れ
た
加
温
装
置
の
維
持

す
る
工
室
内
の
加

て
、
乾
燥
中
に
火
薬
類

す
る
工
室
内
の
加

管
理
状
況
を
、
目
視
に

温
装
置
に
施
さ
れ

が
爆
発
し
又
は
発
火
し

温
装
置

よ
り
検
査
し
、
及
び
当

た
、
乾
燥
中
に
爆

な
い
た
め
の
措
置
の
維

該
加
温
装
置
の
性
能
を

発
又
は
発
火
し
な

持
管
理
状
況
を
、
目
視

、
作
動
試
験
又
は
そ
の

い
た
め
の
措
置

に
よ
り
検
査
し
、
及
び

記

録

に

よ

り

検

査

す

当
該
加
温
装
置
の
性
能

る
。

を
、
作
動
試
験
又
は
そ

の
記
録
に
よ
り
検
査
す
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る
。

三
十
五

第
四
条
第

三
十
五

日
乾
場
の
乾
燥

三
十
五

第
四
条
第

三
十
五

日
乾
場
の
乾
燥

一
項
第
二
十
四
号

台
に
つ
い
て
、
火
薬
類

一
項
第
二
十
四
号

台
の
維
持
管
理
状
況
を

の
二
の
日
乾
場
の

の
落
下
に
よ
る
爆
発
又

の
二
の
日
乾
場
の

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

乾
燥
台

は
発
火
を
防
止
す
る
た

乾
燥
台

る
。

め
の
措
置
及
び
砂
じ
ん

等
の
混
入
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
の
維
持
管

理
状
況
を
、
目
視
又
は

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器

具
を
用
い
た
測
定
に
よ

り
検
査
す
る
。

三
十
六

第
四
条
第

三
十
六

爆
発
の
危
険
の

三
十
六

第
四
条
第

三
十
六

爆
発
の
危
険
の
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一
項
第
二
十
四
号

あ
る
日
乾
場
と
そ
の
他

一
項
第
二
十
四
号

あ
る
日
乾
場
と
そ
の
他

の
三
の
爆
発
の
危

施
設
と
の
間
に
設
置
し

の
三
の
爆
発
の
危

施
設
と
の
間
に
設
置
し

険
の
あ
る
日
乾
場

た
簡
易
土
堤
又
は
防
爆

険
の
あ
る
日
乾
場

た
簡
易
土
堤
又
は
防
爆

の
簡
易
土
堤
等
及

壁
の
維
持
管
理
状
況
を

の
簡
易
土
堤
等
及

壁
の
維
持
管
理
状
況
を

び
発
火
の
危
険
の

、
別
表
第
四
第
十
七
項

び
発
火
の
危
険
の

、
別
表
第
四
第
十
六
項

あ
る
日
乾
場
と
そ

又
は
別
表
第
四
第
十
八

あ
る
日
乾
場
と
そ

各
号
又
は
別
表
第
四
第

の
他
の
施
設
と
の

項
に
掲
げ
る
保
安
検
査

の
他
の
施
設
と
の

十
七
項
に
掲
げ
る
保
安

間
へ
の
防
火
壁
の

の
方
法
に
よ
り
検
査
し

間
へ
の
防
火
壁
の

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

設
置
そ
の
他
の
延

、
発
火
の
危
険
の
あ
る

設
置
そ
の
他
延
焼

査
し
、
発
火
の
危
険
の

焼
を
遮
断
す
る
た

日
乾
場
と
そ
の
他
の
施

を
遮
断
す
る
措
置

あ
る
日
乾
場
と
そ
の
他

め
の
措
置

設
と
の
間
へ
の
防
火
壁

の
施
設
と
の
間
へ
の
防

の
設
置
そ
の
他
の
延
焼

火
壁
の
設
置
そ
の
他
延

を
遮
断
す
る
た
め
の
措

焼
を
遮
断
す
る
措
置
の
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置
の
維
持
管
理
状
況
を

維
持
管
理
状
況
を
、
目

、
目
視
、
図
面
及
び
測

視
、
図
面
及
び
測
定
器

定
器
具
を
用
い
た
測
定

具
を
用
い
た
測
定
に
よ

に
よ
り
検
査
し
、
及
び

り
検
査
し
、
及
び
当
該

当
該
日
乾
場
と
そ
の
他

日
乾
場
と
そ
の
他
の
施

の
施
設
と
の
距
離
を
、

設
と
の
距
離
を
、
巻
尺

巻
尺
そ
の
他
の
測
定
器

そ
の
他
の
測
定
器
具
を

具
を
用
い
た
測
定
に
よ

用
い
た
測
定
に
よ
り
検

り
検
査
す
る
。
た
だ
し

査
す
る
。
た
だ
し
、
目

、
目
視
及
び
図
面
に
よ

視
及
び
図
面
に
よ
り
容

り
容
易
に
判
定
で
き
る

易
に
判
定
で
き
る
場
合

場
合
に
限
り
、
目
視
及

に
限
り
、
目
視
及
び
図

び
図
面
に
よ
る
検
査
に

面
に
よ
る
検
査
に
替
え
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代

え

る

こ

と

が

で

き

る
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

三
十
七

第
四
条
第

三
十
七

日
乾
場
の
火
薬

三
十
七

第
四
条
第

三
十
七

日
乾
場
の
火
薬

一
項
第
二
十
四
号

類
を
放
冷
す
る
た
め
の

一
項
第
二
十
四
号

類
を
放
冷
す
る
た
め
の

の
四
の
日
乾
場
の

設
備
の
維
持
管
理
状
況

の
四
の
日
乾
場
の

設
備
の
維
持
管
理
状
況

放
冷
す
る
た
め
の

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

放
冷
す
る
た
め
の

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

設
備

す
る
。
た
だ
し
、
日
乾

設
備

す
る
。

作
業
終
了
後
火
薬
類
を

放
冷
す
る
必
要
が
な
い

場
合
に
は
、
火
薬
類
を

放
冷
す
る
必
要
が
な
い

こ
と
を
、
目
視
、
図
面

又
は
記
録
に
よ
り
検
査
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す
る
こ
と
。

三
十
七
の
二

第
四

三
十
七
の
二

星
打
ち
場

［
新
設
］

［
新
設
］

条
第
一
項
第
二
十

又
は
星
掛
け
場
に
お
け

四
号
の
五
の
星
打

る
日
光
の
直
射
を
防
ぐ

ち
場
又
は
星
掛
け

た
め
の
措
置
の
維
持
管

場
の
日
光
の
直
射

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

を
防
ぐ
た
め
の
措

り
検
査
す
る
。

置
三
十
八

第
四
条
第

三
十
八

爆
発
試
験
場
、

三
十
八

第
四
条
第

三
十
八

爆
発
試
験
場
、

一
項
第
二
十
五
号

燃
焼
試
験
場
、
発
射
試

一
項
第
二
十
五
号

燃
焼
試
験
場
、
発
射
試

イ
の
爆
発
試
験
場

験
場
又
は
廃
薬
焼
却
場

の
爆
発
試
験
場
等

験
場
又
は
廃
薬
焼
却
場

等

に
つ
い
て
、
危
険
区
域

の
維
持
管
理
状
況
を
、

内
に
設
置
さ
れ
て
い
る

目

視

に

よ

り

検

査

す
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こ
と
を
、
目
視
に
よ
り

る
。

検
査
す
る
。

三
十
八
の
二

第
四

三
十
八
の
二

土
堤
又
は

［
新
設
］

［
新
設
］

条
第
一
項
第
二
十

防
爆
壁
を
設
置
し
た
も

五
号
ロ
の
土
堤
、

の
に
つ
い
て
は
、
土
堤

防
爆
壁
又
は
防
火

又
は
防
爆
壁
の
維
持
管

壁
そ
の
他
の
延
焼

理
状
況
を
、
別
表
第
四

を
遮
断
す
る
た
め

第
十
六
項
又
は
第
十
八

の
措
置

項
に
掲
げ
る
保
安
検
査

の
方
法
に
よ
り
検
査
し

、
防
火
壁
そ
の
他
の
延

焼
を
遮
断
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
た
も
の
に
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つ
い
て
は
、
当
該
措
置

の
維
持
管
理
状
況
を
、

目
視
及
び
図
面
に
よ
り

検
査
す
る
。
た
だ
し
、

火
薬
類
が
爆
発
し
又
は

発
火
す
る
こ
と
に
よ
り

周
辺
の
施
設
に
危
害
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い

場
合
に
は
、
当
該
お
そ

れ
が
な
い
こ
と
を
、
目

視
、
図
面
又
は
記
録
に

よ
り
検
査
す
る
。

三
十
八
の
三

第
四

三
十
八
の
三

周
囲
の
火

［
新
設
］

［
新
設
］
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条
第
一
項
第
二
十

災
を
防
止
す
る
た
め
の

五
号
ハ
の
周
囲
の

措
置
の
維
持
管
理
状
況

火
災
を
防
止
す
る

を
、
目
視
、
図
面
又
は

た
め
の
措
置

機
器
等
の
作
動
試
験
若

し
く
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。

三
十
九
・
三
十
九
の

三
十
九
・
三
十
九
の
二

三
十
九
・
三
十
九
の

三
十
九
・
三
十
九
の
二

二

［
略
］

［
略
］

二

［
略
］

［
略
］

四
十

第
四
条
第
一

四
十

危
険
区
域
内
で
火

四
十

第
四
条
第
一

四
十

危
険
区
域
内
で
火

項
第
二
十
七
号
の

薬
類
を
運
搬
す
る
運
搬

項
第
二
十
七
号
の

薬
類
を
運
搬
す
る
運
搬

危
険
区
域
内
で
火

車
に
つ
い
て
、
運
搬
す

危
険
区
域
内
で
火

車
の
維
持
管
理
状
況
を

薬
類
を
運
搬
す
る

る
火
薬
類
そ
の
他
周
囲

薬
類
を
運
搬
す
る

、
目
視
に
よ
り
検
査
す

運
搬
車

の
火
薬
類
の
爆
発
又
は

運
搬
車

る
。
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発
火
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
の
維
持
管
理
状

況
を
、
目
視
及
び
図
面

等
に
よ
り
検
査
す
る
。

四
十
一

第
四
条
第

四
十
一

火
薬
類
の
運
搬

四
十
一

第
四
条
第

四
十
一

火
薬
類
の
運
搬

一
項
第
二
十
八
号

通
路
に
つ
い
て
、
路
面

一
項
第
二
十
八
号

通
路
の
路
面
の
維
持
管

の
火
薬
類
の
運
搬

及
び
勾
配
の
維
持
管
理

の
火
薬
類
の
運
搬

理
状
況
を
目
視
に
よ
り

通
路
の
路
面
及
び

状
況
を
目
視
又
は
測
定

通
路
の
路
面
及
び

検
査
し
、
及
び
当
該
路

勾
配

器
具
を
用
い
た
測
定
若

こ
う
配

面
の
こ
う
配
を
水
準
器

し
く
は
そ
の
記
録
に
よ

そ
の
他
の
測
定
器
具
を

り
検
査
す
る
。

用
い
た
測
定
又
は
そ
の

記

録

に

よ

り

検

査

す

る
。
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２

製
造
設
備
が
定
置

２

製
造
設
備
が
定
置

式
製
造
設
備
で
あ
つ

式
製
造
設
備
で
あ
つ

て
、
不
発
弾
等
の
解

て
、
不
発
弾
等
の
解

撤
作
業
を
行
う
製
造

撤
作
業
を
行
う
製
造

施
設
の
場
合

施
設
の
場
合

一

第
四
条
第
二
項

一

前
項
第
一
号
か
ら
第

［
新
設
］

［
新
設
］

に
お
い
て
準
用
す

三
号
ま
で
、
第
六
号
、

る
第
四
条
第
一
項

第
八
号
、
第
十
号
、
第

第
一
号
か
ら
第
三

十
二
号
、
第
十
三
号
、

号
ま
で
、
第
五
号

第
十
四
号
か
ら
第
十
六

、
第
七
号
、
第
七

号
の
四
ま
で
、
第
十
八

号
の
三
、
第
九
号

号
か
ら
第
二
十
五
号
ま

、
第
九
号
の
二
、

で
、
第
二
十
七
号
、
第
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第
十
号
か
ら
第
十

二
十
九
号
、
第
三
十
号

二
号
ま
で
、
第
十

、
第
三
十
二
号
か
ら
第

四
号
か
ら
第
二
十

三
十
四
号
ま
で
、
第
三

二
号
ま
で
、
第
二

十
九
号
、
第
四
十
号
、

十
二
号
の
三
か
ら

第
四
十
一
号
に
掲
げ
る

第
二
十
四
号
ま
で

保
安
検
査
の
方
法
に
よ

、
第
二
十
六
号
、

り
検
査
を
行
う
。

第
二
十
七
号
及
び

第
二
十
八
号
に
掲

げ
る
検
査
項
目

二
～
五

［
略
］

二
～
五

［
略
］

一
～
四

［
略
］

一
～
四

［
略
］

［
削
る
］

［
削
る
］

五

第
四
条
第
二
項

五

不
発
弾
等
解
撤
工
室

第
五
号
の
不
発
弾

の
内
面
の
維
持
管
理
状
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等
解
撤
工
室(

鋼

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

製
チ
ャ
ン
バ
を
除

査
す
る
。

く
。)

の
内
面

六

削
除

六

削
除

六

第
四
条
第
二
項

六

不
発
弾
等
解
撤
工
室

第
六
号
の
不
発
弾

の
床
面
の
維
持
管
理
状

等
解
撤
工
室
（
鋼

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

製
チ
ャ
ン
バ
を
除

査
す
る
。

く
。
）
の
床
面

七

［
略
］

七

［
略
］

七

［
略
］

七

［
略
］

八

第
四
条
第
二
項

八

遠
隔
操
作
に
よ
る
解

八

第
四
条
第
二
項

八

解
撤
設
備
が
遠
隔
操

第
八
号
の
遠
隔
操

撤
設
備
の
維
持
管
理
状

第
八
号
の
遠
隔
操

作
で
き
る
も
の
に
あ
つ

作
に
よ
る
解
撤
設

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

作
に
よ
る
解
撤
設

て
は
、
そ
の
維
持
管
理

備

査
し
、
及
び
当
該
設
備

備

状
況
を
、
目
視
に
よ
り
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の
機
能
を
、
作
動
試
験

検
査
し
、
及
び
当
該
設

又
は
そ
の
記
録
に
よ
り

備
の
機
能
を
、
作
動
試

検
査
す
る
。

験
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。

九

第
四
条
第
二
項

九

解
撤
作
業
中
に
お
け

九

第
四
条
第
二
項

九

解
撤
作
業
中
に
そ
の

第
九
号
の
温
度
上

る
温
度
上
昇
を
防
止
す

第
九
号
の
解
撤
作

温
度
が
上
昇
し
、
爆
発

昇
を
防
止
す
る
た

る
た
め
の
措
置
の
維
持

業
中
に
そ
の
温
度

又
は
発
火
す
る
お
そ
れ

め
の
措
置

管
理
状
況
を
、
目
視
、

が
上
昇
し
、
爆
発

が
あ
る
不
発
弾
等
を
取

図
面
又
は
機
器
等
の
作

又
は
発
火
す
る
お

り
扱
う
設
備
の
温
度
上

動
試
験
若
し
く
は
そ
の

そ
れ
が
あ
る
不
発

昇
を
防
止
す
る
措
置
の

記

録

に

よ

り

検

査

す

弾
等
を
取
り
扱
う

維
持
管
理
状
況
を
、
目

る
。
た
だ
し
、
温
度
上

設
備
の
温
度
上
昇

視
に
よ
り
検
査
し
、
及

昇
に
よ
り
不
発
弾
等
が

を
防
止
す
る
措
置

び
当
該
設
備
の
機
能
を
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爆
発
し
又
は
発
火
す
る

、
作
動
試
験
又
は
そ
の

お
そ
れ
が
な
い
場
合
に

記

録

に

よ

り

検

査

す

は
、
温
度
上
昇
に
よ
り

る
。

不
発
弾
等
が
爆
発
し
又

は
発
火
す
る
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

十

［
略
］

十

［
略
］

十

［
略
］

十

［
略
］

十
一

第
四
条
第
二

十
一

不
発
弾
等
廃
薬
処

十
一

第
四
条
第
二

十
一

不
発
弾
等
廃
薬
処

項
第
十
一
号
イ
の

理
場
に
つ
い
て
、
危
険

項
第
十
一
号
の
不

理
場
の
維
持
管
理
状
況

不
発
弾
等
廃
薬
処

区
域
内
に
設
置
さ
れ
て

発
弾
等
廃
薬
処
理

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

理
場

い
る
こ
と
を
、
目
視
に

場

す
る
。
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よ
り
検
査
す
る
。

十
一
の
二

第
四
条

十
一
の
二

土
堤
又
は
防

［
新
設
］

［
新
設
］

第
二
項
第
十
一
号

爆
壁
を
設
置
し
た
も
の

ロ
の
土
堤
、
防
爆

に
つ
い
て
は
、
土
堤
又

壁
又
は
防
火
壁
そ

は
防
爆
壁
を
、
別
表
第

の
他
の
延
焼
を
遮

四
第
十
六
項
又
は
第
十

断
す
る
た
め
の
措

八
項
に
掲
げ
る
保
安
検

置

査
の
方
法
に
よ
り
検
査

し
、
防
火
壁
そ
の
他
の

延
焼
を
遮
断
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
当
該
措

置
の
維
持
管
理
状
況
を
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、
目
視
及
び
図
面
に
よ

り
検
査
す
る
。
た
だ
し

、
火
薬
類
が
爆
発
し
又

は
発
火
す
る
こ
と
に
よ

り
周
辺
の
施
設
に
危
害

を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
お

そ
れ
が
な
い
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

十
一
の
三

第
四
条

十
一
の
三

周
囲
の
火
災

［
新
設
］

［
新
設
］

第
二
項
第
十
一
号

を
防
止
す
る
た
め
の
措

ハ
の
周
囲
の
火
災

置
の
維
持
管
理
状
況
を
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を
防
止
す
る
た
め

、
目
視
、
図
面
又
は
機

の
措
置

器
等
の
作
動
試
験
若
し

く
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

３

製
造
設
備
が
移
動

３

製
造
設
備
が
移
動

式
製
造
設
備
で
あ
る

式
製
造
設
備
で
あ
る

製
造
施
設
の
場
合

製
造
施
設
の
場
合

一

第
四
条
の
二
第

一

製
造
所
の
標
識
及
び

一

第
四
条
の
二
第

一

製
造
所
の
標
識
、
掲

一
項
第
一
号
の
標

爆
発
又
は
発
火
に
関
し

一
項
第
一
号
の
標

示
板
、
危
険
区
域
、
境

識
及
び
爆
発
又
は

必
要
な
事
項
の
掲
示
、

識
、
掲
示
板
、
移

界
さ
く
及
び
警
戒
札
の

発
火
に
関
し
必
要

移
動
区
域
の
設
定
並
び

動
区
域
、
境
界
さ

維
持
管
理
状
況
を
、
目

な
事
項
の
掲
示
、

に
警
戒
札
の
掲
示
の
維

く
及
び
警
戒
札

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

移
動
区
域
の
設
定

持
管
理
状
況
を
、
目
視
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並
び
に
警
戒
札
の

又
は
図
面
に
よ
り
検
査

掲
示
の
状
況

す
る
。

二

第
四
条
の
二
第

二

移
動
区
域
に
設
置
し

二

第
四
条
の
二
第

二

移
動
区
域
に
設
置
し

一
項
第
二
号
の
移

た
施
設
の
種
類
を
、
目

一
項
第
二
号
の
移

た
施
設
の
種
類
を
、
目

動
区
域
の
施
設
の

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

動
区
域
の
施
設
設

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

設
置
制
限

置
制
限

三

第
四
条
の
二
第

三

移
動
区
域
の
境
界
が

三

第
四
条
の
二
第

三

森
林
内
に
設
け
た
境

一
項
第
三
号
の
火

森
林
内
に
設
け
ら
れ
た

一
項
第
三
号
の
防

界
さ
く
沿
い
の
防
火
の

災
に
よ
る
延
焼
を

場
合
に
つ
い
て
、
火
災

火
の
た
め
の
空
地

た
め
の
空
地
の
維
持
管

防
止
す
る
た
め
の

に
よ
る
延
焼
を
防
止
す

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

措
置

る
た
め
の
措
置
の
維
持

り
検
査
す
る
。

管
理
状
況
を
、
目
視
、

図
面
、
巻
尺
そ
の
他
の
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測
定
器
具
を
用
い
た
測

定
又
は
機
器
等
の
作
動

試
験
若
し
く
は
そ
の
記

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

四

第
四
条
の
二
第

四

移
動
式
製
造
設
備
用

四

第
四
条
の
二
第

四

移
動
式
製
造
設
備
用

一
項
第
四
号
の
移

工
室
の
維
持
管
理
状
況

一
項
第
四
号
の
移

工
室
の
維
持
管
理
状
況

動
式
製
造
設
備
用

を
別
表
第
三
第
一
項
第

動
式
製
造
設
備
用

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

工
室
の
有
無
及
び

十
号
、
第
十
一
号
、
第

工
室

す
る
。

第
四
条
の
二
に
お

十
四
号
か
ら
第
十
六
号

い
て
準
用
す
る
第

の
四
ま
で
、
第
十
八
号

四
条
第
一
項
第
七

か
ら
第
二
十
号
ま
で
、

号
の
三
、
第
八
号

第
二
十
二
号
か
ら
第
二

、
第
十
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
及
び
第
二
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十
二
号
ま
で
、
第

十
七
号
の
方
法
に
よ
り

十
四
号
か
ら
第
十

検
査
す
る
。

六
号
ま
で
及
び
第

十
八
号
か
ら
第
二

十
二
号
ま
で
に
掲

げ
る
検
査
項
目

五
～
七

［
略
］

五
～
七

［
略
］

五
～
七

［
略
］

五
～
七

［
略
］

八

第
四
条
の
二
第

八

移
動
区
域
内
に
ボ
イ

八

第
四
条
の
二
第

八

危
険
区
域
内
に
設
け

一
項
第
八
号
の
移

ラ
ー
室
及
び
煙
突
が
設

一
項
第
八
号
の
危

た
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

動
区
域
内
の
ボ
イ

置
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

険
区
域
内
の
ボ
イ

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

ラ
ー
室
及
び
煙
突

を
、
目
視
又
は
図
面
に

ラ
ー
室
及
び
煙
突

検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。
た
だ

し
、
移
動
区
域
内
に
、
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固
体
燃
料
を
使
用
し
な

い
ボ
イ
ラ
ー
の
ボ
イ
ラ

ー
室
及
び
煙
突
が
設
置

さ
れ
て
い
る
場
合
に
は

、
ボ
イ
ラ
ー
の
燃
料
の

種
類
を
、
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

九

削
除

九

削
除

九

第
四
条
の
二
第

九

移
動
式
製
造
設
備
用

一
項
第
九
号
の
避

工
室
に
設
置
さ
れ
て
い

雷
装
置

る
避
雷
装
置
の
維
持
管

理
状
況
を
、
別
表
第
四

第
十
四
項
に
掲
げ
る
保

安
検
査
の
方
法
に
よ
り
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検
査
す
る
。

十

削
除

十

削
除

十

第
四
条
の
二
第

十

移
動
式
製
造
設
備
用

一
項
第
十
号
の
移

工
室
の
耐
火
性
構
造
の

動
式
製
造
設
備
用

維
持
管
理
状
況
を
、
目

工
室
の
耐
火
性
構

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

造

十
一

第
四
条
の
二

十
一

移
動
式
製
造
設
備

十
一

第
四
条
の
二

十
一

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
一
号

の
消
火
設
備
に
つ
い
て

第
一
項
第
十
一
号

の
耐
火
性
構
造
及
び
消

の
移
動
式
製
造
設

、
維
持
管
理
状
況
を
、

の
移
動
式
製
造
設

火
設
備
の
維
持
管
理
状

備
の
消
火
設
備

目

視

に

よ

り

検

査

す

備
の
耐
火
性
構
造

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

る
。
ま
た
、
当
該
消
火

及
び
消
火
設
備

査
し
、
及
び
当
該
消
火

設
備
の
性
能
を
、
作
動

設
備
の
性
能
を
、
作
動

試
験
又
は
そ
の
記
録
に

試
験
又
は
そ
の
記
録
に
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よ
り
検
査
す
る
。

よ
り
検
査
す
る
。

十
二

削
除

十
二

削
除

十
二

第
四
条
の
二

十
二

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
二
号

用
工
室
の
付
近
の
消
火

の
工
室
の
付
近
の

設
備
の
維
持
管
理
状
況

消
火
の
設
備

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

す
る
。

十
三

削
除

十
三

削
除

十
三

第
四
条
の
二

十
三

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
三
号

用
工
室
に
設
け
た
窓
及

の
移
動
式
製
造
設

び
出
口
の
維
持
管
理
状

備
用
工
室
の
窓
、

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

出
口
及
び
扉

査
す
る
。

十
四

削
除

十
四

削
除

十
四

第
四
条
の
二

十
四

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
四
号

用
工
室
の
内
面
の
維
持
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の
移
動
式
製
造
設

管
理
状
況
を
、
目
視
に

備
用
工
室
の
内
面

よ
り
検
査
す
る
。

十
五

［
略
］

十
五

［
略
］

十
五

［
略
］

十
五

［
略
］

十
六

削
除

十
六

削
除

十
六

第
四
条
の
二

十
六

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
六
号

の
床
面
の
維
持
管
理
状

の
移
動
式
製
造
設

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

備
用
工
室
の
床
面

査
す
る
。

十
七

削
除

十
七

削
除

十
七

第
四
条
の
二

十
七

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
十
七
号

用
工
室
内
に
据
付
け
た

の
移
動
式
製
造
設

原
動
機
の
維
持
管
理
状

備
用
工
室
内
の
原

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

動
機
据
付
け
制
限

査
す
る
。

十
八

第
四
条
の
二

十
八

製
造
し
及
び
運
搬

十
八

第
四
条
の
二

十
八

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
の
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第
一
項
第
十
八
号

す
る
火
薬
類
並
び
に
周

第
一
項
第
十
八
号

維
持
管
理
状
況
を
、
目

の
移
動
式
製
造
設

囲
の
火
薬
類
の
爆
発
又

の
移
動
式
製
造
設

視
に
よ
り
検
査
し
、
必

備
の
移
動
方
法
及

は
発
火
を
起
こ
す
お
そ

備
の
移
動
方
法

要
に
応
じ
図
面
又
は
記

び
製
造
方
法

れ
が
な
い
車
両
が
使
用

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
、
記
録
又

は
測
定
器
具
を
用
い
た

測
定
に
よ
り
検
査
し
、

製
造
の
た
め
車
両
の
動

力
を
使
用
す
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
移
動
と
製

造
と
が
同
時
に
で
き
な

い
構
造
で
あ
る
こ
と
を
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、
目
視
、
図
面
又
は
記

録
に
よ
り
検
査
し
、
製

造
の
た
め
車
両
の
動
力

を
使
用
し
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
製
造
の
た

め
の
動
力
は
、
特
定
硝

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆

薬
を
爆
発
し
又
は
発
火

さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

目
視
、
図
面
又
は
記
録

に
よ
り
検
査
す
る
。

十
九

第
四
条
の
二

十
九

移
動
式
製
造
設
備

十
九

第
四
条
の
二

十
九

移
動
式
製
造
設
備
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第
一
項
第
十
九
号

の
機
械
、
器
具
又
は
容

第
一
項
第
十
九
号

用
工
室
又
は
移
動
式
製

イ
の
移
動
式
製
造

器
に
つ
い
て
、
摩
擦
に

の
移
動
式
製
造
設

造
設
備
に
据
付
け
又
は

設
備
の
機
械
、
器

よ
り
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

備
用
工
室
又
は
移

備
え
付
け
た
機
械
、
器

具
又
は
容
器
の
、

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が
爆
発

動
式
製
造
設
備
の

具
又
は
容
器
の
維
持
管

摩
擦
に
よ
り
特
定

し
又
は
発
火
し
な
い
構

機
械
、
器
具
又
は

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と

容
器

り
検
査
す
る
。

ム
系
爆
薬
が
爆
発

を
、
目
視
又
は
図
面
に

し
又
は
発
火
し
な

よ
り
検
査
す
る
。

い
構
造

十
九
の
二

第
四
条

十
九
の
二

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ロ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
振

製
造
設
備
の
機
械

動
又
は
衝
撃
に
よ
り
特
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、
器
具
又
は
容
器

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

の
、
振
動
又
は
衝

系
爆
薬
が
爆
発
し
又
は

撃
に
よ
り
特
定
硝

発
火
し
な
い
構
造
と
な

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

つ
て
い
る
こ
と
を
、
目

系
爆
薬
が
爆
発
し

視
又
は
図
面
に
よ
り
検

又
は
発
火
し
な
い

査
す
る
。

構
造

十
九
の
三

第
四
条

十
九
の
三

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ハ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
腐

製
造
設
備
の
機
械

食
に
よ
り
特
定
硝
酸
ア

、
器
具
又
は
容
器

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が

の
、
腐
食
に
よ
り

変
質
し
又
は
爆
発
し
若
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特
定
硝
酸
ア
ン
モ

し
く
は
発
火
し
な
い
構

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
が

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と

変
質
し
又
は
爆
発

を
、
目
視
又
は
図
面
に

し
若
し
く
は
発
火

よ
り
検
査
す
る
。

し
な
い
構
造

十
九
の
四

第
四
条

十
九
の
四

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ニ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
特

製
造
設
備
の
機
械

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

、
器
具
又
は
容
器

系
爆
薬
の
付
着
、
浸
透

の
、
特
定
硝
酸
ア

又
は
浸
入
に
よ
り
爆
発

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆

し
又
は
発
火
し
な
い
構

薬
の
付
着
、
浸
透

造
と
な
つ
て
い
る
こ
と
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又
は
浸
入
に
よ
り

を
、
目
視
又
は
図
面
に

爆
発
し
又
は
発
火

よ
り
検
査
す
る
。

し
な
い
構
造

十
九
の
五

第
四
条

十
九
の
五

移
動
式
製
造

［
新
設
］

［
新
設
］

の
二
第
一
項
第
十

設
備
の
機
械
、
器
具
又

九
号
ホ
の
移
動
式

は
容
器
に
つ
い
て
、
振

製
造
設
備
の
機
械

動
、
衝
撃
等
に
よ
り
変

、
器
具
又
は
容
器

形
し
な
い
構
造
と
な
つ

が
、
振
動
、
衝
撃

て
い
る
こ
と
を
、
目
視

等
に
よ
り
変
形
し

又
は
図
面
に
よ
り
検
査

な
い
構
造

す
る
。

二
十

削
除

二
十

削
除

二
十

第
四
条
の
二

二
十

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
二
十
号

用
工
室
又
は
移
動
式
製
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の
移
動
式
製
造
設

造
設
備
の
暖
房
装
置
の

備
用
工
室
又
は
移

維
持
管
理
状
況
を
、
目

動
式
製
造
設
備
の

視
に
よ
り
検
査
す
る
。

暖
房
装
置

二
十
一

第
四
条
の

二
十
一

移
動
式
製
造
設

二
十
一

第
四
条
の

二
十
一

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
を
照
明
す
る
設
備
に

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
又
は
移
動
式

一
号
の
移
動
式
製

つ
い
て
、
維
持
管
理
状

一
号
の
移
動
式
製

製
造
設
備
に
設
け
ら
れ

造
設
備
を
照
明
す

況
を
、
目
視
に
よ
り
検

造
設
備
用
工
室
又

た
照
明
設
備
の
維
持
管

る
設
備

査
す
る
。

は
移
動
式
製
造
設

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

備
の
照
明
設
備

り
検
査
す
る
。

二
十
二

第
四
条
の

二
十
二

移
動
式
製
造
設

二
十
二

第
四
条
の

二
十
二

工
室
又
は
移
動

二
第
一
項
第
二
十

備
の
機
械
設
備
の
金
属

二
第
一
項
第
二
十

式
製
造
設
備
の
機
械
設

二
号
の
移
動
式
製

部
に
つ
い
て
、
接
地
の

二
号
の
移
動
式
製

備
の
金
属
部
の
接
地
の
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造
設
備
の
機
械
設

状
況
を
、
接
地
抵
抗
測

造
設
備
用
工
室
又

状
況
を
、
接
地
抵
抗
測

備
の
金
属
部
に
お

定
用
器
具
を
用
い
た
測

は
移
動
式
製
造
設

定
用
器
具
を
用
い
た
測

け
る
接
地

定
又
は
そ
の
記
録
に
よ

備
の
機
械
設
備
の

定
又
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。

金
属
部
の
接
地

り
検
査
す
る
。

二
十
三

第
四
条
の

二
十
三

移
動
式
製
造
設

二
十
三

第
四
条
の

二
十
三

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
又
は
廃
薬
焼
却
場
の

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
、
移
動
式
製

三
号
の
移
動
式
製

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

三
号
の
移
動
式
製

造
設
備
又
は
廃
薬
焼
却

造
設
備
又
は
廃
薬

ム
系
爆
薬
の
停
滞
量
、

造
設
備
用
工
室
、

場
の
掲
示
板
の
維
持
管

焼
却
場
に
お
け
る

同
時
に
存
置
す
る
こ
と

移
動
式
製
造
設
備

理
状
況
を
、
目
視
に
よ

特
定
硝
酸
ア
ン
モ

が
で
き
る
特
定
硝
酸
ア

又
は
廃
薬
焼
却
場

り
検
査
す
る
。

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の

ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
の

の
掲
示
板

停
滞
量
等
の
掲
示

原
料
の
種
類
及
び
最
大

数
量
、
定
員
、
注
意
事
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項
そ
の
他
必
要
な
事
項

の
掲
示
の
状
況
並
び
に

記
載
事
項
の
維
持
管
理

状
況
を
、
目
視
に
よ
り

検
査
す
る
。

二
十
四

削
除

二
十
四

削
除

二
十
四

第
四
条
の

二
十
四

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
に
面
し
て
設

四
号
の
移
動
式
製

置
さ
れ
た
普
通
木
造
建

造
設
備
用
工
室
に

築
物
の
維
持
管
理
状
況

面
し
た
普
通
木
造

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

建
築
物
の
耐
火
的

す
る
。

措
置

二
十
五

削
除

二
十
五

削
除

二
十
五

第
四
条
の

二
十
五

移
動
式
製
造
設
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二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
の
天
井
及
び

五
号
の
移
動
式
製

内
壁
の
維
持
管
理
状
況

造
設
備
用
工
室
の

を
、
目
視
に
よ
り
検
査

天
井
及
び
内
壁

す
る
。

二
十
六

第
四
条
の

二
十
六

移
動
式
製
造
設

二
十
六

第
四
条
の

二
十
六

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
の
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

二
第
一
項
第
二
十

備
用
工
室
又
は
移
動
式

六
号
の
移
動
式
製

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
及
び
そ

六
号
の
移
動
式
製

製
造
設
備
の
特
定
硝
酸

造
設
備
の
粉
じ
ん

の
原
料
の
粉
じ
ん
の
飛

造
設
備
用
工
室
又

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

の
飛
散
を
防
ぐ
た

散
を
防
ぐ
た
め
の
措
置

は
移
動
式
製
造
設

及
び
そ
の
原
料
の
粉
じ

め
の
措
置

の
維
持
管
理
状
況
を
、

備
の
粉
じ
ん
の
飛

ん
の
飛
散
を
防
ぐ
措
置

目

視

に

よ

り

検

査

す

散
を
防
ぐ
措
置

の
維
持
管
理
状
況
を
、

る
。

目

視

に

よ

り

検

査

す

る
。
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二
十
七
・
二
十
八

二
十
七
・
二
十
八

［
略

二
十
七
・
二
十
八

二
十
七
・
二
十
八

［
略

［
略
］

］

［
略
］

］

二
十
九

第
四
条
の

二
十
九

移
動
式
製
造
設

二
十
九

第
四
条
の

二
十
九

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
二
十

備
の
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

二
第
一
項
第
二
十

備
で
、
特
定
硝
酸
ア
ン

九
号
の
移
動
式
製

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
と
直
接

九
号
の
移
動
式
製

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
と
直

造
設
備
の
特
定
硝

触
れ
る
回
転
部
の
摩
擦

造
設
備
で
、
特
定

接
触
れ
る
回
転
部
と
内

酸
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム

に
よ
り
当
該
特
定
硝
酸

硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

壁
の
間
隙
の
維
持
管
理

系
爆
薬
と
直
接
触

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬

ム
系
爆
薬
と
直
接

状
況
に
つ
い
て
、
目
視

れ
る
回
転
部
の
摩

が
爆
発
し
又
は
発
火
し

触
れ
る
回
転
部
と

及
び
記
録
に
よ
り
検
査

擦
に
よ
り
当
該
特

な
い
措
置
の
維
持
管
理

内
壁
の
間
隙

す
る
。

定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ

状
況
を
、
目
視
及
び
記

ウ
ム
系
爆
薬
が
爆

録
に
よ
り
検
査
す
る
。

発
し
又
は
発
火
し
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な
い
措
置

三
十

第
四
条
の
二

三
十

移
動
式
製
造
設
備

三
十

第
四
条
の
二

三
十

移
動
式
製
造
設
備

第
一
項
第
三
十
号

に
備
え
付
け
る
収
納
又

第
一
項
第
三
十
号

に
備
え
付
け
る
収
納
又

の
移
動
式
製
造
設

は
装
塡
す
る
た
め
の
ホ

の
移
動
式
製
造
設

は
装
て
ん
す
る
た
め
の

備
に
備
え
付
け
る

ー
ス
の
維
持
管
理
状
況

備
に
備
え
付
け
る

ホ
ー
ス
の
維
持
管
理
状

収
納
又
は
装
塡
す

を
目
視
及
び
記
録
に
よ

収
納
又
は
装
て
ん

況
を
目
視
及
び
記
録
に

る
た
め
の
ホ
ー
ス

り
検
査
す
る
。

す
る
た
め
の
ホ
ー

よ
り
検
査
す
る
。

の
摩
擦
、
衝
撃
及

ス
の
摩
擦
、
衝
撃

び
静
電
気
に
対
す

及
び
静
電
気
に
対

る
安
全
な
措
置

す
る
安
全
な
措
置

三
十
一

第
四
条
の

三
十
一

特
定
硝
酸
ア
ン

三
十
一

第
四
条
の

三
十
一

移
動
式
製
造
設

二
第
一
項
第
三
十

モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は

二
第
一
項
第
三
十

備
の
う
ち
、
特
定
硝
酸

一
号
の
特
定
硝
酸

そ
の
原
料
を
加
圧
す
る

一
号
の
移
動
式
製

ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系
爆
薬
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ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
系

設
備
に
つ
い
て
、
当
該

造
設
備
の
う
ち
、

又
は
そ
の
原
料
を
加
圧

爆
薬
又
は
そ
の
原

特
定
硝
酸
ア
ン
モ
ニ
ウ

特
定
硝
酸
ア
ン
モ

す
る
設
備
の
安
全
装
置

料
を
過
度
に
加
圧

ム
系
爆
薬
又
は
そ
の
原

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又

の
維
持
管
理
状
況
を
、

す
る
こ
と
を
防
ぐ

料
を
過
度
に
加
圧
す
る

は
そ
の
原
料
を
加

目
視
に
よ
り
検
査
し
、

た
め
の
措
置

こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
措

圧
す
る
設
備
で
、

及
び
当
該
安
全
装
置
の

置
の
維
持
管
理
状
況
を

発
火
又
は
爆
発
す

機
能
を
作
動
試
験
又
は

、
目
視
、
図
面
又
は
機

る
お
そ
れ
の
あ
る

そ
の
記
録
に
よ
り
検
査

器
等
の
作
動
試
験
若
し

設
備
の
安
全
装
置

す
る
。

く
は
そ
の
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
特
定
硝
酸
ア
ン
モ

ニ
ウ
ム
系
爆
薬
又
は
そ

の
原
料
が
、
加
圧
に
よ
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り
爆
発
し
又
は
発
火
す

る
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

三
十
二

［
略
］

三
十
二

［
略
］

三
十
二

［
略
］

三
十
二

［
略
］

三
十
三

第
四
条
の

三
十
三

廃
薬
焼
却
場
に

三
十
三

第
四
条
の

三
十
三

移
動
区
域
内
の

二
第
一
項
第
三
十

つ
い
て
、
移
動
区
域
内

二
第
一
項
第
三
十

廃
薬
焼
却
場
の
維
持
管

三
号
イ
の
廃
薬
焼

に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

三
号
の
廃
薬
焼
却

理
状
況
を
、
目
視
及
び

却
場

と
を
、
目
視
に
よ
り
検

場

図

面

に

よ

り

検

査

す

査
す
る
。

る
。

三
十
三
の
二

第
四

三
十
三
の
二

土
堤
又
は

［
新
設
］

［
新
設
］
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条
の
二
第
一
項
第

防
爆
壁
を
設
置
し
た
も

三
十
三
号
ロ
の
土

の
に
つ
い
て
は
、
土
堤

堤
、
防
爆
壁
又
は

又
は
防
爆
壁
を
、
別
表

防
火
壁
そ
の
他
の

第
四
第
十
六
項
又
は
第

延
焼
を
遮
断
す
る

十
八
項
に
掲
げ
る
保
安

た
め
の
措
置

検
査
の
方
法
に
よ
り
検

査
し
、
防
火
壁
そ
の
他

の
延
焼
を
遮
断
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
当
該

措
置
の
状
況
を
、
目
視

及
び
図
面
に
よ
り
検
査

す
る
。
た
だ
し
、
火
薬
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類
が
爆
発
し
又
は
発
火

す
る
こ
と
に
よ
り
周
辺

の
施
設
に
危
害
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
な
い
場
合

に
は
、
当
該
お
そ
れ
が

な
い
こ
と
を
、
目
視
、

図
面
又
は
記
録
に
よ
り

検
査
す
る
。

三
十
三
の
三

第
四

三
十
三
の
三

周
囲
の
火

［
新
設
］

［
新
設
］

条
の
二
第
一
項
第

災
を
防
止
す
る
た
め
の

三
十
三
号
ハ
の
周

措
置
の
維
持
管
理
状
況

囲
の
火
災
を
防
止

を
、
目
視
、
図
面
又
は

す
る
た
め
の
措
置

機
器
等
の
作
動
試
験
若
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し
く
は
そ
の
記
録
に
よ

り
検
査
す
る
。

４

［
略
］

４

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。


